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第１章 総論 

 

第１節 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画策定の趣旨 

わが国における障がい者の権利の保障、障がい者施策は、これまで、「リハビリテ

ーション（ライフステージの全段階において全人間的復権をめざす）」、「ノーマライ

ゼーション（障がいのある人もない人も共に一緒に暮らし活動する社会をめざす）」

という理念のもと、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく共生

する社会の実現に向けた取組として展開されてきました。 

平成 18（2006）年には、障がい者が有する人権や自由を確保し、障がい者固有の尊

厳を大切にすることなどを目的とした「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」

が国連で採択されました。 

わが国では、その批准に向け、「障害者基本法」の改正（平成 23年８月施行）、「障

害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」

の制定（平成 24年 10 月施行）、「障害者自立支援法」の「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」への改正（平成 25年４月

施行）、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」の

制定（平成 28（2016）年４月施行）など国内法の整備が進められ、平成 26（2014）

年１月 20日に条約を批准、同年２月 19日に効力が発生しました。 

このような中、国においては、障がい者施策の基本的な方向を示す「障害者基本計

画（第３次）」が平成 25（2013）年９月に策定され、共生社会の実現に向けた取組の

方向が示されました。 

本県では、平成 18（2006）年度に、「障害者基本法」に基づく障害者計画と、「障害

者自立支援法」に基づく障害福祉計画を統合した「みえ障がい者福祉プラン」（平成

18 年度～平成 20 年度）を策定し、平成 20（2008）年度には第２期計画（平成 21 年

度～平成 23年度）に改訂しました。 

その後、平成 23（2011）年度に、「障害者基本法」の改正などをふまえ、「障がいの

有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生

する社会の実現」を基本理念とした「みえ障がい者共生社会づくりプラン」（平成 24

年度～平成 26年度）を策定し、平成 26（2014）年度には「障害者基本計画（第３次）」

などをふまえた計画（平成 27 年度～平成 29 年度）（以下、「現行プラン」という。）

に改訂し、権利の擁護、障がい者雇用、障がい者スポーツ、地域生活移行・地域生活

支援、相談支援、災害時の対応に関する取組など、総合的かつ計画的に施策を展開し

てきました。 

このような中、現行プランは平成 29（2017）年度に終期を迎えることから、現行プ

ランの検証を行うとともに、本県における現状と課題や障がい者施策を取り巻く環境
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変化をふまえ、平成 30（2018）年に策定予定の国の「障害者基本計画（第４次）」お

よび平成 29（2017）年３月に告示された「障害者総合支援法」に基づく国の基本指針

に即して、プランを改訂するものです。 

 

 

２ 計画の基本的事項 

（１）計画の性格 

この計画は、本県が取り組む障がい者の自立および社会参加の支援等のための施策

の方向性を明らかにした計画です。 

また、県民一人ひとりや民間事業者、関係団体においても、それぞれの立場で自ら

の判断と責任のもとで、公共心を持って社会の一員として行動するための指針となる

ことを期待するものです。  

 

（２）計画の位置づけ 

この計画は、以下の３つの計画として策定します。 

 

①「障害者基本法」に定める都道府県障害者計画 

第十一条 （略） 

２ 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における

障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する

基本的な計画（以下「都道府県障害者計画」という。）を策定しなければならな

い。 

 

②「障害者総合支援法」に定める都道府県障害福祉計画 

第八十九条 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資す

るため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の

確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（都道府県障害福

祉計画）を定めるものとする。 

 

③「児童福祉法」に定める都道府県障害児福祉計画 

第三十三条の二十二 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の

達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の

提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画（以下「都

道府県障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 
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（３）他の計画との関係 

この計画は、本県の戦略計画である「みえ県民力ビジョン」をふまえて策定すると

ともに、「みえ高齢者元気かがやきプラン」、「希望がかなうみえ 子どもスマイルプ

ラン」、「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進計画」、「三重県医療計画」、「三

重県特別支援教育推進基本計画」など、関連する他の計画との整合を図っています。 

また、三重県手話言語条例に定める「手話を使用しやすい環境の整備に関する計画」

として策定した「三重県手話施策推進計画」（平成 29（2017）年３月策定）は、本計

画の一部として位置づけます。 

さらに、本県では平成 29（2017）年 12月に「ダイバーシティみえ推進方針 ～とも

に輝く（きらり）、多様な社会へ～」を策定し、「一人ひとり違った個性や能力をもつ

個人として尊重され、誰もが希望をもって日々自分らしく生きられる、誰もが自分の

目標に向けて挑戦できる、誰もが能力を発揮し、参画・活躍できるダイバーシティ社

会」の実現に向けて取組を進めており、本計画についても同方針との調和を図ります。 

 

（４）計画の期間 

計画期間は、平成 30（2018）年度から 2020 年度までの３年間とします。 

なお、さまざまな状況の変化により見直しの必要が生じた場合は、計画期間内にお

いても適宜見直しを行います。 

 

 

３ 基本理念 

障がい者が、障がいのない人と等しく自らの決定・選択に基づき、社会のあらゆる

分野の活動に参加、参画できる仕組みを構築することで、主体的に社会づくりに関わ

りながら自立した生活を営み、障がいの有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し

合い共生する社会の実現をめざします。 

＜基本理念＞ 

障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格

と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現 

 

 

４ 計画推進の基本原則 

本計画に基づき、さまざまな分野において障がい者施策を展開するにあたり、その

全ての取組の基礎として、共通に位置づけられる原則を次のように定めます。 
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(１) 障がい者の自己決定の尊重 

障がい者を、自立し、行動する主体としてとらえ、施策の推進にあたっては、障が

い者の自己決定による意見を尊重します。また、障がい者が施策に係る意思決定の過

程に積極的に関わる機会を確保します。 

 

(２) 社会的障壁の除去 

障がい者が日常生活または社会生活において受ける制限は、心身の機能の障がいの

みに起因するのではなく、社会におけるさまざまな障壁によって生ずるものとする、

いわゆる「社会モデル」の考え方をふまえ、障がい者の活動を制限し、社会への参加

を制約している事物、制度、慣行等の社会的障壁の除去を進めるため、社会のあらゆ

る場面におけるアクセシビリティの向上を図ります。 

 

(３) 障がい者本位の途切れのない支援 

障がい者の日常生活や社会生活における制限の解消や、障がい者の自立と社会参加

の促進を念頭に、障がい者本位の支援を行います。 

障がい者本位の支援にあたっては、障がい者のライフステージに応じて、保健、医

療、福祉、保育、教育、就労等の支援を行う者が、途切れのない一貫した支援（縦の

連携）を行います。さらに、ライフステージに応じて、関与の度合いは変化するもの

の、さまざまな機関からの支援が必要であることから、保健、医療、福祉、保育、教

育、就労等、地域における関係機関の連携による支援（横の連携）を行います。 

 

(４) 障がいの状況に応じた支援 

年齢、性別、障がいの状態、生活の実態、地域の実情など、障がい者の多様な属性

をふまえ、個々の障がい者の支援の必要性に配慮した適切な支援を行います。 

また、障がい者が、自ら選択する地域において、必要な支援を受けながら日常生活

や社会生活を営めるよう、その地域の実情に応じた支援を行います。 

 

 

５ 施策体系 

障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合い

ながら共生する社会の実現に向け、以下の体系に基づき障がい者施策の推進を図りま

す。 
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（１）多様性を認め合う共生社会づくり 

障がいの有無を一人ひとり違う個性として認め合うことのできる「多様性を認め合

う共生社会づくり」を進めます。 

障がい者に対する差別の解消や虐待の防止に取り組むとともに、合理的配慮の提供

につながるユニバーサルデザインや手話などの取組を進めます。また、啓発等を通じ

て障がいに対する理解の促進を図るとともに、福祉用具やバリアフリー観光などの社

会参加の環境づくりを推進します。 

 

（２）生きがいを実感できる共生社会づくり 

障がいの有無にかかわらず、自己の能力を生かしながら、自らの人生をデザインし、

夢と希望を持っていきいきと生活できる「生きがいを実感できる共生社会づくり」を

進めます。 

社会生活の基礎づくりを担う教育の充実、障がい者の生きがい、自立、社会参加に

つながる就労支援の充実に取り組みます。加えて、スポーツや文化・芸術活動などに

参画できる環境の整備を進めます。 

 

（３）安心を実感できる共生社会づくり 

障がい者がどこでどのような生活を送るかについて、自らの意思で選択し、安全で

安心して暮らすことができる「安心を実感できる地域社会づくり」を進めます。 

必要なサービスの充実や暮らしの場の確保、相談支援体制の整備、保健・医療体制

の充実を図ります。また、障がい者を災害や犯罪等から守るため、防災や防犯対策を

推進します。 
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＜施策体系図＞ 

第１節 多様性を認め合う共生社会づくり 

１ 権利の擁護 

（１）権利擁護のための体制の充実 

（２）虐待防止に対する取組の強化 

（３）情報・コミュニケーションに関する支援と配慮 

（４）ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

（５）選挙等における配慮 

２ 障がいに対する理解の促進 

（１）啓発・広報の推進 

（２）福祉教育・人権教育の推進 

（３）ボランティア活動の促進 

３ 社会参加の環境づくり 

（１）障がいの状態に応じた活動支援 

（２）福祉用具の活用の推進 

（３）バリアフリー観光の推進 

第２節 生きがいを実感できる共生社会づくり 

１ 特別支援教育の充実 

（１）指導・支援の充実 

（２）専門性の向上 

（３）教育環境の充実 

２ 就労の促進 

（１）一般就労の促進 

（２）福祉的就労への支援 

（３）多様な就労機会の確保 

３ スポーツ・文化活動の推進 

（１）障がい者スポーツの環境整備 

（２）全国障害者スポーツ大会開催に向けた取組 

（３）障がい者の文化活動への参加機会の充実 

第３節 安心を実感できる共生社会づくり 

１ 地域生活を支えるサービスの充実 

（１）地域生活への移行 

（２）相談支援の充実 

（３）地域生活支援の充実 

（４）福祉人材の育成・確保 

（５）経済的な支援 

２ 保健・医療体制等の充実 

（１）障がいの早期発見と対応 

（２）精神障がい者等への支援 

（３）医療的ケアを必要とする障がい児・者への支援 

（４）発達障がい児・者への支援 

３ 防災・防犯対策の充実 

（１）防災対策の推進 

（２）防犯対策の推進  
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第２節 障がい者を取り巻く状況 

 

１ 障がい者を取り巻く環境変化 

（１）国際的な動向 

国連では、障がいのある人の権利に関して、「精神遅滞者の権利に関する宣言」（昭

和 46（1971）年）、「障害者の権利に関する宣言」（昭和 50（1975）年）、「障害者に関

する世界行動計画」（昭和 57（1982）年）、「障害者の機会均等に関する標準規則」（平

成５（1993）年）をはじめ、さまざまな宣言・決議が採択されてきましたが、これら

の宣言・決議は法的拘束力を持つものではありませんでした。 

このような中、障がい者に関するはじめての国際条約として、平成 18（2006）年

12月に「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促

進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」

を目的とした「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」が国連総会で採択さ

れ、平成 20（2008）年５月に発効しました。条約では、「自己決定権」や「合理的配

慮」の考え方をはじめ、障がい者が他の人と平等に全ての人権や基本的自由を享受す

るために、社会において措置されるべき事項が規定されています。 

わが国は、平成 19（2007）年９月に条約に署名を行い、その後、条約の批准をめざ

して、必要な国内法の整備等を進めてきました。それらの準備を経て、平成 26（2014）

年１月 20日に条約を批准、同年２月 19日からわが国においても条約の効力が発生し

ています。 

 

（２）国内の動向 

国内では、平成 21（2009）年 12 月、障害者権利条約の批准のために、必要な国内

法の整備をはじめとする国内の障がい者に係る制度の集中的な改革を行い、関係行政

機関相互間の緊密な連携を確保しつつ、障がい者施策の総合的かつ効果的な推進を図

るため、内閣に「障がい者制度改革推進本部」が設置されました。そのもとで障がい

当事者を中心とする「障がい者制度改革推進会議」が平成 22（2010）年１月から平成

24（2012）年３月まで開催され、制度改革に向けた精力的な検討が行われました。 

会議の意見をふまえて改正された「障害者基本法」（平成 23年８月施行）では、「全

ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重

されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔て

られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」こ

とが目的とされています。また、障がい者の定義が見直され、「個人の機能障がいに

原因があるもの」とする「医学モデル」から、「障がい（機能障がい）及び社会的障

壁（日常生活や社会生活を営む上で障壁となる事物、制度、慣行、観念等）により継

続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とする「社会モ
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図表 1-2 身体障害者手帳所持者数（等級別） 

 
※各年４月１日現在 

 

図表 1-3 身体障害者手帳所持者の等級別構成比（年齢別） 

 
※平成 29年４月１日現在 

 

障がいの種類別および年齢別に障がいの程度をみると、肢体不自由では 18 歳未満

の障がい児の１級および２級の割合（81.5％）は、18歳以上の障がい者（36.0％）と

比べて高くなっています。内部障がいは、18 歳未満、18 歳以上ともに１級の障がい

者が半分以上を占めています。 
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（４）難病 

「難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）」によると、難病は、「発病の

機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾

病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。」とさ

れています。 

平成 27（2015）年１月から、この法律に基づく新たな制度が始まり、支給決定を受

けた指定難病患者には「特定医療費（指定難病）受給者証」が交付されています。対

象となる疾病については、法律施行時は 110疾病でしたが、平成 27（2015）年７月に

は 306疾病、平成 29（2017）年４月には 330 疾病へと拡大されています。 

また、平成 25（2013）年４月１日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」では、障がい者の定義に新たに

難病等が追加され、平成 29（2017）年４月１日現在、358疾病が同法の対象となって

います。 

本県における特定医療費（指定難病）受給者証所持者数は、平成 29（2017）年３月

末日現在で 14,889 人となり、対象となる疾病数が異なるため単純な比較はできませ

んが、増加傾向がみられます。また、疾病別にみると、潰瘍性大腸炎 2,421人（16.3％）、

パーキンソン病 2,008 人（13.5％）等が多くなっています。 

 

図表 1-10 特定疾患医療受給者証所持者数・特定医療費（指定難病）受給者証所持者数 

 
※各年度３月末日現在 
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４ 障がいに係る調査 

（１）障がいに関する意識調査 

 

①調査概要 

県民の障がいや障がい者、障がい施策に対する意識を把握するため、電子アンケ

ート（ｅーモニターアンケート、キッズモニターアンケート）により調査を行いま

した。 

 

●調査期間 

ｅ-モニターアンケート：平成 29（2017）年 10月 13日～10月 30日 

キッズモニターアンケート：平成 29（2017）年９月 21日～10 月９日 

 

●回答者属性 

ｅ-モニターアンケート（対象：18歳以上） 

 
キッズモニターアンケート（対象：小学生（４年生以上）、中学生、高校生） 

 

②結果概要 

●理解度 

県民に「障がいについてどの程度理解しているか」尋ねたところ、で最も多い

回答は「言葉の意味はわかるが、詳しい内容は知らない」で 67.0％、次いで「障が

いの種類や程度などを人に説明できる」が 21.8％という結果でした。 

［ｅ-モニターアンケート］ 

 
 

また、子どもでは、最も多い回答は「言葉の意味はわかるけれども、くわし

い内容は知らない」で 64.3％、次いで「障がいの種類や程度を人に説明できる」

で 25.6％という結果でした。 
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［キッズモニターアンケート］ 

 

 

●知る機会 

県民に「障がいや障がい者についてどこで学んだり聞いたりしたか」尋ねたと

ころ、最も多い回答は「テレビ・新聞・雑誌」（484）で、他の選択肢の約２倍の

回答数という結果でした。 

［ｅ-モニターアンケート（複数選択可）］ 

 

子どもでは、「学校」（195）が最も多く、次いで、「テレビ・新聞・雑誌」（140）

という結果でした。 

［キッズモニターアンケート］（複数選択可） 

 
 

●意識 

県民に「障がい者に対して差別や偏見の意識を持ったことがあるか」尋ねたと

ころ、最も多い回答は「そういう意識がないとは言えない」で 46.4％、次いで「過

去に思ったことがある」と「そのような意識は持ったことがない」がほぼ同じ割



 

- 25 - 

合（20.6％、21.6％）という結果でした。 

［ｅ-モニターアンケート］ 

 
 

子どもに「障がいのある人に対して次のような考えを持ったことがあるか」尋

ねたところ、最も多い回答は「障がいのある人も、同じ人間に変わりないと思う」

（148）で、次いで「障がいのある人は、がんばっている人だと思う」（86）とい

う結果でした。 

［キッズモニターアンケート］（複数選択可） 

 
●差別や偏見のない社会 

県民に「障がい者に対する差別や偏見のない社会になっているか」尋ねたとこ

ろ、最も多い回答は「どちらかといえば、そう思わない」で 41.8％、次いで「そ

う思わない」が 28.7％という結果でした。 

［ｅ-モニターアンケート］ 
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子どもでは、「どちらかといえば、そう思わない」が 30.8％で最も多く、次い

で「どちらかといえば、そう思う」で 26.0％という結果でした。 

また、年代別では、小学生は「どちらかといえば、そう思う」が最も多い回答

となっている一方で、中学生や高校生は「どちらかといえば、そう思わない」が

最も多い回答でした。 

［キッズモニターアンケート］ 

 

さらに、県民に「以前に比べて障がい者に対する理解が進んでいるか」尋ねた

ところ、肯定的な回答（「感じる」と「どちらかといえば感じる」の合計）は、66.4％

でした。 

［ｅ-モニターアンケート］ 

 

 

●施策等 

県民に「障がい者に関する県の施策のうち、あなたが最も力を入れる必要があ

ると思う分野は何か」を尋ねたところ、「障がいに配慮した建物・交通機関の整備

促進」、「障がいのある子どもの相談・支援体制や教育の充実」、「障がいに応じた

職業訓練や障がい者雇用の充実」がほぼ同数（427、410、438）で最も多い回答で

した。 
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［ｅ-モニターアンケート］（複数選択可（５つまで）） 

 
 

子どもに「障がいのある人への差別や偏見をなくすためには、どのようなこと

が必要か」尋ねたところ、「学校で障がいについて話し合うこと」および「障がい

のある人とない人が、いっしょに活動する機会をつくること」がほぼ同数（98,93）

で最も多く、次いで「障がいのある人から、直接話を聞くこと」（71）という結果

でした。 

［キッズモニターアンケート］（複数選択可） 

 

 

 

 

  





 

- 29 - 

②結果概要 

１ 強度行動障がい児・者の人数、属性と障がいの状態 

●人数 

 強度行動障がい児・者が利用している・所属していると回答のあった事業所は 139

か所で、対象者は延べ 882人でした。（サービスごとの積上げ数値） 

 ※サービスごとの内訳は 21頁の図表 1-16を参照 
 

●性別、年齢 

 性別は男性が 75.6％、女性が 24.3％で、男性が女性の約３倍でした。 

また、年齢は、18～29 歳が 31.1％で最も高く、次いで 40～49 歳（21.0％）、30

～39歳（18.8％）でした。 

 

 
 

●障害支援区分 

 障害支援区分の判定状況は、必要とされる支援の度合いが最も高い「④区分６」

が 78.7％で最も高く、次いで「③区分５」が 17.8％でした。 

 
 

●障がいの状態 

 判定基準表の該当項目は、18歳以上は「①コミュニケーション」（530人）、18歳

未満は「③こだわり」（69人）がそれぞれ最も多い結果でした。 

 
＜判定基準表の該当項目（18歳以上）＞ 
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＜判定基準表の該当項目（18歳未満）＞ 

 

２ 本人調査 

●日常生活の困りごと 

障がい者本人の日常生活での困りごとは、「⑧自分の思いを伝えられない、周り

の人とのコミュニケーションがとれない」が 69.2％で最も高く、次いで「⑨感情の

コントロールやストレスの解消がうまくできない」が 64.3％でした。 
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●希望する将来の暮らし 

本人が希望する将来の暮らしについては、自宅で暮らしている人は「①自宅で家

族と暮らしたい」が 55.6％、グループホームで暮らしている人は「②グループホー

ムで暮らしたい」が 57.1％、入所施設で暮らしている人は「③入所施設で暮らした

い」が 76.3％でそれぞれ最も高い結果でした。 

 

 

●入所施設で暮らしたい理由 

入所施設で暮らしたいとする人の理由は、「①安心して暮らせる」が 81.0％で最

も高く、次いで「③食事、お風呂、トイレなど（身体介護）の支援を受けられる」

が 77.4％、「②料理、掃除、洗濯など（家事）の支援を受けられる」が 71.4％でし

た。 

 

 

３ 家族調査 

●強度行動障がいがわかった時と最も激しかった時の本人の年齢 

強度行動障がいがわかった時の本人の年齢は、「①４歳未満」が 45.0％で最も高

く、次いで「②４～６歳」が 17.4％で、７歳未満が６割強を占めました。 
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また、最も激しかった時の本人の年齢は、「⑦19～29 歳」が 18.1％で最も高く、

次いで「⑥16～18歳」が 16.8％、「②４～６歳」が 12.1％でした。 

強度行動障がいがわかった時の年齢が、７歳未満が６割強を占めているのに対し

て、重篤化した時の年齢は４歳未満から 29 歳までの間に分布している結果となり

ました。 

 

 

●本人の障がいに関する悩み・不安 

家族が、本人について悩んでいること、心配に思うことについては、「⑤親亡き

後の暮らし」が 84.6％で最も高く、次いで「①健康状態」が 61.1％、「⑥行動障が

いへの理解や配慮」が 47.7％でした。 

 
 

 

●家庭で支援する上での悩み・困りごと 

家庭で本人を支援する上での悩み・困りごとは、「②精神的な負担が大きい」が

78.4％で最も高く、次いで「⑩病気や用事などで急に支援ができなくなった時に代

わりを引き受けてくれる人がいない」が 62.2％、「①身体的な負担が大きい」が

56.8％の順でした。 
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●希望する将来の暮らし 

家族が希望する本人の将来の暮らしについては、本人が自宅で暮らしている人は、

「①自宅」と「③入所施設」がそれぞれ 39.5％で最も高く、次いで「②グループホ

ーム」が 18.4％でした。 

また、本人がグループホームで暮らしている人は「②グループホーム」（71.4％）、

本人が入所施設で暮らしている人は「③入所施設」（93.8％）が、それぞれ最も高

い結果でした。 

 
 

●入所施設で暮らして欲しい理由 

入所施設で暮らして欲しいとする理由は、「③ご本人の障がいが重いため、家庭

や地域での生活が困難な状態であるから」が 79.8％で最も高く、次いで「④将来、

家族が不在となった場合に備えたいから」が 78.0％、「①施設での暮らしは安心で
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きるから」が 76.1％の順でした。 

 
 

●地域生活に必要な仕組み・支援 

家族に強度行動障がい児・者が自宅やグループホームなど地域で生活できる環境

を実現するために必要な仕組み・支援について尋ねたところ、「①支援する家族の

負担軽減」が 71.8％で最も高く、次いで「⑤主治医や医療機関との連携」が 61.1％、

「⑥パニック・緊急時の対応の支援」が 56.4％、「⑨地域・近所の行動障がいへの

理解」が 52.3％の順でした。 
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４ 事業所・施設調査 

●強度行動障がい児・者の支援・対応で感じる困難さ 

 事業所等における強度行動障がい児・者の支援・対応については、「本人が伝え

たいことを理解すること」と「こちらの伝えたいことを理解してもらうこと」が、

困難を感じる割合が最も高い項目でした。 

 

 

●強度行動障がい児・者を支援する上での課題 

支援する上での課題については、「②適切な支援を行うための職員のスキルアッ

プ・人材育成」が 79.3％で最も高く、次いで「③適切な支援を行うための人員の確

保」が 58.6％という結果でした。 
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５ 考察 

調査結果から、強度行動障がい児・者への支援の課題と今後の取組方向について、

下記のとおり整理を行いました。 

 

ア）障がいの状態に応じた支援の充実 

調査結果では、事業所等における支援上の課題として「適切な支援・取組を行うた

めの職員のスキルアップ・人材育成」との回答が約８割、「本人の障がい特性や状態

に応じたサービスの提供」が約５割を占めました。 

このことから、強度行動障がい児・者を支援するにあたっての必要となる知識・技

術の習得や支援者の専門性の向上、関係機関の連携の強化などを通じ、一人ひとりの

状態に応じた支援の充実を図ることが必要と考えられます。 

 

イ）住まい・生活の場の整備 

調査結果では、家族調査の回答者の約８割が「親が亡き後の暮らし」に不安や心配

を抱いており、また、自由意見では、「入所施設の定員に空きが出るのを待っている」、

「地域に強度行動障がい児・者に対応したグループホームがない」といった回答がみ

られました。 

このことから、強度行動障がい児・者の受け入れが可能なグループホーム等の整備

促進を図るとともに、重度障がい者にも対応したさまざまな障害福祉サービスの充実

を図り、本人が希望する生活の場の確保に向け、取組を進めていくことが必要と考え

られます。 

 

ウ）強度行動障がい児・者を持つ家族の支援 

 調査結果では、地域生活に必要な仕組み・支援として「支援する家族等の負担軽減」

との回答が約７割を占めました。 

このことから、家族等の休養や不在時・緊急時の受け皿として、強度行動障がい児・

者の受け入れが可能で適切な支援を行うことができる短期入所事業所の整備・充実や、

強度行動障がいに対応した相談支援体制の構築等を進め、家族等の不安感や孤立感の

解消につなげていくことが必要と考えられます。 

 

エ）強度行動障がいに対する理解促進 

 調査結果では、家族等の本人に関する悩み・心配ごととして「行動障がいへの理解

や配慮」が約５割を占め、自由意見においても、強度行動障がいへの理解促進を望む

回答がみられました。 

 このことから、強度行動障がい児・者に対する県民の理解の促進を図るために、障

がいや障がい者に関する啓発活動を一層推進することが必要と考えられます。 
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５ 前計画期間（平成 27～29年度）の取組成果と課題 

みえ障がい者共生社会づくりプラン（平成 27～29年度）では、「障がいの有無に

よって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する

社会の実現」を基本理念とし、重点的取組として「権利の擁護に関する取組」、「障

がい者雇用に関する取組」、「障がい者スポーツに関する取組」、「地域生活への移行

と地域生活の支援に関する取組」、「途切れのない相談支援に関する取組」および「災

害時の対応に関する取組」の展開を図ってきました。その取組成果や残された課題

については以下のとおりです。 

 

（１）権利の擁護に関する取組 

＜数値目標＞ 

目標項目 
現状値 

(25年度) 

27 年度 28 年度 29 年度 

実績値 実績値 目標値 

障害者差別解消法に基づく県および市町

等における職員対応要領の策定率 
－ 30.3% 66.6% 100.0% 

市町等への障がい者虐待防止専門家チー

ム派遣事案件数（累計） 
2件 0件 1件 7件 

 

ア）主な取組結果 

①障がいを理由とする差別の解消 

平成 28（2016）年４月１日の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

（障害者差別解消法）の施行に向けて、平成 27（2015）年 12 月に三重県職員対応要

領を策定するとともに、地域フォーラムの開催や、県広報紙「県政だよりみえ」、新

聞広告などにより県民への啓発を行いました。 

また、同法施行後は、県に相談窓口を設置し、関係機関と連携しながら寄せられた

相談に対応するとともに、関係機関で構成する「三重県障がい者差別解消推進協議会」

を設置し、相談事例や合理的配慮の好事例についての情報共有および関係機関が連携

しての啓発イベントの開催に取り組みました。 

②障がい者虐待の防止 

障がい者虐待の未然防止と発生時の適切な対応を図るため、事業所や市町職員への

研修を行うとともに、有識者による専門家チームを設置し、障害者虐待対応事例集の

作成や事案発生時の障害福祉サービス事業所や市町支援に取り組みました。 

 

イ）残された課題 

障がいを理由とする差別の解消に関しては、引き続き相談窓口の周知、障がい者に

対する合理的配慮の提供や障がいに関する理解などについての啓発を図るとともに、

三重県障がい者差別解消推進協議会で構築したネットワークを生かした取組や障が
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い者に身近な市町における対応体制を強化していく必要があります。 

また、障がい者虐待の未然防止と発生時の適切な対応のため、引き続き関係者の意

識の醸成を図るとともに、各市町における専門性の強化や虐待判断の標準化が図られ

ることが必要です。 

 

（２）障がい者雇用に関する取組 

＜数値目標＞ 

目標項目 
現状値 

(25年度) 

27 年度 28 年度 29 年度 

実績値 実績値 目標値 

県の就労支援関係事業により一般就労し

た障がい者数 
528 人 654人 597人 620人 

障害福祉サービス事業所から一般就労へ

の移行者数 
85 人 164人 （調査予定） 191人 

 

ア）主な取組結果 

①就労に向けた支援 

特別支援学校において、キャリア教育マネージャーやキャリア教育サポーターを配

置し、生徒本人の適性を十分に把握した上で、適した職種・業務と必要な支援方法を

企業に提案する形の職場開拓を行い、生徒の進路希望を実現することができました。 

障がい者雇用アドバイザーによる企業の求人開拓や障がい者職業訓練コーチによ

る地域の企業等における職業訓練を実施し、障がい者の就労の場の拡大や就職に必要

な知識・技能の習得に取り組みました。平成 27（2015）年４月には三重県障がい者雇

用推進企業ネットワークを立ち上げ、企業間の情報交換や交流などの取組を支援しま

した。 

県内の民間企業における障がい者の実雇用率は、県内企業における障がい者の雇用

が進み、初めて法定雇用率（2.0％）を達成しました。 

②福祉施設から一般就労への移行に向けた支援 

障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進

法）に基づく調達方針を策定し、県から障害者就労施設等への調達拡大に向けて市町

とともに取り組みました。 

また、福祉事業所へ工賃向上支援コンサルタントを派遣し、作業内容、工程の見直

しなどを支援するとともに、複数の福祉事業所で共同して受注、品質管理等を行うこ

とを目的とした共同受注窓口事業を連携して実施することにより、福祉的就労の安定

的な受注および工賃向上に取り組みました。 

③雇用の場の拡大 

平成 26（2014）年 12 月に開店したステップアップカフェ「Ｃｏｔｔｉ菜」におい

て、交流促進や職場実習、視察・見学の受入れなどの取組に加えて、平成 28（2016）

年 12 月からは県内で働く障がい者本人からの発信をメインとしてさまざまな方が集
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い交流する「ステップアップ大学」を開始しました。 

農福連携では、平成 28（2016）年 11 月に「農福連携全国サミット in みえ」を開

催し、関係者間の連携強化を図るとともに、障がい者の就労の場の確保・創出に向け

た情報発信を行いました。また、本県が主導して平成 29（2017）年７月に「農福連携

全国都道府県ネットワーク」を設立（44都道府県参加、会長：鈴木英敬知事）し、民

間協議会等との連携のもと農福連携マルシェ等を開催するとともに、農作業への従事

を支援する農業ジョブトレーナーの育成、福祉事業所による農作業受託（施設外就労）

の実証等に取り組みました。 

林福連携では、林業用種苗生産事業者を対象とした福祉事業者との連携に関する勉

強会の開催や種苗生産事業者への聞き取り調査を実施し、障がい者に適した作業の検

討を行いました。 

水福連携では、障がい者が漁労作業に取り組む現場を視察する現地研修会等の開催

に取り組んだほか、福祉事業所のカキ養殖事業への参入を支援しました。 

 

イ）残された課題 

特別支援学校高等部の生徒一人ひとりの障がいの状況や希望に応じた就職先を選

択できるよう、さらなる職場開拓を進めるとともに、各校での特別支援学校版キャリ

ア教育プログラムを活用した計画的・組織的なキャリア教育の充実を図る必要があり

ます。 

障がい者の職業訓練終了後の就職率は平成 27（2015）年度 81.6％、平成 28（2016）

年度 84.0％と高い水準となりましたが、ハローワークや障害者就業・生活支援センタ

ー等の関係機関との連携を強化しながら、さらなる就職率向上に向けて取組を進める

ことが必要です。 

平成 30（2018）年４月から精神障がい者が障害者雇用率の対象となることをふまえ、

三重労働局等の関係機関との連携強化を図りながら、さらなる障がい者雇用の促進に

取り組む必要があります。 

福祉的就労における工賃は依然として低い状況にある（就労継続支援Ｂ型事業所の

平均工賃実績額：全国15,033円(平成27（2015）年度)、三重県14,347円(平成28（2016）

年度)）ことから、官公庁や企業等からの受注拡大をさらに進めるとともに、福祉事

業所の受注体制を強化することが必要です。 

ステップアップカフェを活用して、障がい者が働くことへの理解をさらに広げる必

要があります。 

農福連携については、農業で働く障がい者の定着支援を図るとともに、福祉事業所

と農業者・関連企業等との連携機会の創出を図るなど、農福連携等に取り組む事業の

経営発展に向けた支援に取り組む必要があります。 

また、林福・水福連携については、関係者相互の理解を促進するとともに、障がい

者が安全かつ効率的に働くための環境整備等を行う必要があります。 

 

 

 



 

- 40 - 

（３）障がい者スポーツに関する取組 

＜数値目標＞ 

目標項目 
現状値 

(25年度) 

27 年度 28 年度 29 年度 

実績値 実績値 目標値 

全国障害者スポーツ大会の団体競技にお

ける予選会出場率 
50% 75% 83％ 100% 

 

ア）主な取組結果 

①全国障害者スポーツ大会の開催準備と障がい者スポーツ選手等の育成・強化 

2021 年の本県での第 21 回全国障害者スポーツ大会（三重とこわか大会）の開催に

向けて、平成 28（2016）年 11 月に県準備委員会を設立し、開催基本方針等を決定す

るとともに、開催地の選定を進めました。また、団体競技について、北信越・東海ブ

ロック大会予選会を招致し、競技の運営方法など経験の蓄積を図りました。 

世界大会や国内大会で活躍できる障がい者スポーツ選手を育成するため、理学療法

士等の関係者が連携した育成支援を行いました。平成 28（2016）年９月のリオパラリ

ンピックでは、育成した選手が４位入賞をするなど活躍しました。 

②障がい者スポーツの裾野の拡大 

障がい者のスポーツへの参加意欲の向上と機会の充実を図るため、三重県障がい者

スポーツ大会（陸上競技、フライングディスク、ボーリング、卓球、精神障がい者バ

レーボール）、三重県ふれあいスポレク祭を開催するとともに、全国障害者スポーツ

大会に選手を派遣しました。平成 28（2016）年 10 月の「希望郷いわて大会」におい

ては、団体競技のグランドソフトボールが準優勝しました。 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会事前キャンプ地誘致のため、

日本身体障がい者水泳連盟、日本ボッチャ協会、日本肢体不自由者卓球協会、日本ゴ

ールボール協会の合宿を招致し、主催者から高い評価をいただきました。 

三重とこわか大会で正式競技となるボッチャに関しては、体験会や交流会の開催な

どにより普及を図りました。また、平成 30（2018）年３月に国内で初めての国際大会

が伊勢市で開催されました（予定）。 

 

イ）残された課題 

三重とこわか大会の開催に向け、関係機関と連携しながら着実に準備を進める必要

があります。また、同大会を見据え、選手や競技団体の育成を進める必要があります。 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、国内外の大会で活躍できる

選手の発掘、育成や事前キャンプ地誘致を進めることが必要です。 

ボッチャについて、国際大会開催のレガシーを生かして、さらなる普及に取り組む

ことが必要です。 
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（４）地域生活への移行と地域生活の支援に関する取組 

＜数値目標＞ 

目標項目 
現状値 

(25年度) 

27 年度 28 年度 29 年度 

実績値 実績値 目標値 

地域生活移行者数（累計） － 29人 37人 184人 

長期在院者数減少率 － 6% 7% 18% 

 

ア）主な取組結果 

①地域生活への移行 

三重県障害者自立支援協議会において、平成 27（2015）年度に新たに地域移行課題

検討部会および医療的ケア課題検討部会を設置し、対象分野の課題検討等を行いまし

た。 

精神障がい者の地域移行に向け、県内４か所の障害保健福祉圏域にピアサポーター

を配置して体験談を語るなど、退院意欲向上のための退院支援プログラムを行いまし

た。 

②地域生活の支援 

障がい者が、地域において自立した生活を送ることができるよう、グループホーム

をはじめとする居住や日中活動の場の整備を進めました。（Ｈ27：グループホーム４

か所、生活介護・相談支援事業所１か所、Ｈ28：グループホーム 3か所、就労継続支

援Ｂ型事業所１か所、Ｈ29：グループホーム４か所、生活介護１か所） 

医療的ケアを必要とする障がい児・者に関しては、平成 28（2016）年度、平成 29

（2017）年度にそれぞれ県内１か所で支援拠点を設置したことなどにより、県内全て

の障害保健福祉圏域で支援のネットワークが構築されました。支援拠点においては、

多職種の連携を深めるための事例検討会議の開催や、相談支援専門員等を対象とした

資質向上を目的とした研修会の開催等、地域における支援機関の連携強化を図りまし

た。 

地域で暮らす精神障がい者に対して、医師、看護師、精神保健福祉士等の多職種に

よる訪問支援を行うアウトリーチ体制について、平成 28（2016）年度には実施圏域を

従来の１圏域から２圏域に拡充し、取組を進めました。 

③地域生活への移行を支える相談支援等関係機関の機能強化 

相談支援専門員の資質向上のため、初任者や現任者を対象とした相談支援専門員研

修を実施するとともに、サービス等利用計画の質の向上をめざしてカリキュラム内容

の充実を図りました。 

 

イ）残された課題 

サービス等利用計画や個別支援計画に基づく支援を進めていくため、地域移行課題

の検討や計画相談の進捗、質の向上を図っていく必要があります。 



 

- 42 - 

施設整備に関しては、国の補助金も活用しながら、引き続き、計画的に整備促進を

図る必要があります。 

医療的ケアを必要とする障がい児・者に関しては、県内全ての障害保健福祉圏域で

ネットワークが構築されましたが、受け入れる障害福祉サービス事業所が不足してい

るなどの課題があることから、さらなる取組を進めていく必要があります。 

精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができる

よう、医療（精神科医療・一般医療）、障がい福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、

地域の助け合いが包括的に確保される「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」

の構築を進める必要があります。 

相談支援の関係機関においては、自己決定・自己選択の観点から、サービス等利用

計画の作成やモニタリングを通じて障がい当事者中心の視点に立った計画相談を行

うことで、サービス等利用計画の質の向上につなげていく必要があります。 

 

（５）途切れのない相談支援に関する取組 

＜数値目標＞ 

目標項目 
現状値 

(25年度) 

27 年度 28 年度 29 年度 

実績値 実績値 目標値 

広域的・専門的な相談支援事業の登録者

数 
7,022 人 8,617人 10,189 人 8,100 人 

 

ア）主な取組結果 

①相談支援体制の整備  

自閉症・発達障がい、高次脳機能障がい等の専門的な相談支援を実施するとともに、

障害者就業・生活支援センター等の広域的な相談支援により、障がい者の地域での生

活を支援しました。 

また、「三重県障がい福祉従事者人材育成ビジョン」に基づき、相談支援専門員等

の研修を実施し、人材育成と資質の向上に努めました。 

②途切れのない支援 

発達障がいに係る支援について、自閉症・発達障害支援センターに発達障害者地域

支援マネジャーを配置し、地域支援機能の強化を図りました。 

また、発達障がい児等に対する早期支援ツールである「ＣＬＭ（Check List in Mie：

発達チェックリスト）と個別の指導計画」について、巡回指導等により幼稚園、認定

こども園、保育所への導入を促進しました。 

平成 29（2017）年６月に県立子ども心身発達医療センターを開設し、併設する県立

かがやき特別支援学校（分校）とともに、子どもの発達支援の拠点として専門性の高

い医療、福祉、教育が連携したサービスの提供を行いました。 

 

イ）残された課題 
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障がい者のニーズに適切に対応できるよう、引き続き重層的な相談支援体制を強化

していくことが必要です。 

発達障がいに係る支援について、ライフステージに応じた途切れのない支援や関係

機関の円滑な連携による支援を適切に提供する体制を構築することが必要です。 

 

（６）災害時の対応に関する取組 

＜数値目標＞ 

目標項目 
現状値 

(25年度) 

27 年度 28 年度 29 年度 

実績値 実績値 目標値 

福祉避難所または代替避難場所確保市町

数 
25 市町 28市町 29市町 29市町 

県の補助制度を活用し、スプリンクラー

設備を設置した障害福祉サービス事業所

数（累計） 
3 施設 3施設 11施設 6施設 

 

ア）主な取組結果 

①災害時における確実な支援に向けた災害の予防・減災対策 

災害対策基本法の改正（平成 25（2013）年６月）により、これまで任意で作成が進

められていた「災害時要援護者名簿」に代わって「避難行動要支援者名簿」の作成が

市町に義務づけられたことから、名簿の作成について先進事例を紹介するとともに、

各市町への助言を行い、名簿が早期に作成されるよう働きかけました。 

また、福祉避難所について、市町による指定や社会福祉施設等との協定締結をより

一層促進するため、未確保の市町の訪問などの働きかけを行った結果、平成 28（2016）

年度末には県内全市町で福祉避難所の確保が図られました。 

県聴覚障害者支援センターと各市町との間で災害時要援護者の支援に関する協定

の締結を進め、災害時における聴覚障がい者の安否確認や避難所支援を行う体制の構

築を図りました。(締結済市町：３市６町) 

三重ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）について、県内の精神科病院と派遣協定

の締結を進めた結果、21 のチームが登録されました。平成 28（2016）年４月の熊本

地震の際には８チーム（６病院）を派遣し、被災した精神科病院の入院患者の搬送や

被災者および支援者のこころのケアに従事しました。 

障害者施設に関して、平成 30（2018）年度から義務づけられるスプリンクラーの設

置や、平成 28（2016）年７月に神奈川県相模原市で発生した障がい者入所施設におけ

る殺傷事件をふまえた非常通報装置・防犯カメラ等の防犯設備の設置を支援し、防

災・防犯体制の強化を進めました。 

 

イ）残された課題 

避難行動要支援者名簿について、県内全市町で作成されるよう働きかけるとともに、

名簿情報の避難支援等関係者への提供やその名簿情報に基づく「個別計画」の策定が
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進むよう、市町に助言を行っていく必要があります。 

福祉避難所は 29 市町で確保されましたが、市町間で福祉避難所の確保状況に差が

みられるため、さらなる取組を進めていく必要があります。また、運営マニュアルの

策定は半数以下にとどまっているため、市町に働きかけを行うことが必要です。 
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第２章 障がい者施策の総合的推進 

 

第１節 多様性を認め合う共生社会づくり 

 

１ 権利の擁護 

現状と課題 

①障がいを理由とする差別の解消に関して、平成 28（2016）年４月に施行された障害

者差別解消法に基づく取組や市町における対応体制を強化していくことが必要です。 

②障がい者虐待の未然防止と発生時の適切な対応のため、関係者の意識の醸成を図る

とともに、各市町における専門性の強化や虐待判断の標準化が図られることが必要で

す。 

③視覚や聴覚に障がいのある人が円滑に情報を受発信し、コミュニケーションを行う

ことができるよう、障がいの特性に配慮した意思疎通支援の取組を進め、合理的配慮

の提供につなげていくことが求められます。とりわけ手話については、平成 29（2017）

年４月に施行された「三重県手話言語条例」に基づき、誰もが手話に親しみ、手話が

広く利用される共生社会の実現につなげる取組を推進していく必要があります。 

④ユニバーサルデザインやバリアフリー化の取組を推進して、合理的配慮の提供や環

境の整備を促進することが必要です。 

⑤選挙において、障がい者が投票する権利を正当に行使できるよう、取組を進めてい

く必要があります。 

 

めざす共生社会の姿 

障がいを理由とする差別の解消、障がい者に対する虐待の防止が図られるとともに、

支援体制が整備され、障がい者の権利擁護が図られています。 

また、障がいの状態や特性に応じた意思疎通の手段が提供され、さまざまな社会的

障壁が取り除かれています。 

 

数値目標 

障害者差別解消地域支援協議会設置率 

 ・現状値  ４６．７％ （平成 29（2017）年度） 

 ・目標値  １００％  （2020年度） 

 ・目標項目の説明 障害者差別解消法で任意設置とされている県および市町の障害

者差別解消地域支援協議会の設置率 
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施策の基本的な方向 

障がいを理由とする差別の解消に向け、取組の強化を図るとともに、合理的配慮に

つながるさまざまな環境整備に取り組みます。 

また、障がい者虐待の未然防止と適切な対応を行うため、市町への支援や事業所に

対する指導等を行います。 

 

施策の展開 

（１）権利擁護のための体制の充実 

①障がい者差別に関する相談について、相談窓口に寄せられた相談に適切に対応する

とともに、相談事例や合理的配慮の好事例等について、三重県障がい者差別解消支援

協議会等を通じて情報共有を図り、障がい者に対する差別の未然防止に役立てます。

（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

②県の行政サービスにおいて、合理的配慮の提供が適切になされるよう、職員に対し

て三重県職員対応要領の周知徹底を図ります。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

③学校教育において、合理的配慮の提供が適切になされるよう、職員に対して三重県

職員対応要領の周知徹底を図るとともに、各市町教育委員会とも連携して取り組んで

いきます。（教育委員会 人権教育課） 

 

④三重県障がい者差別解消支援協議会で構築したネットワークを生かして、関係機関

が連携した地域全体での相談・紛争解決機能の向上に取り組みます。（子ども・福祉

部 障がい福祉課） 

 

⑤市町において、相談窓口の適切な運営、職員対応要領に基づく適切な合理的配慮の

提供、障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営による取組の推進が行われるよう、

働きかけや支援を行います。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑥三重県社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業に要する経費を助成し、判断能

力に不安のある知的障がい者や精神障がい者などに対する福祉サービス契約時の援

助や日常的な金銭管理等を支援します。（子ども・福祉部 地域福祉課） 

 

⑦平成 28（2016）年５月に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律（成

年後見制度利用促進法）」もふまえながら、市町職員をはじめ関係機関職員に対する

研修会の実施等、成年後見制度に関する周知・啓発を行います。（子ども・福祉部 地

域福祉課） 
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⑧障がい者の成年後見制度の利用を促進するため、市町が実施する利用支援や啓発、

市民後見人の育成等の取組に対して助成を行います。（子ども・福祉部 障がい福祉

課） 

 

⑨判断能力が十分ではない障がい者等の消費者トラブル防止のため、「消費者啓発地

域リーダー」を養成し、市町と連携して地域における活動の充実を図ります。（環境

生活部 くらし・交通安全課） 

 

（２）虐待防止に対する取組の強化 

①障害福祉サービス事業所における虐待の未然防止や事案への適切な対応を図るた

め、管理者や従業者を対象とした研修を実施します。（子ども・福祉部 障がい福祉

課） 

 

②市町の虐待判断の標準化や迅速で適切な対応が行われるよう、職員研修を実施し、

専門的知識および技術を有する人材の育成を図ります。（子ども・福祉部 障がい福

祉課） 

 

③障害福祉サービス事業所の従事者による虐待事案が生じた際には、当該事業所に対

して虐待防止改善計画の作成を求めるとともに、改善状況を継続的に確認し、再発防

止につなげます。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

④障害者虐待対応事例集の活用や有識者等で構成される専門家チームとの連携によ

り、障害福祉サービス事業者や市町に対する助言や支援を行います。（子ども・福祉

部 障がい福祉課） 

 

（３）情報・コミュニケーションに関する支援と配慮 

①県の広報について、紙媒体だけでなく、データ放送やホームページなど、さまざま

な媒体の優れた点を生かしてわかりやすく発信するとともに、手話や字幕、点字、音

声により、視覚障がい者や聴覚障がい者が容易に県政情報を入手できるようにします。

（戦略企画部 広聴広報課） 

 

②県のホームページについて、ウェブアクセシビリティに配慮した誰もが利用しやす

いページを提供します。（戦略企画部 広聴広報課） 

 

③県が実施するイベントや会議等において、手話通訳等による情報保障を行います。

（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

④知事定例記者会見において、手話通訳による情報保障を行います。（戦略企画部 広
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聴広報課） 

 

⑤県庁見学等の来庁時に、手話による対応が必要な場合に手話通訳者を配置し、県政

情報を発信します。（戦略企画部 広聴広報課） 

 

⑥県立の文化施設において、筆談や資料提示、手話研修の受講促進に取り組むととも

に、手話ボランティアの活用を検討するなど、各施設の特性をふまえて、ろう者に配

慮した観覧環境の提供に努めます。（環境生活部 文化振興課） 

 

⑦聴覚障がい者の自由なコミュニケーションと情報発信、入手等の情報保障を総合的

に確保するため、手話付きまたは字幕映像ライブラリーの製作や貸出、手話通訳者・

要約筆記者・盲ろう通訳介助員の養成や派遣、情報支援機器の貸出等を行います。（子

ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑧平成 29（2017）年３月に策定した「三重県手話施策推進計画」に基づき、人材の育

成や手話の普及等、手話を使用しやすい環境整備を進めます。（子ども・福祉部 障

がい福祉課） 

 

⑨視覚障がい者に対する情報提供に資するため、点字図書やデイジー図書等の製作や

貸出を行うとともに、点訳・朗読奉仕員の養成などの人材育成を進めます。（子ども・

福祉部 障がい福祉課） 

 

⑩聴覚・言語に障がいのある人等が警察へ相談する場合の通信手段（メール、ファッ

クス等）について、県警ホームページや街頭広報活動などによる一層の周知に努めま

す。（警察本部 広聴広報課） 

 

（４）ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

①ユニバーサルデザインの考え方が県民の皆さんに浸透するよう、地域におけるユニ

バーサルデザインの意識づくりを図るとともに、感性豊かな子どもの頃からユニバー

サルデザインの意識が育まれる環境づくりを進めます。（子ども・福祉部 地域福祉

課） 

 

②地域におけるユニバーサルデザイン啓発活動のリーダー的な役割を担う「ＵＤアド

バイザー」がより効果的な活動を継続できるよう支援します。（子ども・福祉部 地

域福祉課） 

 

③「三重おもいやり駐車場利用証制度」の周知を図るとともに、事業者等のおもいや

り駐車場の設置を促進します。（子ども・福祉部 地域福祉課） 
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④内部障がいや難病など、外見からは援助や配慮を必要としていることが分からない

方が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるため、必要な方にヘルプマーク

（ストラップ）やヘルプカードの配布を行うとともに、県民の皆さんにヘルプマーク

の趣旨の理解と思いやりのある行動への働きかけを行います。（子ども・福祉部 地

域福祉課） 

 

⑤県立文化施設において、障がい者が文化活動に参加しやすい環境の整備に努めます。

また、県立図書館において、障がいにより来館が困難な人のためのインターネットを

活用した図書の貸出など、ソフト面での充実に努めます。（環境生活部 文化振興課） 

 

⑥誰もが必要な情報を入手できるよう、「わかりやすい情報の提供のためのガイドラ

イン」に沿った情報発信を推進するとともに、イベントにおける「ユニバーサルデザ

インイベントマニュアル」を活用した会場設営や運営を推進し、誰もが参加しやすい

イベントの開催を進めます。また、これらのガイドラインやマニュアルを広く周知し

取組の拡大を図ります。（子ども・福祉部 地域福祉課） 

 

⑦誰もが安全・安心で快適に利用できる建築物等の整備を進めるため、「バリアフリ

ー法」や「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に基づき、審査や指

導を行うとともに、施設整備や管理を担う人たちに対して、ユニバーサルデザインの

考え方等についての研修を実施します。（子ども・福祉部 地域福祉課） 

 

⑧バリアフリー住宅へのリフォームを進めるため、県民向けに普及啓発を行う体制を

構築するとともに、市町が開催する住民向け相談会等の支援を行います。（県土整備

部 住宅政策課） 

 

⑨公共交通機関である鉄道を利用する際に、障がい者をはじめとする全ての人が安全

で自由に移動できるよう、鉄道事業者が行う駅舎のバリアフリー化（エレベーターの

設置や内方線の整備等）を支援します。（子ども・福祉部 地域福祉課） 

 

⑩国の補助制度を活用しながら、バス事業者が行う低床バス購入に対して助成を行い

ます。（地域連携部 交通政策課） 

 

⑪路線バスのバリアフリー化について、バス事業者が行うノンステップバスの導入を

促進します。（子ども・福祉部 地域福祉課） 

 

⑫通学路交通安全プログラム等に基づく交通安全対策を推進し、道路管理者として歩

道を整備する際にはバリアフリー化に努めます。（県土整備部 道路管理課） 

 

⑬「社会資本整備重点計画」の内容をふまえつつ、道路管理者と連携して、「バリア

フリー法」に基づき市町が策定する「交通バリアフリー基本構想」に即して作成され
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る「交通安全特定事業計画」に基づき、公安委員会として、主な生活関連道路を中心

に音響信号機、高齢者等感応信号機の整備を推進します。（警察本部 交通規制課） 

 

（５）選挙等における配慮 

①投票所や期日前投票所を設置する市町選挙管理委員会に対し、障がい者が利用しや

すいよう、駐車場の確保や段差解消などのバリアフリー化を働きかけます。（選挙管

理委員会） 

 

②自宅での投票が可能な郵便等による不在者投票制度をはじめ、代理投票制度や点字

による投票制度の活用および正しい利用方法について、周知を図ります。（選挙管理

委員会） 

 

③県選挙管理委員会が発行する選挙公報について、障がい者団体や市町選挙管理委員

会と協力し、点字版および音訳版（カセット版、ＤＡＩＳＹ版）を提供します。（選

挙管理委員会） 

 

④知事選挙について、手話通訳付きの政見放送を実施します。また、手話通訳の挿入

が認められていない参議院選挙区選出議員選挙については、障がい者団体が実施する

ビデオ集会への支援を行います。（選挙管理委員会） 

 

 

２ 障がいに対する理解の促進 

現状と課題 

①県民の障がいについての理解を深めるため、さまざまな機会をとらえて啓発や広報

に取り組むことが必要です。特に障がいを理由とする差別の解消に関しては、障害者

差別解消法の施行をふまえて合理的配慮の提供や環境の整備につながる機運醸成を

図ることが必要です。 

②次世代を担う児童生徒が障がいについての理解を深めるための教育を推進する必

要があります。 

③障がい者との交流が、障がいや障がい者についての理解促進につながると考えられ

ることから、地域住民や児童生徒のボランティア活動への参加を促進することが必要

です。 

 

めざす共生社会の姿 

障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合う
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共生社会の理念が浸透し、障がい者や障がいに関する理解が進んでいます。 

 

数値目標 

障がい者に対する理解が進んでいると感じる県民の割合 

 ・現状値  ６６．４％ （平成 29（2017）年度） 

 ・目標値  ７５．０％ （2020年度） 

 ・目標項目の説明  ｅ－モニター調査で、障がい者に対する理解が進んでいると

「感じる」「どちらかといえば感じる」と回答した県民の割合 

 

施策の基本的な方向 

障がいについての理解を深めるため、さまざまな機会を活用して啓発や広報の充実

を図るとともに、学校において福祉教育等を進めます。 

また、地域住民や児童・生徒のボランティア活動を通じて、障がいについての理解

促進を図ります。 

 

施策の展開 

（１）啓発・広報の推進 

①「障害者週間（12 月３日～９日）」に関する啓発広報活動として、関係機関と連携

し、「心の輪を広げる体験作文」や「障害者週間のポスター」を幅広く募集し、障が

いのある人に対する理解を促進します。また、障がい者団体をはじめとする各種団体

が実施するイベントへの後援などさまざまな機会を活用し、幅広く啓発活動を展開し

ます。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

②「障がい者雇用支援月間（９月）」を中心に三重労働局やハローワーク、三重障害

者職業センター等と連携して、事業主をはじめ県民に障がい者雇用の促進に向けた啓

発等を行います。（雇用経済部 雇用対策課） 

 

③「精神保健福祉普及運動（11 月上旬の１週間）」における普及啓発活動として、三

重県精神保健福祉協議会と連携した精神保健福祉三重県大会を開催し、精神保健福祉

功労の表彰や講演などを通じて精神保健福祉への理解を促進します。（医療保健部 

健康づくり課） 

 

④「差別をなくす強調月間（11 月 11 日～12 月 10 日）」、「人権週間（12 月４日～10

日）」の期間を中心として、人権擁護委員、津地方法務局、市町等と連携した街頭啓

発を行います。また、三重県人権センターにおいて、講演会の開催やパネル展示など
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を通じて啓発活動に取り組みます。（環境生活部 人権課） 

 

⑤障がいを理由とする差別の解消についての関心と理解を深めるため、県民向けの各

種啓発活動を実施するとともに、集団指導や出前トーク等の機会を通じて事業者等に

障害者差別解消法について説明し、その周知を図ります。また、相談窓口に寄せられ

た相談事例、合理的配慮に関する優良事例、その他障がい者差別の解消に資する情報

を収集し、ホームページ等を通じて広く提供します。（子ども・福祉部 障がい福祉

課） 

 

⑥精神障がい者の地域生活への移行に関する地域の理解を高めるため、医療、福祉、

行政等の関係者やピアサポーターによる啓発活動を行います。（医療保健部 健康づ

くり課） 

 

⑦精神障がい者に対する理解の促進や正しい知識の普及を図るため、「みえ発！ここ

ろのバリアフリー大使」の学校、医療機関等における啓発パフォーマンスなどを通じ

て、県民への啓発を行います。（医療保健部 健康づくり課） 

 

⑧「アルコール関連問題啓発週間（11月 10日～16日）」を中心に、アルコール関連

問題等に関する理解を促進するため、県民、医療関係者、事業者等に対する普及、啓

発を行います。（医療保健部 健康づくり課） 

 

⑨身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の受入れに関する正しい知識と理解

を促進するため、補助犬ユーザーと共に講習会を開催するなど県民への啓発を行いま

す。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑩身体・知的障害者相談員等、障がい福祉に携わる関係者が人権問題に対する理解と

認識を深めるとともに主体的に人権問題に取り組めるよう、研修等の機会を提供しま

す。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑪関係団体や市町等と連携して、みみの日記念イベント（３月）等の啓発の場を活用

しながら、三重県手話言語条例の理解や手話の普及促進を図ります。（子ども・福祉

部 障がい福祉課） 

 

（２）福祉教育・人権教育の推進 

①小中学校において、総合的な学習の時間や特別活動等を活用して、福祉施設訪問や

特別支援学校との交流等、障がい者との交流やバリアフリー体験などによる体験的な

学習に取り組みます。（教育委員会 小中学校教育課） 

 

②小中学校において、総合的な学習の時間等を活用して、児童・生徒が手話について
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理解・体験する学習に取り組みます。（教育委員会 小中学校教育課） 

 

③県立高等学校の福祉科や福祉に関するコース等において実践力を育成するため、福

祉施設等において介護実習を実施します。（教育委員会 高校教育課） 

 

④高等学校において、学校の実態や生徒の特性等に応じて、手話に関する授業を実施

します。（教育委員会 高校教育課） 

 

⑤小中学校および県立学校等において、共生社会の実現に向けて、障がい者の人権に

係わる問題を解決するための学習に取り組みます。（教育委員会 人権教育課） 

 

（３）ボランティア活動の促進 

①ボランティアの活動分野や形態の多様化をふまえ、さまざまなニーズに対応したボ

ランティア活動に参加できる体制を整備し、ボランティア活動の推進を図ります。（子

ども・福祉部 地域福祉課） 

 

②小中学校において、校内や校外の多様なボランティア活動の取組を通じて豊かな人

間性を育むことができるよう、地域の方々と連携しながら取り組みます。（教育委員

会 小中学校教育課） 

 

③高等学校において、学校内外における継続的なボランティア活動を通じて、地域に

積極的に貢献しようとする心と豊かな人間性を育てるとともに、ボランティア活動に

臨む精神の涵養や態度の育成を図ります。（教育委員会 高校教育課） 

 

④高等学校において、学校の実態や生徒の特性等に応じて、ボランティア活動として

手話を使ったさまざまな活動の取組を行います。（教育委員会 高校教育課） 

 

 

３ 社会参加の環境づくり 

現状と課題 

①障がい者が地域で自立して社会活動に参加できるよう、障がいの状態に応じた訓練、

研修等の実施が必要です。 

②障がい者の自立と社会参加の促進のため、障がい者のニーズに合った福祉用具の活

用や普及促進を図ることが求められます。 

③障がいのある人が県内の観光資源を利用しやすい環境づくりを進め、バリアフリー

観光を推進していく必要があります。 
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めざす共生社会の姿 

障がい者の社会参加の促進に向け、その状態に応じた適切な活動支援や福祉用具が

提供されています。 

また、障がいの有無にかかわらず観光地を利用できる機会が確保されています。 

 

数値目標 

視覚・聴覚障がい者の活動支援に係る人数 

 ・現状値    ―    （平成 28（2016）年度） 

 ・目標値  １，０８０人 （2020年度） 

 ・目標項目の説明  手話通訳者、要約筆記者および盲ろう通訳・介助員のスキル

アップ研修受講申込者数（累計） 

 

施策の基本的な方向 

障がい者が地域で自立して社会活動に参加できるよう、障がいの状態に応じた活動

支援を行うとともに、福祉用具の活用を促進します。 

また、県内におけるバリアフリー観光を推進し、障がい者が観光地を利用しやすい

環境づくりを進めます。 

 

施策の展開 

（１）障がいの状態に応じた活動支援 

①三重県視覚障害者支援センターを設置し、視覚障がい者の日常生活に必要な歩行訓

練、身辺・家事管理に関する指導、コミュニケーション手段としての点字研修などを

実施します。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

②三重県聴覚障害者支援センターを設置し、聴覚障がい者の日常生活に必要な手話研

修や各種学習会などを実施するとともに、相談支援を行います。加えて、手話通訳者・

要約筆記者・盲ろう通訳介助員の養成や派遣を行い、障がいの状態に応じた活動支援

を行います。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

③さまざまな障がいに応じた専門的な療養や日常生活支援に関する、研修会や相談会

を実施します。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

④身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）を育成して希望者に貸与し、自立と

社会参加の促進を図ります。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 
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（２）福祉用具の活用の推進 

①福祉用具の普及や開発、販路開拓等の取組を推進するため、みえテクノエイドセン

ター等と連携し、福祉用具に関する展示・情報発信やニーズ収集、アイデア募集等の

事業を実施します。（医療保健部 ライフイノベーション課） 

 

②県内企業による福祉用具の製品開発が促進されるよう、福祉用具に関する講習会の

開催や、産学官が連携し、相談や実証、情報交換ができる場を提供します。（医療保

健部 ライフイノベーション課） 

 

③市町が実施する補装具の交付や修理に対する助成や適合判定を行い、身体障がい者

の社会参加や自立を促進します。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

④在宅で生活する重度障がい者の日常生活の便宜を図るため、市町が実施する日常生

活用具の給付に対する助成を行います。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

（３）バリアフリー観光の推進 

①バリアフリー観光の推進に向け、関係団体と協働しながら取組を進め、障がい者の

旅行者の受入拡大につなげます。（観光局 観光政策課） 

 

②障がい者等に具体的な観光イメージが醸成できるよう、バリアフリー観光情報を発

信し、旅行の機会創出につなげます。（観光局 観光政策課） 

 

③バリアフリー観光を推進するため、関係団体等と協働し、県内の観光施設、宿泊施

設等に対して、手話通訳等に係る情報の提供や障がい者への対応に関する支援を行い

ます。（観光局 観光政策課、子ども・福祉部 障がい福祉課） 
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第２節 生きがいを実感できる共生社会づくり 

 

１ 特別支援教育の充実 

現状と課題 

①特別な支援を必要とする子どもについて、小・中・高等学校、特別支援学校の間で

指導・支援に必要な情報を確実に引き継ぎ、早期からの一貫した支援を行う必要があ

ります。 

②特別な支援を必要とする子どもは、どの学校にも在籍する可能性があることから、

全ての学校において、教職員が特別支援教育に関する一定の知識・技能を有するとと

もに、障がいのない子どもやその保護者に理解が得られる力を備えていることが必要

です。 

③県立特別支援学校東紀州くろしお学園、県立かがやき特別支援学校および県立松阪

あゆみ特別支援学校の整備を進めましたが、今後も特別支援教育に関連する環境の充

実を図ることが必要です。 

 

めざす共生社会の姿 

障がいのある子どもとない子どもが、可能な限り同じ場で共に学ぶインクルーシブ

教育システムの構築が着実に進み、障がいのある子どもたち一人ひとりの教育的ニー

ズに応じた早期からの一貫した指導と支援が行われることにより、自立と社会参画に

向けた力が育まれています。 

 

数値目標 

特別支援学級においてパーソナルカルテを活用している小中学校の割合 

 ・現状値  ８０．９％ （平成 29（2017）年度） 

 ・目標値  １００％  （2020年度） 

 ・目標項目の説明  特別支援学級が設置されている小中学校のうち、特別支援学

級においてパーソナルカルテが活用されている学校の割合 

 

施策の基本的な方向 

三重県特別支援教育推進基本計画等に基づき、障がいのある子どもたちが早期から

の一貫した教育を受けられるよう、支援体制を充実するとともに、子どもたち一人ひ

とりの特性に応じた指導が受けられるよう、教員の特別支援教育に関する専門性の向

上を図ります。 
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施策の展開 

（１）指導・支援の充実 

①障がいのある子どもに関して、必要な支援情報が円滑に引き継がれ、適切な指導・

支援が行えるよう、早期から一貫した支援体制の充実を図ります。（教育委員会 特

別支援教育課） 

 

②幼稚園・認定こども園・保育所、小・中・高等学校、特別支援学校間で指導・支援

に必要な情報を引き継ぐツールであるパーソナルカルテについて、市町教育委員会と

連携して小中学校への指導・助言を行い、一層の活用促進を図ります。（教育委員会 

特別支援教育課） 

 

③障がいのある子どもが障がいのない子どもと、可能な限りともに教育を受けられる

よう配慮しつつ、障がいのある子どもが、その年齢および能力に応じ、かつ、特性を

ふまえた十分な教育が受けられるよう、適切な就学を図ります。（教育委員会 特別

支援教育課） 

 

④特別支援学校高等部生徒の進路希望を実現するため、キャリア教育サポーター等を

配置して生徒本人に適した職種・業務と必要な支援の方法を企業に提案する形の職場

開拓を行います。また、特別支援学校版キャリア教育プログラムの作成と活用の促進

や、企業と連携した技能検定の実施など、キャリア教育の充実を図ります。（教育委

員会 特別支援教育課） 

 

⑤障がいのある子どもたちと障がいのない子どもたちが、可能な限り同じ場で学ぶこ

とができる場面のひとつとして交流および共同学習を進めます。（教育委員会 特別

支援教育課） 

 

⑥障がいのある子どもと障がいのない子どもが障がい者スポーツを通じた交流およ

び共同学習を実施し、相互理解を図ります。（教育委員会 特別支援教育課） 

 

⑦高等学校に在籍する発達障がい等、特別な支援を必要とする生徒について指導・支

援の充実を図るため、通級による指導について研究を進めます。（教育委員会 特別

支援教育課） 

 

（２）専門性の向上 

①特別支援学校のセンター的機能として、小・中・高等学校の教員に児童生徒の特性

に応じた指導・支援の方法や個別の指導計画の作成についての助言等を行い、特別支
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援教育に係る専門性の向上を図ります。（教育委員会 特別支援教育課） 

 

②個別の指導計画等の作成や活用を進めるとともに、研修の場を設けるなど、児童生

徒一人ひとりの教育的ニーズや障がいの特性に応じた指導・支援の充実を図ります。

（教育委員会 特別支援教育課） 

 

③障がいの状態や特性に応じた教材等、特にＩＣＴを活用した教材や支援機器の充実

を進めます。（教育委員会 特別支援教育課） 

 

（３）教育環境の充実 

①特別支援学校に在籍する子どもたちの安全な通学手段としてのスクールバスの計

画的な配備や子どもたちの増加に伴う施設の狭隘化への対応、特別支援学校５校にあ

る寄宿舎の統合整備など検討を進めます。（教育委員会 特別支援教育課） 

 

②三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づき、学校施設のバリアフ

リー化を推進します。（教育委員会 学校経理・施設課） 

 

③特別支援学校への就学奨励に関する法律に基づき、希望する保護者に就学奨励費を

支給し、特別支援学校の就学に係る経済的負担の軽減を図ります。（教育委員会 特

別支援教育課） 

 

④心身障がい児を受け入れている学校法人立の幼稚園および幼保連携型認定こども

園に対して特別支援教育に要する経費を助成することで、障がいのある子どもの教育

の充実を図ります。（子ども・福祉部 少子化対策課） 

 

⑤私立特別支援学校における特別支援教育に要する経費の助成を行うことで、障がい

のある子どもの教育の充実および保護者の経済的負担の軽減を図ります。（環境生活

部 私学課） 

 

 

２ 就労の促進 

現状と課題 

①障がい者の一般就労について、本県の民間企業における障がい者の実雇用率は大き

く改善しましたが、平成 30（2018）年４月から新たに精神障がい者が法定雇用率の算

定対象となることや、法定雇用率が 2.0％から 2.2％（平成 30（2018）年４月から３

年を経過する日より前に 2.3％）に引き上げられることなどをふまえ、関係機関との

連携強化を図りながらさらなる取組を推進する必要があります。 
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②福祉的就労について、工賃は依然として低い状況にあることから受注拡大や受注体

制の強化を図るとともに、障害福祉サービス事業所におけるサービスの質の向上を図

る必要があります。また、福祉施設から一般就労への移行を促進するため、関係機関

が連携して障がい者への就労支援に取り組む必要があります。 

③福祉事業所による農作業請負、いわゆる農業における施設外就労を促進する等、さ

らなる就労の場の拡大に取り組む必要があります。 

 

めざす共生社会の姿 

障がい者の就労の場が確保され、個人の適性に応じた働きやすい環境の中で、働く

ことを通じて、経済的な自立や自己実現が図られています。 

 

数値目標 

一般就労へ移行した障がい者数 

 ・現状値  ３８９人 （平成 28（2016）年度） 

 ・目標値  ５２４人 （2020年度） 

 ・目標項目の説明  障がい者就業・生活支援事業、知的障がい者就労支援講座、

県の機関における職場実習事業、社会的事業所を通じて一般就労した障が

い者数 

 

施策の基本的な方向 

障がい者の一般就労の促進を図るとともに、福祉事業所等における支援を充実しま

す。 

また、農林水産業分野における障がい者就労の促進に向けた取組の推進を図ります。 

 

施策の展開 

（１）一般就労の促進 

①精神障がい者が法定雇用率の算定の対象となったことをふまえ、三重労働局等、関

係機関との連携強化を図りながら課題等の把握に努めるとともに、障がい者雇用の機

運をさらに高め、障がい者の実雇用率および法定雇用率達成企業割合の向上に努めま

す。（雇用経済部 雇用対策課） 

 

②三重県障がい者雇用推進協議会を開催し、関係団体等との調整や連携を行い、障が

い者雇用の促進に取り組みます。（雇用経済部 雇用対策課） 
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③三重県障がい者雇用推進企業ネットワークにより、障がい者雇用に実績のある企業

と新たに障がい者雇用を進めたい企業とで情報交換や交流を行い、企業間の主体的な

取組を支援します。（雇用経済部 雇用対策課） 

 

④ステップアップカフェを活用し、企業や県民の方が障がい者雇用に関する理解を深

めるためのさまざまな取組を行います。（雇用経済部 雇用対策課） 

 

⑤障がい者雇用アドバイザーによる企業の求人開拓や雇用に関する支援制度の情報

提供を行い、障がい者の就労の場の拡大につなげます。（雇用経済部 雇用対策課） 

 

⑥三重労働局と連携して、障がい者を対象とした就職面接会を実施し、障がい者の就

労につなげます。（雇用経済部 雇用対策課） 

 

⑦障がい者職業訓練コーチ、障がい者職業訓練コーディネーターを配置して職業訓練

を実施し、障がい者が就職に必要な技能を習得できるよう支援します。（雇用経済部 

雇用対策課） 

 

⑧津高等技術学校において、パソコン技能等を習得する職業訓練を実施し、身体障が

い者の就労促進を図ります。（雇用経済部 雇用対策課） 

 

⑨一般就労へ移行した障がい者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継

続を図るために企業・自宅等への訪問や障がい者の来所により必要な連絡調整や指

導・助言等を行う「就労定着支援」が適切に利用できるよう、事業所等への指導・助

言によりサービスの質を確保します。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑩障がい者が職場で必要な基本的な知識技能等を習得するための就労支援講座を開

催し、知的障がい者の就労促進を図ります。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

（２）福祉的就労への支援 

①障害者就業・生活支援センターを設置し、就労中または就労を希望する障がい者に

対して、就労機会の提供等の支援を行います。また、関係機関のネットワークの強化

やアセスメントの充実に取り組みます。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

②就労系障害福祉サービス事業所に対して、研修会の開催や工賃向上支援コンサルタ

ントの派遣等を行い、福祉的就労における工賃等の向上を図ります。（子ども・福祉

部 障がい福祉課） 

 

③企業等への就労を希望する障がい者に、一定期間、就労に必要な知識および能力の

向上のために必要な訓練を行う「就労移行支援」が適切に利用できるよう、事業所等
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への指導・助言によりサービスの質を確保します。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

④就労継続支援Ａ型事業所について、障害保健福祉圏域のサービスの需給状況を勘案

して指定を行うとともに、障がい者の就労機会向上と収入増加が図られるよう、指導

に努めます。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑤福祉事業所への受発注の仲介、調整、品質管理の指導等を行う共同受注窓口の運営

を助成します。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

（３）多様な就労機会の確保 

①三重県障がい者就農促進協議会や市町と連携して、農業ジョブトレーナーとなる人

材の発掘や資質向上に取り組み、就農支援の充実を図ります。（農林水産部 担い手

支援課） 

 

②福祉事業所の農業参入や農業経営体の障がい者雇用の促進を図り、農福連携のさら

なる拡大に向け取り組みます。（農林水産部 担い手支援課） 

 

③農福連携の全国的な定着と発展に向け、都道府県ネットワークを活用し、有効施策

の調査・研究、新たな制度の創設や予算の確保に向けた国への提言等に取り組みます。

（農林水産部 担い手支援課） 

 

④林業用種苗生産事業者、木工業者や福祉事業所等への情報提供、働きかけを行い、

林業分野と福祉事業所との連携促進を図ります。（農林水産部 森林・林業経営課） 

 

⑤障がい者が作業可能な漁業関連作業の開拓を進めるとともに、福祉事業所の漁業参

入を促すなど、水福連携の拡大に向け取り組みます。（農林水産部 水産資源・経営

課） 

 

⑥障がいのある人もない人も「対等な立場」で「ともに働ける」社会的事業所につい

て、経営の自立を促進するための支援を行います。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑦行政機関における知的障がい者および精神障がい者の雇用の実現と、県職員の障が

い者に対する理解の促進を図るため、県の機関における知的障がい者および精神障が

い者の職場実習を行います。（医療保健部 健康づくり課、子ども・福祉部 障がい

福祉課） 

 

⑧公立学校等において障がい者の就労促進を図るため、教員採用選考試験等における

障がい者を対象とした特別選考の実施に取り組むとともに、障がい者の雇用を通して、

学校現場における障がい者の職域拡大に努めます。（教育委員会 教職員課） 



 

- 62 - 

 

⑨障害者優先調達推進法に基づき、県調達方針を策定して、県における優先調達の拡

大や発注内容の多様化に取り組むとともに、市町に対し、優先調達の拡大を働きかけ

ます。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑩県が行う物品等の調達において、障がい者雇用促進企業を優遇する制度を運用し、

障がい者の就労の促進および雇用の場の確保を図ります。（雇用経済部 雇用対策課） 

 

 

３ スポーツ・文化活動の推進 

現状と課題 

①障がい者の自立と社会参加を推進し、障がいへの理解促進を図るため、障がい者ス

ポーツや障がい者の文化活動を推進していく必要があります。 

②障がい者のスポーツへの参加意欲の向上と機会の充実を図るとともに、安心してス

ポーツに参加できる環境づくりを進めていく必要があります。 

③2021 年に本県で開催する全国障害者スポーツ大会に向けて着実に準備を進めると

ともに、競技団体や選手の育成強化を図ることが必要です。 

④障がい者が自己の芸術的な能力を活用する機会の提供を図る必要があります。 

 

めざす共生社会の姿 

障がい者が、障がいに応じたスポーツ活動に参加できる機会が十分確保されるとと

もに、自己の芸術的な能力の活用を図る機会が拡充されています。 

 

数値目標 

全国障害者スポーツ大会の団体競技における予選会出場率 

・現状値  ８３．３％ （平成 28（2016）年度） 

 ・目標値  １００％  （2020年度） 

 ・目標項目の説明  全国障害者スポーツ大会の団体競技（12競技）において予選

会（北信越・東海ブロック予選）に出場した競技団体の割合 

 

施策の基本的な方向 

2021年の全国障害者スポーツ大会（三重とこわか大会）の開催準備を進めるととも

に、障がい者がスポーツに参加しやすい環境の整備や選手・競技団体の強化育成に取

り組みます。 
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また、障がい者の自己の芸術的な能力の活用を図る機会の拡充に取り組みます。 

 

施策の展開 

（１）障がい者スポーツの環境整備 

①三重県障がい者スポーツ大会および三重県ふれあいスポレク祭を開催し、障がい者

のスポーツへの参加意欲の向上と機会の充実を図ります。（子ども・福祉部 障がい

福祉課） 

 

②全国障害者スポーツ大会に選手を派遣するとともに、選手や競技団体の強化育成を

図ります。また、大会に帯同するスタッフとして、障がい者スポーツ指導員や施設の

支援員等が参加できるよう支援します。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

③競技別の国内スポーツ大会や他県との交流試合等への参加を促進することにより、

障がい者スポーツ競技団体の活動を支援するとともに、初心者講習会の開催などによ

り、新たな選手を発掘します。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

④地域の障がい者スポーツ体験会や初心者教室等への障がい者スポーツ指導員や競

技別指導者の派遣を支援することにより、障がい者が安心してスポーツに参加できる

環境づくりを進めます。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑤障がい者スポーツ指導員やトレーナーなど、障がい者スポーツを支える関係者を計

画的に養成するとともにスキルアップを図ります。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑥障がい者スポーツ用具等の整備を進め、選手の練習環境の向上を図ります（子ど

も・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑦国際大会や全国大会で活躍する選手や指導者に対し、表彰を行い、その功績を讃え

るとともに、障がい者スポーツの推進を目的とした普及・啓発を行います。（子ども・

福祉部 障がい福祉課） 

 

⑧障がい者がスポーツに参加、観戦できる機会を拡充するため、県営スポーツ施設に

おけるバリアフリー環境の整備に取り組みます。（スポーツ推進局 スポーツ推進課） 

 

⑨県営スポーツ施設における利用料の減免等により、障がい者のスポーツ活動への参

加を支援します。（スポーツ推進局 スポーツ推進課） 

 

⑩県民が障がい者スポーツを「する」、「みる」、「支える」機会をさまざまな取組を通

じて提供し、障がい者スポーツへの関心向上と理解促進を図ります。（子ども・福祉
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部 障がい福祉課） 

 

（２）全国障害者スポーツ大会開催に向けた取組 

①2021 年の第 21 回全国障害者スポーツ大会（三重とこわか大会）の開催に向け、市

町や競技団体などの関係機関と連携して準備を進めるとともに、大会運営に携わる競

技役員やボランティア等を計画的に養成します。（スポーツ推進局 国体・全国障害

者スポーツ大会準備課） 

 

②全国障害者スポーツ大会の団体競技の予選会である北信越・東海ブロック予選会の

県内開催を誘致し、競技団体・選手の強化育成や競技大会運営の経験の蓄積を図りま

す。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

③2021年の全国障害者スポーツ大会（三重とこわか大会）から正式競技となるボッチ

ャについて、体験会を開催するなどさらなる普及に取り組みます。（子ども・福祉部 

障がい福祉課） 

 

④パラリンピックなどの国際大会や国内大会で活躍できる障がい者スポーツ選手を

育成するため、障がいの個々の状況に応じたプログラムを競技指導者、理学療法士、

義肢装具士および障がい者スポーツ医等と共同で作成し、選手強化を進めます。（子

ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑤国際大会や国内大会で活躍する選手の練習を間近に見て、感じることにより、障が

い者スポーツへの参加意欲の向上や県民の障がいに対する理解促進につなげるため、

国内競技団体の合宿、大規模大会および東京オリンピック・パラリンピック事前キャ

ンプ地の誘致に取り組みます。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

（３）障がい者の文化活動への参加機会の充実 

①県内で芸術文化活動を行う障がい者が作品やパフォーマンスを発表する障がい者

芸術文化祭を開催し、障がい者の社会参加を促進します。（子ども・福祉部 障がい

福祉課） 

 

②「2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた障がい者の芸術文化活動推進

知事連盟」に参加している都道府県との連携を図り、障がい者の社会参加の促進に向

けて取り組みます。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 
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第３節 安心を実感できる共生社会づくり 

 

１ 地域生活を支えるサービスの充実 

現状と課題 

①施設入所者の地域生活への移行を促進するため、グループホームなどの居住の場や

地域生活を支えるサービスの確保を図り、障がい者が住み慣れた地域で生活できるよ

う取り組むことが必要です。 

②障がい者のニーズにきめ細かく対応するため、市町、障害保健福祉圏域、県におけ

る重層的な相談支援体制を整備するとともに、ライフステージに応じた途切れのない

支援を提供するため、相談支援の充実を図る必要があります。 

③さまざまな障がいの状態に応じたきめ細やかなサービスを提供するため、障害福祉

サービスを担う専門的な人材の確保や資質向上に取り組む必要があります。 

④障がい者の生活の安定を図り、社会的自立を促進するため、手当の支給や医療費負

担の軽減などの経済的な支援が必要です。 

 

めざす共生社会の姿 

障害福祉サービス等を利用しながら、障がいの種類や程度に関わらず誰もが住み慣

れた地域での生活が可能となっています。また、どこでどのように生活するかについ

て、自らの意思で選択できる環境が実現できています。 

 

数値目標 

地域生活移行者数 

 ・現状値   －   （平成 28（2016）年度） 

 ・目標値  １５０人 （2020年度） 

 ・目標項目の説明  障害者支援施設に入所している障がい者（平成 28（2016）年

度末現在 1,696人）のうち、2020年度末までに地域生活へ移行した人の累

計 

 

施策の基本的な方向 

相談支援の充実や支援を行う福祉人材の育成・確保を図りながら、施設から地域生

活への移行を促進するとともに、地域生活の支援を進めます。併せて、経済的な支援

として、各種手当の支給等を適正かつ迅速に行います。 
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施策の展開 

（１）地域生活への移行 

①障がい者本位の視点に立ち、本人の尊厳を確保したサービス等利用計画や個別支援

計画に基づく支援を通して、障がい者本人のエンパワメントの促進につなげます。（子

ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

②入所中の障がい者に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する

相談、障害福祉サービスの体験的な利用支援等を行う「地域移行支援」の利用促進を

図ります。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

③入所者の地域生活への移行に取り組む入所施設、相談支援事業所、市町などの関係

職員に対して、研修等の実施により人材育成を図ります。（子ども・福祉部 障がい

福祉課） 

 

④三重県身体障害者総合福祉センターにおいて、自立訓練（機能訓練）、短期入所な

どの障害福祉サービスを実施するとともに、地域におけるリハビリテーション機能を

提供することにより、障がい者の地域生活への移行や地域生活の支援を行います。（子

ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑤（自立支援）協議会において、障がい者の地域生活への移行に係る課題等の検討を

行い、入所施設等から地域生活への移行に係る取組の促進を図ります。（子ども・福

祉部 障がい福祉課） 

 

⑥矯正施設退所後、高齢や障がいにより、自立した生活を営むことが困難と認められ

る方に対して、保護観察所と協働して、退所後直ちに福祉サービス等を利用できるよ

うにするため、三重県地域生活定着支援センターにおいて必要な援助を行い、地域に

帰住して自立した日常生活または社会生活が営まれるよう支援します。（子ども・福

祉部 地域福祉課） 

 

（２）相談支援の充実 

①市町、障害保健福祉圏域、県における重層的で途切れのない相談支援体制を強化す

るため、市町における相談支援体制の拠点となる基幹相談支援センターの設置促進を

図ります。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

②高次脳機能障がい者が、地域で自立した生活を送れるよう、広域的、専門的な相談

支援を行うとともに、地域の相談支援機関に対する後方支援機能の強化を図ります。
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（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

③障害者就業・生活支援センターを設置し、就労中または就労を希望する障がい者に

対して、就業およびそれに伴う日常生活上の支援を行います。（子ども・福祉部 障

がい福祉課） 

 

④三重県障害者相談支援センターにおいて、地域の（自立支援）協議会の活性化や相

談支援体制構築のための広域調整等を行います。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑤民生委員・児童委員の活動を促進するため、担い手の確保に努め、地域の実情をふ

まえた適正な配置を行います。また、民生委員・児童委員の活動に必要な基礎的知識

や、複雑多様化する福祉ニーズに対応できる資質向上のための研修を行います。（子

ども・福祉部 地域福祉課） 

 

⑥県障害者自立支援協議会において、地域の具体的課題を抽出し、対応の検討や評価

を行うことにより、取組の水平展開や制度化を図るとともに、地域の（自立支援）協

議会の運営を支援します。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

（３）地域生活支援の充実 

①障がい者が、地域において自立した生活を送ることができるよう、グループホーム

をはじめとする居住の場や日中活動の場の整備を行い、障害福祉サービスの基盤整備

を進めます。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

②地域で暮らす障がい者が、居宅介護等の訪問系サービス、生活介護等の日中活動系

サービスおよび短期入所など障害福祉サービスを適切に利用できるよう、事業所等へ

の指導・助言によりサービスの質を確保します。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

③単身等で生活する障がい者に対して、常に連絡が取れる体制を確保し、緊急に支援

が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などを行う「地域定着支援」が適切に利

用できるよう、事業所等への指導・助言によりサービスの質を確保します。（子ども・

福祉部 障がい福祉課） 

 

④障がい者の地域生活を支えるために必要な機能を集約した拠点（地域生活支援拠点）

等の整備に向けた市町または障害保健福祉圏域における取組を支援し、その整備促進

を図ります。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑤一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応

により必要な支援を行う「自立生活援助」が適切に利用できるよう、事業所等への指

導・助言によりサービスの質を確保します。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 
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⑥行動障がいに対する行動観察を行い、取組で得られた支援手法の蓄積と活用により、

一人ひとりの障がいの状況に応じた地域生活を支援します。（子ども・福祉部 障が

い福祉課） 

 

⑦地域共生社会の実現に向けて、高齢者と障がい者が同一の事業所でサービスを受け

やすくするため創設された「共生型サービス」について、介護保険の指定を受けてい

る事業所が、県または市町等で障害福祉サービス事業所の指定を受けるために必要な

情報の提供を行います。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑧福祉サービスの質の向上を図るための「みえ福祉第三者評価」について、全国的な

推進組織である全国社会福祉協議会などと連携を図りながら事業運営を行うととも

に、福祉事業者等が中・長期的な展望で福祉サービスの質の向上に取り組むことがで

きるよう、意識の醸成を図ります。（子ども・福祉部 地域福祉課） 

 

⑨障がい者が個別のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするととも

に、事業者によるサービスの質の向上が図られるよう、障害福祉サービス等情報公表

制度について、普及啓発や利活用しやすい仕組みづくりを進めます。（子ども・福祉

部 障がい福祉課） 

 

⑩適切な福祉サービスを提供するため、日常生活自立支援事業の運営を監視する「運

営監視委員会」や、福祉サービス利用者等からの苦情解決を支援する「苦情解決委員

会」など、「運営適正化委員会」の活動を支援することを通じて、利用者本位の福祉

サービスの確保を図ります。（子ども・福祉部 地域福祉課） 

 

（４）福祉人材の育成・確保 

①県立高等学校の福祉科および福祉に関するコース等において、地域の社会福祉を担

う人材を育成します。（教育委員会 高校教育課） 

 

②三重県福祉人材センターにおいて無料職業紹介や福祉職場相談会等の事業を実施

し、福祉人材の確保に努めます。（医療保健部 長寿介護課、子ども・福祉部 障が

い福祉課） 

 

③中学校や高等学校の生徒、保護者および教職員を対象に、福祉の仕事セミナーを実

施するなど、福祉の仕事のやりがいや魅力を伝え、イメージアップを図ることで、福

祉分野への若い人材の参入を促進します。(医療保健部 長寿介護課、子ども・福祉

部 障がい福祉課) 

 

④社会福祉施設職員の研修を支援することにより、福祉人材の資質向上を図ります。
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（医療保健部 長寿介護課、子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑤支援者の資質の向上のため、「三重県障がい福祉従事者人材育成ビジョン」に基づ

き、相談支援における理念の浸透や、障がい当事者をはじめとする関係者による人材

育成システムの構築により、人材の段階的な資質の向上を図るとともに、地域の支援

体制の充実・強化を図る人材を育成します。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑥強度行動障害支援者養成研修を実施し、支援者の資質向上を図ります。（子ども・

福祉部 障がい福祉課） 

 

⑦独立行政法人福祉医療機構に対して、社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく

退職手当金の支給に要する費用の一部を助成することにより、社会福祉施設職員等の

処遇向上を図ります。（子ども・福祉部 地域福祉課） 

 

⑧福祉職員処遇改善加算について、未活用の事業者への取得や低い加算を取得してい

る事業者へのより高い加算の取得を、さまざまな機会を通じて事業者に促していくこ

とにより、福祉職員の処遇改善や安定的な人材育成を支援します。（子ども・福祉部 

障がい福祉課） 

 

（５）経済的な支援 

①日常生活で常時特別の介護を要する 20 歳以上の在宅重度障がい者に特別障害者手

当、20 歳未満の重度障がい児に障害児福祉手当を支給します。（子ども・福祉部 障

がい福祉課） 

 

②精神または身体に中度以上の障がいがあり、日常生活において介助を必要とする 20

歳未満の児童を家庭で養育している保護者に特別児童扶養手当を支給します。また、

手当の支給に際しては、研修会の開催を通じて受付事務の円滑化を図るなど、引き続

き、適正かつ迅速な認定を行います。（子ども・福祉部 子育て支援課） 

 

③心身の障がいを除去・軽減するための医療に関する公費負担医療制度である自立支

援医療制度（精神通院医療・更生医療・育成医療・療養介護医療）を適切に運用し、

医療費の自己負担の軽減を図ります。（医療保健部 健康づくり課、子ども・福祉部 

子育て支援課） 

 

④障がい者の経済的負担の軽減を図るため、医療費助成を実施する市町に対する補助

を行います。また、精神障がい者の助成対象拡大等について、引き続き、福祉医療費

助成制度改革検討会等において検討します。（医療保健部 医務国保課） 

 

⑤障がい者の保護者が死亡または重度の障がい者となった場合に、障がい者に年金を
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支給する心身障害者扶養共済制度を運用し、障がい者の生活の安定を図るとともに保

護者の抱く不安の軽減を図ります。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑥障がい者とその家族、介護者等が所有・使用する自動車について、一定の条件のも

とに、自動車税、自動車取得税の減免を行います。（総務部 税収確保課） 

 

⑦障がい者世帯等の経済的自立と社会参加の促進を図るため、安定した生活を営むた

めに必要な資金の貸付を行う生活福祉資金貸付制度を運営する三重県社会福祉協議

会に対して、必要な支援を行います。（子ども・福祉部 地域福祉課） 

 

 

２ 保健・医療体制等の充実 

現状と課題 

①疾病や障がいを早期に発見し適切な治療を行うため、地域医療体制等の充実を図る

とともに、必要な医療やリハビリテーションが受けられることにより、障がいの予防

や軽減につなげることが必要です。 

②精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができる

よう、医療（精神科医療・一般医療）、障がい福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、

地域の助け合いが包括的に確保される「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」

の構築を進める必要があります。 

③医療的ケアを必要とする障がい児・者に関しては、県内全ての障害保健福祉圏域で

ネットワークが構築されましたが、受け入れる障害福祉サービス事業所が不足してい

るなどの課題があることから、さらなる取組を進めていく必要があります。 

④子どもの発達支援について、医療、福祉、教育が連携した専門性の高い医療、福祉

サービスの提供に取り組んでいく必要があります。 

 

めざす共生社会の姿 

年齢や障がいの状態に応じた保健サービス、医療およびリハビリテーションが提供

され、これらを必要とする障がい者が地域生活を営むことができる環境が整備されて

います。また、障がいに関して早期から適切な療育が提供できています。 
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数値目標 

精神科病院における早期退院率 

  ・現状値 入院３か月後時点  58.9％ （平成 28（2016）年度） 

       入院６か月後時点  81.9％ （平成 28（2016）年度） 

       入院１年後時点   87.6％ （平成 28（2016）年度） 

  ・目標値 入院３か月後時点  69.0％ （2020年度） 

       入院６か月後時点  84.0％ （2020年度） 

       入院１年後時点   92.0％ （2020年度） 

  ・目標項目の説明  県内の精神科病院への入院患者が、早期に退院し、長期入

院化せずに地域での生活が可能となった者の割合 

 

施策の基本的な方向 

障がいや疾患の早期発見および適切な早期対応を行うとともに、保健、医療、福祉

との連携が欠かせない精神障がい者、発達障がい児・者、医療的ケアを必要とする障

がい児・者への支援の充実を図ります。 

 

施策の展開 

（１）障がいの早期発見と対応 

①新生児に対する先天性代謝異常等検査を実施し、先天性代謝異常等を早期に発見し

治療につなげることで、障がいの予防を図ります。（子ども・福祉部 子育て支援課） 

 

②乳幼児健診の事後フォローとして実施している発達相談や専門的な相談について、

専門医や臨床心理士、言語聴覚士等の人材確保が困難な市町に対し、専門的な支援を

行います。（子ども・福祉部 子育て支援課） 

 

③県内５か所の児童相談所において、児童福祉司、児童心理司などを配置し、障がい

のある児童の相談支援を行います。（子ども・福祉部 子育て支援課） 

 

④県立子ども心身発達医療センターにおいて、肢体不自由児を対象に、機能回復訓練、

日常生活訓練等を行うとともに、小児整形外科、小児リハビリの専門病院として治療、

訓練、装具療法等を行います。（子ども・福祉部 子育て支援課） 

 

⑤県立子ども心身発達医療センターにおいて、重症心身障がい児等を対象に、児童発

達支援、生活介護等の児童福祉法および障害者総合支援法に基づくサービスを提供し

ます。（子ども・福祉部 子育て支援課） 
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⑥県立子ども心身発達医療センターにおいて、聴覚障がいのある子どもを対象に、き

こえの相談や療育指導、学校への訪問支援、早い段階での補聴器のフィッティング等

の支援を行います。（子ども・福祉部 子育て支援課） 

 

⑦市町における母子保健サービスの中で、「医療依存度の高いケース」や「メンタル

疾患を抱える母親の支援」など県の技術的支援が必要なケースについては、同行訪問

やケース検討会への参加等、市町や関係機関と連携して取り組みます。（子ども・福

祉部 子育て支援課） 

 

⑧子どもの周囲の「気づき」の段階から、ライフステージに応じた途切れのない支援

や関係機関のスムーズな連携による支援が適切に提供できるよう、地域における保健、

医療、保育、教育、福祉、就労支援等の関係機関の連携強化を図ります。（子ども・

福祉部 障がい福祉課） 

 

⑨障害児入所施設に入所した時点から、退所後の地域生活を見据えた支援が行えるよ

う、児童相談所、障害児入所施設、市町等の関係機関が連携し、それぞれの役割に応

じた途切れのない支援を提供します。（子ども・福祉部 障がい福祉課、子ども・福

祉部 子育て支援課） 

 

⑩児童発達支援、放課後等デイサービスおよび短期入所など障がい児のためのサービ

スを適切に利用できるよう、事業所等への指導・助言によりサービスの質を確保しま

す。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑪障がい児が身近な地域で必要な支援が受けられるよう、市町の相談支援との連携を

図りながら専門的な療育指導等の支援を行います。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑫放課後児童クラブにおいて、障がい児を保育する指導員の経費を補助する市町を支

援することにより、障がい児の受け入れを促進します。（子ども・福祉部 少子化対

策課） 

 

（２）精神障がい者等への支援 

①保健所において、精神疾患の疑いのある者や精神障がい者、その家族、関係者を対

象に、保健師、精神保健福祉士等が相談支援を行うとともに、必要に応じて家庭訪問

を行います。（医療保健部 健康づくり課） 

 

②各障害保健福祉圏域において、保健所が地域精神保健福祉連絡協議会等を設置して、

多様な精神疾患に関する問題に対し、関係機関等が連携してネットワークを構築し、

各地域の状況、特性に応じた総合的な取組を行います。（医療保健部 健康づくり課） 
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③各障害保健福祉圏域において、（自立支援）協議会精神部会や精神障がい者地域移

行・地域定着推進協議会等を設置し、障害保健福祉圏域における長期入院精神障がい

者の地域生活への移行の状況や課題を把握し、関係機関の連携による課題解決へとつ

なげます。（医療保健部 健康づくり課） 

 

④県内全ての障害保健福祉圏域に、精神障がい者が地域の一員として安心して自分ら

しい暮らしをすることができるよう、医療（精神科医療、一般医療）、障がい福祉・

介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合いが包括的に確保された「精神障害

にも対応した地域包括ケアシステム」構築のため、市町、医療機関、保健所等が参加

する協議の場を設置します。（医療保健部 健康づくり課） 

 

⑤三重県こころの健康センターにおいて、保健所、市町、関係機関等に対する技術指

導、技術支援、情報提供を行うとともに、保健所等では対応が困難な相談への対応や

専門性の高い相談支援を実施します。（医療保健部 健康づくり課） 

 

⑥長期入院精神障がい者の退院に向けた意欲を喚起するため、病院スタッフの地域生

活への移行に関する理解を促進するとともに、長期入院精神障がい者とピアサポータ

ーや地域の障害福祉サービス事業者等との交流の機会を確保します。また、ピアサポ

ーターのネットワーク化を支援します。（医療保健部 健康づくり課） 

 

⑦障害保健福祉圏域を単位として、医師、看護師、精神保健福祉士等の多職種による

訪問支援を行う、アウトリーチ体制の整備を図るとともに、未治療等の精神障がい者

が支援を受けられるよう、アウトリーチチームによる訪問支援を行います。（医療保

健部 健康づくり課） 

 

⑧精神疾患による不調を来し、自傷他害のおそれがあると判断される場合は、精神保

健指定医による措置診察を行い、必要な医療の提供および保護を行います。また、治

療に結びつけるための受診勧奨や家族支援および、退院に向けた支援や退院後の支援

等の地域保健福祉活動を行います。（医療保健部 健康づくり課） 

 

⑨休日または夜間等に緊急な精神科治療を必要とする場合に対応するため、病院群輪

番制による精神科救急医療システムや電話による 24 時間精神科医療相談を実施しま

す。また、地域で精神疾患の急性発症等により緊急の医療を必要とする精神障がい者

に対して、保健所、医療機関、関係機関の連携により、適切な医療および保護につな

げるための支援を行います。（医療保健部 健康づくり課） 

 

⑩「三重県アルコール健康障害対策推進計画」に基づき、①飲酒に伴うリスクに関す

る知識の普及を徹底し、アルコール健康障害の発生を予防すること、②アルコール健

康障害の早期発見・早期介入、③アルコール依存症当事者、家族等からの相談に応じ

る体制の整備、④アルコール依存症の治療体制の整備、⑤アルコール関連問題に対応
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できる人材の育成、⑥アルコール関連問題に関する調査研究の推進に取り組みます。

（医療保健部 健康づくり課） 

 

(３) 医療的ケアを必要とする障がい児・者への支援 

①医療的ケアを必要とする障がい児・者に応じた支援を行うため、障害保健福祉圏域

で構築されたネットワークを中心にして、福祉、医療、保健、保育、教育等地域にお

ける関係機関の連携強化を図ります。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

②医療的ケアを必要とする児童生徒が身体的に安定した状態で教育活動に参加でき

るとともに、付き添う保護者の負担が軽減されるよう、特別支援学校において医療的

ケアを実施します。（教育委員会 特別支援教育課） 

 

③地域における、保健・医療・福祉・教育等の多職種が協力して医療的ケアが必要な

小児一人ひとりに対応できる連携体制を構築する取組を支援し、県内全域に広げます。 

また、小児の在宅医療に対応できる訪問看護師等の医療従事者、支援の窓口となるコ

ーディネーター、医療と療育・教育をつなぐ人材の育成に取り組みます。（医療保健

部 地域医療推進課） 

 

④医療的ケアを必要とする障がい児・者の受入れに必要となる医療機器等の費用の一

部を助成することなどにより、障害福祉サービス事業所等における受入れの促進を図

り、地域で安心して生活していくための体制整備を図ります。（子ども・福祉部 障

がい福祉課） 

 

⑤看護師等を雇い上げ、保育所等に派遣する市町を支援することにより、医療的ケア

を必要とする児童の保育所等への受入体制を整備します。（子ども・福祉部 少子化

対策課） 

 

⑥喀痰吸引に係る介護職員への研修の実施や研修費用の助成等を行い、人材育成を図

ることで、医療的ケアの必要な障がい児・者の地域生活を支援します。（子ども・福

祉部 障がい福祉課） 

 

⑦（自立支援）協議会において、医療的ケアを必要とする障がい児・者の地域生活を

送る上での課題等の検討を行うとともに、地域での受入体制づくりの促進を図ります。

（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑧在宅の重症心身障がい児・者とその家族を対象に、医師、看護師、社会福祉士等に

よる専門的な相談支援を行い、地域生活を支援します。（子ども・福祉部 障がい福

祉課） 
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⑩各地域において、地域医療構想調整会議を開催し、医療、介護、予防、住まい、生

活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を視野に入れつつ、医療機

関の機能分化・連携や在宅医療の推進について、協議を進めます。（医療保健部 地

域医療推進課） 

 

⑪特定医療費の支給認定対象者に医療給付を行い、経済的負担の軽減を図るとともに、

相談窓口の設置や患者会活動の支援等を行い、難病患者支援の充実を図ります。（医

療保健部 健康づくり課） 

 

⑫地域障がい児者歯科ネットワークを運営し、障がい者が受診可能な地域の歯科診療

所の情報を提供するとともに、協力歯科医院と県障がい者歯科センター等との連携を

図り、研修会を実施するなど、障がい者の歯科保健対策の充実を図ります。（医療保

健部 健康づくり課） 

 

⑬障がい者施設や特別支援学校において、障がい児・者への歯科健診と障がい児・者、

施設職員、保護者への歯科保健指導を行い、歯科口腔保健に対する意識の向上を図り

ます。（医療保健部 健康づくり課） 

 

(４) 発達障がい児・者への支援 

①自閉症等の発達障がい児・者に対する個々の障がいに応じた相談支援を行う拠点で

ある自閉症・発達障害支援センターを設置して、広域的、専門的な相談支援を行うと

ともに、専門性のさらなる向上と地域の相談支援機関に対する後方支援機能の強化を

図ります。また、発達障害者地域支援マネジャーを配置し、地域支援機能の強化を図

ります。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

②県立子ども心身発達医療センターにおいて、発達障がい児、情緒障がい児、精神障

がい児等、精神および行動に疾患・障がいのある子どもを対象に外来診療を行うとと

もに、グループ療育や生活療育活動等の提供を行う入院治療を実施します。また、電

話相談を実施するなど、子どもの療育で悩んでいる家族を支援します。（子ども・福

祉部 子育て支援課） 

 

③県立かがやき特別支援学校において、併設する県立子ども心身発達医療センターや

地域の特別支援学校が連携して発達障がいのある児童生徒への支援を実施し、県内の

支援体制の充実を図ります。（教育委員会 特別支援教育課） 

 

④特別支援学校が、センター的機能として、発達障がいのある児童生徒への指導・支

援について小中学校、高等学校等に助言するなど、特別支援教育に係る専門性の向上

を図ります。（教育委員会 特別支援教育課） 
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⑤市町に対して、保健、福祉、教育の機能が連携した発達支援総合窓口の設置を働き

かけるとともに、「みえ発達障がい支援システムアドバイザー」を養成し、市町の発

達支援総合窓口における専門人材の確保を支援します。（子ども・福祉部 子育て支

援課） 

 

⑥発達障がい児等に対する支援ツール「ＣＬＭ（Check List in Mie：発達チェック

リスト）と個別の指導計画」の幼稚園・認定こども園・保育所への導入を促進するた

め、巡回指導を行うとともに、発達支援に関する研修の場を提供します。（子ども・

福祉部 子育て支援課） 

 

⑦発達障害者支援地域協議会を開催し、地域における発達障がい者等への支援体制に

関する課題の共有、関係機関の連携強化に向けた協議等を行います。（子ども・福祉

部 障がい福祉課） 

 
 

３ 防災・防犯対策の充実 

現状と課題 

①防災対策について、市町における避難行動要支援者名簿の作成や個別計画の策定、

福祉避難所の確保など、さらなる取組を進めていく必要があります。 

②防犯対策について、施設入所者等が安心して生活を送ることができるよう、非常通

報装置等のハード面での整備を図るとともに、防犯マニュアルの作成等の取組を進め

る必要があります。 

 

めざす共生社会の姿 

障がい者が地域社会において、安全で安心した生活を送ることができるよう、災害

時における支援体制が強化されるとともに、犯罪に強い社会が形成されています。 

 

数値目標 

福祉避難所運営マニュアル策定率 

・現状値  ４４．５％ （平成 28（2016）年度） 

・目標値  ６０．０％ （2020年度） 

・目標項目の説明  福祉避難所運営マニュアルを策定している福祉避難所の割合 
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施策の基本的な方向 

要配慮者が安心して生活できるよう、地域や事業所・施設における防災対策を推進

します。 

また、事業所や施設、地域における防犯対策を進め、障がい者が安心して生活でき

るよう取り組みます。 

 

施策の展開 

（１）防災対策の推進 

①「避難行動要支援者名簿」が避難支援等関係者に提供され、名簿情報を活用した「個

別計画」策定など地域の「共助」による支援体制が確立されるよう、市町に働きかけ

や助言を行い、地域における避難行動要支援者対策の促進を図ります。（防災対策部 

防災企画・地域支援課） 

 

②Ｌアラート（公共情報コモンズ）に提供した情報が複数の手段により伝達され、要

配慮者の避難にも有効に活用できるよう、全国合同訓練への参加や報道機関への伝達

事業者の加入促進を図ります。（防災対策部 防災対策総務課） 

 

③福祉避難所について、市町に対し、必要な箇所への設置を促すとともに、運営マニ

ュアルの策定や訓練の実施を支援します。（医療保健部 医療保健総務課） 

 

④三重県聴覚障害者支援センターが災害発生時の情報支援の拠点となり、聴覚障がい

者の支援を行います。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑤三重県聴覚障害者支援センターと市町の間で、避難行動要支援者名簿の提供等に関

する協定の締結を促進し、災害時における聴覚障がい者の安否確認や避難所支援等を

行います。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑥災害発生時における、要支援聴覚障がい者の安否確認や救援活動を迅速かつ適切に

行えるよう、聴覚障がい者団体および関係機関の協力を得ながら、手話が可能な聴覚

障がい者災害支援サポーターの登録を推進します。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑦災害派遣精神医療チーム（Disaster Psychiatric Assistance Team：ＤＰＡＴ）に

ついて、協定病院数の増加に向けた働きかけを行うとともに、国や県の総合防災訓練

への参加やＤＭＡＴ（災害時派遣医療チーム）等と連携した研修を実施することによ

り、体制強化を図ります。また、三重ＤＰＡＴチーム運営委員会を定期的に開催し、

県内の災害精神医療体制の強化を図ります。（医療保健部 健康づくり課） 
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⑧スプリンクラー設備等の設置に要する費用の助成を行い、共同生活援助事業所等の

防災対策の推進を図ります。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

⑨住宅火災発生時における初期消火や避難などの適切な対応が困難な障がい者を被

害から守るため、消防本部等と連携をしながら、火災予防の啓発に努めます。（防災

対策部 消防・保安課） 

 

⑩事故・災害、急病・負傷等に迅速かつ適切に対応できるよう、社会福祉施設に対し

て安全対策マニュアル等の具体的な計画の策定を働きかけ、施設のリスクマネジメン

トの向上を図ります。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

（２）防犯対策の推進 

①非常通報装置・防犯カメラの設置や外構の修繕などの必要な安全対策に要する費用

の助成を行い、障害者支援施設等の防犯対策の強化を図ります。（子ども・福祉部 障

がい福祉課） 

 

②防犯対策の観点から、障害者支援施設等に対し施設における点検項目や防犯マニュ

アルの作成例などについて情報提供を行います。（子ども・福祉部 障がい福祉課） 

 

③「ウェブ 110番」、「ファックス 110番」を設置し、聴覚や言語に障がいのある人が

事件等に遭遇した場合の通報手段を提供するとともに、制度の利用促進を図ります。

（警察本部 通信指令課） 

 

④県警ホームページに犯罪情報等の防犯に資するコンテンツを掲載するとともに、わ

かりやすい表現による情報提供に努めます。（警察本部 広聴広報課）  
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第３章 障害福祉計画・障害児福祉計画 
 

第１節 地域生活移行・就労支援等に関する目標の設定 

 

障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合い

ながら共生する社会を実現するため、2020 年度を目標年度として、県内の市町を通

ずる広域的な見地から、各市町の障害福祉計画および障害児福祉計画における数値の

集計と整合を図りつつ、次のとおり地域生活への移行・就労支援等に関する成果目標

を設定します。 

 

１ 福祉施設入所者の地域生活への移行 

地域生活への移行を進める観点から、福祉施設に入所している障がい者について、

自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般住宅等への移行を推進することとし、

2020年度末における成果目標を次のとおり設定します。 

【成果目標】 

項目 
前プラン目標 
(平成29（2017）

年度) 

現状（実績） 
(平成28(2016)

年度) 

目標 

(2020年度) 
備考 

地域生活移行者数 

184人 
（対象：平成25

年度末時点の

施設入所者） 

37人 
150人 

（8.8％） 

平成28(2016）年度末時

点の施設入所者（1,696

人）のうち、2020年度末

までに地域生活へ移行

する者の目標値（全市町

の見込み人数の合計） 

施設入所者数減少

見込 

72人 
(平成25(2013)

年度末比) 

10人 
51人 

（3.0％） 

減 少 見 込 み （ 平 成

28(2016）年度末時点の

施設入所者－2020年度

末時点の施設入所者） 

 

 

 

 

 

（１）みえ障がい者共生社会づくりプラン(平成27年度～平成29年度)の実績 

「地域生活移行者数」は平成28(2016)年度末時点で37人、「施設入所者数減少見込」

は平成28(2016)年度末時点で10人となっており、目標を達成するのは困難な状況です。 

この要因としては、福祉施設に入所する障がい者の重度化や高齢化が進む中、地域

生活を支える体制の整備が進んでいないこと、地域生活への移行に向けて本人や家族

の不安を軽減し、関係者の理解を促進するための働きかけや取組が十分ではなかった

こと、地域移行支援や地域定着支援に係る相談支援の利用が進まなかったことなどが

考えられます。 

国の基本指針では、平成 28(2016）年度末時点における施設入所者数の９％以上が 2020

年度末までに地域生活へ移行するとともに、2020 年度末の施設入所者数を平成 28(2016）

年度末時点の施設入所者数から２％以上削減することを基本としています。 
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（２）目標達成に向けた施策 

福祉施設入所者の自己決定を尊重し、自ら選択した地域で安心して暮らすことがで

きるよう、地域社会における生活を支援することがますます重要となっており、日中

活動の場や居住の場をはじめとする地域における支援体制の充実を図ることにより、

障がいが重度であっても、地域において安心して生活できる体制を整備するとともに、

障がい者を介護する家族の不安の軽減を図ることが必要です。 

福祉施設から地域生活への移行に関する成果目標を達成するため、障がい者の地域

生活に向けた意欲を喚起するなど地域生活への移行に向けた支援、地域生活への移行

を支えるための相談支援の充実および地域で生活できる支援体制の充実などに取り

組む必要があります。 

本プランにおいては、「第２章 障がい者施策の総合的推進」-「第３節 安心を

実感できる共生社会づくり」-「１ 地域生活を支えるサービスの充実」、「２ 保

健・医療体制等の充実」に取組内容を記載しています。 

 

第２章 障がい者施策の総合的推進 

第３節 安心を実感できる共生社会づくり 

１ 地域生活を支えるサービスの充実 

（１）地域生活への移行、（２）相談支援の充実、（３）地域生活支援の充実 

２ 保健・医療体制等の充実 

（３）医療的ケアを必要とする障がい児・者への支援、（４）発達障がい児・者への 

支援 
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２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を進めるにあたっては、自治体

を中心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、差別や偏見のな

い、あらゆる人が共生できる包摂的な社会の実現に向けた取組の推進が必要です。精

神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよ

う、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めることとし、2020 年

度末における成果目標を次のとおり設定します。 

【成果目標】 

項目 

前プラン目標 

(平成29(2017）

年度) 

現状（実績） 

(平成28(2016）

年度) 

目標 

(2020年度) 
備考 

精神病床における65歳以

上の１年以上長期入院患

者数 

― 1,526人 1,207人 
 

精神病床における65歳未

満の１年以上長期入院患

者数 

― 1,221人 1,066人 

長期在院者数の減少率 

（平成24年度比） 
18％ ７％ ―  

精神病床における入院後

３か月時点の退院率 
64％ 59％ 69％ 

ある月に入院し
た者のうち当該
ある月から起算
して３か月（６か
月、１年）以内に
退院した者の割
合 

精神病床における入院後

６か月時点の退院率 
― 82％ 84％ 

精神病床における入院後

１年時点の退院率 
91％ 88％ 92％ 

圏域ごとの保健、医療、

福祉関係者による協議の

場の設置圏域数 

― ― ９圏域 

 

市町ごとの保健、医療、

福祉関係者による協議の

場の設置市町数 

― ― 29市町 
複数市町による

共同設置を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の基本指針では、2020年度末の精神病床における１年以上長期入院患者数（65歳以上、

65 歳未満）について、国が示した推計式により算定した者の数を目標値として設定するこ

とを基本とすることとしています。また、入院中の精神障がい者の退院に関する目標につ

いて、2020 年度における入院後３か月時点の退院率は 69%以上、入院後６か月時点の退院

率は 84%以上、入院後１年時点の退院率は 90%以上とすることを基本とすることとしていま

す。 

さらに、保健、医療、福祉関係者による協議の場について、2020年度末までに全ての障

害保健福祉圏域ごとおよび市町村ごとに設置すること（市町村単独での設置が困難な場合

には、複数市町村による共同設置）を基本とすることとしています。 
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（１）みえ障がい者共生社会づくりプラン(平成27年度～平成29年度)の実績 

「長期在院者数の減少率」は目標を達成するのは困難な状況ですが、「入院後３か

月時点の退院率」および「入院後１年時点の退院率」については、おおむね目標を達

成する見込みです。 

地域移行・地域生活支援の取組により、長期入院患者の地域移行に一定の成果がみ

られていると考えます。 

 

（２）目標達成に向けた施策 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る成果目標を達成するた

め、入院中の精神障がい者の地域生活への移行に向けた支援、地域で生活できる支援

体制の整備、精神障がい者の偏見をなくすための地域住民への啓発などに取り組む必

要があります。また、精神科医療機関、保健所、市町等の連携を強化するとともに、

支援課題が多様化していることなどから、地域包括支援センター、子育て世代包括支

援センター、生活困窮者自立支援相談窓口等との連携など、他の福祉施策との連携を

強化することが必要です。 

本プランにおいては、「第２章 障がい者施策の総合的推進」-「第３節 安心を

実感できる共生社会づくり」-「１ 地域生活を支えるサービスの充実」、「２ 保

健・医療体制等の充実」に取組内容を記載しています。 

 

第２章 障がい者施策の総合的推進 

第３節 安心を実感できる共生社会づくり 

１ 地域生活を支えるサービスの充実 

（１）地域生活への移行、（２）相談支援の充実、（３）地域生活支援の充実 

２ 保健・医療体制等の充実 

（２）精神障がい者等への支援、（４）発達障がい児・者への支援 
※啓発については、「第２章 障がい者施策の総合的推進」-「第１節 多様性を

認め合う共生社会づくり」-「２ 障がいに対する理解の促進」に記載 
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３ 地域生活支援拠点等の整備 

障がい者の地域生活を継続して支援する観点から、地域生活支援拠点等（地域生活

への移行、相談、体験の機会・場の提供、緊急時の受入・対応、専門性の確保および

地域の体制づくりの機能を集約し、グループホームまたは障害者支援施設に付加した

拠点（地域生活支援拠点）または地域における複数の機関が分担して機能を担う体制

（面的な体制））において、地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を希

望する者に対する支援等を行うこととし、2020 年度末までにおける成果目標を次の

とおり設定します。 

【成果目標】 

項目 

前プラン目標 

(平成29(2017）

年度) 

現状(実績) 

(平成28(2016）

年度) 

目標 

(2020年度) 
備考 

地域生活支援拠点等

が整備された圏域数 
15か所 ０か所 ９圏域 

前プランでは、県内

15か所（伊勢志摩圏

域７か所、その他の

圏域各１か所）の整

備を目標 

 

 

 

（１）みえ障がい者共生社会づくりプラン(平成27年度～平成29年度)の実績 

地域生活支援拠点等の整備数は、平成28（2016）年度末時点で整備された拠点等は

なく、目標を達成するのは困難な状況です。 

この要因としては、地域の実情に応じたニーズや課題を共有し、相談、緊急時の受

入・対応や専門的な人材の確保など地域生活支援拠点等に必要な機能を担う体制づく

りについて、地域における合意形成を図ることに時間を要していることなどが考えら

れます。 

 

（２）目標達成に向けた施策 

地域生活支援拠点等においては、地域生活への移行、相談、体験の機会・場の提供、

緊急時の受入・対応、専門性の確保および地域の体制づくり等の機能を集約し、障が

い者の地域生活の支援を行います。このような地域生活支援拠点等の整備にあたって

は、それぞれの地域において、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況等、各地域の個別の状況に応じ、必要と

される機能を整備していく必要があります。 

本プランにおいては、「第２章 障がい者施策の総合的推進」-「第３節 安心を

実感できる共生社会づくり」-「１ 地域生活を支えるサービスの充実」、「２ 保

健・医療体制等の充実」に取組内容を記載しています。 

 

 

国の基本指針では、地域生活支援拠点等について、2020 年度末までに各市町村または障

害保健福祉圏域で少なくとも１つを整備することを基本とすることとしています。 
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第２章 障がい者施策の総合的推進 

第３節 安心を実感できる共生社会づくり 

１ 地域生活を支えるサービスの充実 

（１）地域生活への移行、（２）相談支援の充実、（３）地域生活支援の充実 

２ 保健・医療体制等の充実 

（２）精神障がい者等への支援、（３）医療的ケアを必要とする障がい児・者への 

支援、（４）発達障がい児・者への支援 
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４ 福祉施設から一般就労への移行 

障がい者の就労を促進する観点から、福祉施設の利用者について、就労移行支援事

業等を通じて、一般就労への移行を推進するとともに職場への定着を図ることとし、

2020年度末までにおける成果目標等を次のとおり設定します。 

【成果目標】 

項目 

前プラン目標 

(平成29(2017）

年度) 

現状（実績） 

(平成28(2016）

年度) 

目標 

(2020年度) 
備考 

一般就労移行

者数 
191人 

164人 

(平成27(2015)

年度) 

260人 

（1.6倍） 

2020年度において、福祉施

設を退所し、一般就労する

者の数（県内市町の成果目

標の合計） 

※実績：就労移行等実態調

査（厚生労働省） 

就労移行支援

事業の利用者

数 
313人 266人 

356人 

（34％増） 

就労継続支援B型の利用に

係るアセスメントのための

利用は、成果目標等には含

みません 

※実績：国民健康保険団体

連合会データ 

就労移行率３

割以上の就労

移行支援事業

所の割合 

65.6％ 

32％ 

(平成27(2015)

年度) 

62％ 

【就労移行率】2020年４月

１日時点の就労移行支援事

業の利用者数のうち、2020

年度中に一般就労へ移行し

た者の割合 

就労定着支援

事業による支

援を開始した

時点から１年

後の職場定着

率 

― ― 

84％ 
(2019年度) 

85％ 
(2020年度) 

【職場定着率(2019年度)】

平成30（2018）年度中に新

規で事業を利用すると見込

まれる者のうち、2019年度

末までに事業を利用して12

か月以上に渡り一般就労し

ていると見込まれる者の割

合 

 

【当該成果目標に係る「福祉施設」の範囲】 

 就労移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）、生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

 

【活動指標】 
項目 数値 備考 

就労移行支援事業および就労
継続支援事業の利用者の一般
就労への移行者数 

260人 
2020年度における、就労移行支援事業および
就労継続支援事業の利用者のうち、一般就労
への移行者数 

障がい者に対する職業訓練の
受講者数 

12人 
2020年度における、福祉施設から一般就労へ
移行する者のうち、職業訓練の受講者数 

福祉施設から公共職業安定所
への誘導者数 

人 
2020年度における、福祉施設利用者のうち、
福祉施設から公共職業安定所へ誘導する者の
数 
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福祉施設から障害者就業・生活
支援センターへの誘導者数 

113人 
2020年度における、福祉施設から一般就労へ
移行する者のうち、福祉施設から障害者就
業・生活支援センターへ誘導する者の数 

公共職業安定所における福祉
施設利用者の支援対象者数 

人 
2020年度における、福祉施設利用者のうち、
公共職業安定所の支援を受けて就職する者の
数 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）みえ障がい者共生社会づくりプラン(平成27年度～平成29年度)の実績 

「一般就労移行者数」は平成27（2015）年度164人、「就労移行支援事業の利用者

数」は平成28（2016）年度末時点で266人、「就労移行率３割以上の就労移行支援事

業所の割合」は平成27（2015）年度32％となっており、目標を達成するのは、困難な

状況です。 

この要因としては、障がい者の障がい特性やニーズに応じた就労先の確保や職場に

定着するために必要な支援が十分ではないこと、また、就労移行支援事業については、

標準利用期間が限られていることから、期間内に一般就労への移行が見込まれる障が

い者や、利用を希望する障がい者が少ないこと、参入する事業者が大きく増えていな

いことなどが考えられます。 

 

（２）目標達成に向けた施策 

福祉施設から一般就労への移行に関する成果目標を達成するため、就労系障害福祉

サービス事業所における機運の醸成、障害者就業・生活支援センターの機能強化など

福祉施設から一般就労への移行に向けた支援に取り組む必要があります。 

また、福祉施設から一般就労への移行に限らず、離職者や特別支援学校卒業生等へ

の就労に向けた支援、障がい者の適性に応じた職場や職域の拡大など、障がい者雇用

全般にわたり、障がい福祉、雇用、教育などの関係機関が連携し、総合的に取り組む

必要があります。 

さらに、共同受注窓口などによる福祉施設の受注の拡大や、優先調達の拡大など、

福祉施設における工賃向上に向けた取組を進める必要があります。 

本プランにおいては、「第２章 障がい者施策の総合的推進」-「第２節 生きが

いを実感できる共生社会づくり」-「２ 就労の促進」に取組内容を記載しています。 

第２章 障がい者施策の総合的推進 

第２節 生きがいを実感できる共生社会づくり 

２ 就労の促進 

（１）一般就労の促進、（２）福祉的就労への支援、（３）多様な就労機会の確保 

国の基本指針では、福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、2020年度

中に一般就労へ移行する者の目標値については、平成 28(2016）年度の一般就労への移行実

績の 1.5倍以上とすることを基本とすることとしています。また、就労移行支援事業の利

用者数については、2020 年度末における利用者数が、平成 28（2016）年度末における利用

者数の２割以上増加すること、就労移行支援事業所ごとの就労移行率については、就労移

行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所を全体の５割以上とすることをめざ

すこととしています。さらに、就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の

職場定着率を８割以上とすることを基本とすることとしています。 
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５ 障がい児支援の提供体制の整備等 

障がい児支援の提供体制の整備を促進する観点から、2020 年度末までにおける成

果目標を次のとおり設定します。 

【成果目標】 

項目 

現状 

(平成28（2016）

年度) 

目標 

(2020年度) 
備考 

児童発達支援センターの設置圏域数 ５圏域 ９圏域  

保育所等訪問支援を利用できる体制が構築

された圏域数 
５圏域 ９圏域  

主に重症心身障がい児を支援する児童発達

支援事業所が確保された圏域数 
４圏域 ９圏域  

主に重症心身障がい児を支援する放課後等

デイサービス事業所が確保された圏域数 
３圏域 ９圏域  

医療的ケア児支援のための関係機関の協議

の場の設置圏域数 
６圏域 

９圏域 

(平成30(2018)

年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）目標達成に向けた施策 

障がい児支援の提供体制の整備等に関する成果目標を達成するため、ライフステー

ジに応じた途切れのない支援や保健、教育、医療、福祉、就労支援等の関係機関の連

携を強化する必要があります。 

また、保育所等訪問支援事業の活用などを通じて、障がい児の地域社会への参加・

包容の推進に取り組むとともに、特別な支援が必要な障がい児に対する関係分野の支

援体制の充実を図る必要があります。 

さらに、障がいの疑いがある段階から障がい児本人や家族に対する継続的な相談支

援を行う障害児相談支援の充実に向けた取組を進める必要があります。 

国の基本指針では、児童発達支援センターについて、2020年度末までに各市町村に少な

くとも１か所以上設置すること（市町村単独での設置が困難な場合には圏域での設置）、保

育所等訪問支援について、2020年度末までに全ての市町村において利用できる体制を構築

することを基本とすることとしています。また、主に重症心身障がい児を支援する児童発

達支援事業所および放課後等デイサービス事業所について、2020年度末までに各市町村に

少なくとも１か所以上確保すること（市町村単独での確保が困難な場合には圏域での確保）

を基本とすることとしています。さらに、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場

について、平成 30（2018）年度末までに、各都道府県、各圏域および各市町村において設

けること（市町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での圏域での設

置）を基本とすることとしています。 
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本プランにおいては、「第２章 障がい者施策の総合的推進」-「第２節 生きが

いを実感できる共生社会づくり」-「１ 特別支援教育の充実」および、「第３節 安

心を実感できる共生社会づくり」-「１ 地域生活を支えるサービスの充実」、「２ 

保健・医療体制等の充実」に取組内容を記載しています。 

 

第２章 障がい者施策の総合的推進 

第２節 生きがいを実感できる共生社会づくり 

   １ 特別支援教育の充実 

   （１）指導・支援の充実、（２）専門性の向上、（３）教育環境の充実 

第３節 安心を実感できる共生社会づくり 

   １ 地域生活を支えるサービスの充実 

   （２）相談支援の充実 

  ２ 保健・医療体制等の充実 

  （１）障がいの早期発見と対応、（３）医療的ケアを必要とする障がい児・者への 

支援、（４）発達障がい児・者への支援 
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第２節 障がい者支援のための体制整備 

 

本プランの基本理念である共生社会を実現するため、障がい者等の自己決定を尊重

し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障がい者等が必要とする障害福祉サー

ビス等の支援により、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本的な考え方

として、障がい者支援の体制整備を図ります。 

また、障害福祉サービス等による支援を通じて、第１節で掲げた福祉施設から地域

生活への移行等の成果目標を実現できるよう、必要なサービスの提供体制の整備を図

ります。 

１ 障害福祉サービスの体制整備 

（１）障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 

県内の全ての地域において、必要な訪問系サービスが提供されるとともに、希望す

る障がい者に日中活動系サービスが提供される体制の確保を図ります。 

また、地域における居住の場として、グループホームの充実を図るとともに、障害

福祉サービスにおける自立支援や訓練等により、福祉施設から地域生活への移行を進

めます。 

さらに、これらの訪問系サービス、日中活動系サービスや居住系サービスの提供に

より、障がい者の地域生活を支援するとともに、その支援を強化するため、地域生活

支援拠点等の整備を図ります。 

加えて、就労系障害福祉サービス事業所においては、障がい者の福祉施設から一般

就労への移行を進めるとともに、事業所における雇用の場の拡大を図ります。 

このような基本的な考え方をふまえ、それぞれの地域における障害福祉サービスを

はじめとする地域資源の実情に応じて、障害福祉サービスの提供体制の確保を図りま

す。 

 

（２）各年度における必要量（活動指標）の見込み 

本プランでは、県内全ての市町障害福祉計画等の数値を障害保健福祉圏域ごとに集

計し、平成 30（2018）年度から 2020年度までの各年度における指定障害福祉サービ

スの種類ごとの必要な量の見込み（以下、「活動指標」という。）を定めます。 

なお、参考として、平成 30（2018）年１月時点の事業所数および平成 29（2017）

年 10月のサービス実績（出典 国民健康保険団体連合会データ）を併記します。 

活動指標は、各年度における１か月あたりの総量を見込んだものであり、単位の考

え方は次のとおりです。（単位の考え方は、「２ 相談支援の体制整備」、「３ 障

がい児支援のための体制整備」においても同じです。） 

「時間分」･･･月間のサービス提供時間 

「人日分」･･･「月間の利用人数」×「一人一月あたりの平均利用日数」で算出されるサー

ビス量 

「人分」 ･･･月間の利用人数 
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① 指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込み 

種類 
事業所の現状 

(平成30（2018）

年1月1日現在) 

サービス量

実績（平成29

（2017）年10

月分) 

平成30（2018）

年度 
2019年度 2020年度 

訪問系サービス 

居宅介護、重

度訪問介護、

同行援護、行

動援護、重度

障害者等包括

支援 

事業所数 640か所 

50,925時間 60,477時間 63,959時間 68,415時間 

2,445人 2,766人 2,906人 3,057人 

日中活動系サービス 

生活介護 
事業所数 172か所 82,370人日分 84,775人日分 86,955人日分 89,218人日分 

定員    4,583人 4,120人 4,369人 4,496人 4,625人 

自立訓練 

（機能訓練） 

事業所数  1か所 460人日分 742人日分 770人日分 836人日分 

定員     24人 25人 44人 45人 49人 

自立訓練 

（生活訓練） 

事業所数 14か所 3,483人日分 3,663人日分 3,939人日分 4,262人日分 

定員     184人 179人 198人 213人 230人 

就労移行支援 
事業所数 39か所 4,887人日分 5,672人日分 6,144人日分 6,858人日分 

定員     449人 283人 313人 331人 357人 

就労継続支援 

（Ａ型） 

事業所数 77か所 28,447人日分 29,438人日分 30,888人日分 32,358人日分 

定員   1,415人 1,427人 1,529人 1,603人 1,679人 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

事業所数 217か所 58,601人日分 62,893人日分 65,791人日分 68,784人日分 

定員   4,170人 3,334人 3,479人 3,640人 3,803人 

就労定着支援 
事業所数 －か所 

－人 64人 87人 121人 
定員    －人 

療養介護 
事業所数  5か所 

228人 240人 240人 246人 
定員    330人 

短期入所 

（福祉型） 

事業所数 83か所 5,117人日分 5,172人日分 5,488人日分 5,863人日分 

定員    337人 829人 901人 954人 1,014人 

短期入所 

（医療型） 

事業所数  8か所 （福祉型に 

含む） 

227人日分 237人日分 255人日分 

定員    17人 58人 59人 62人 

居住系サービス 

自立生活援助 
事業所数 －か所 

－人 41人 54人 77人 
定員    －人 

共同生活援助 
事業所数 107か所 

1,436人 1,569人 1,658人 1,787人 
定員   1,626人 

施設入所支援 
事業所数 39か所 

1,699人 1,690人 1,674人 1,646人 
定員   1,766人 

 

（３）障害福祉サービスに係る見込量（活動指標）確保のための施策 

障がい者が必要とする障害福祉サービスを、障がい者が選択した地域において提供

できるよう設定した障害福祉サービスの見込量の確保を図るためには、県と市町が

（自立支援）協議会等を通じ、連携を図るとともに、それぞれの役割に応じた取組を
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進める必要があります。このため、地域の（自立支援）協議会において、障害福祉サ

ービスに係る活動指標の進捗状況の確認や障害福祉サービスの運営における課題対

応など、障害福祉計画の PDCA サイクルの確立を図るとともに、多様な事業者の参入

を促進するなど地域の実情に応じた取組が展開されるよう、運営を支援します。 

また、地域（自立支援）協議会などから具体的課題を抽出し、その課題について、

県障害者自立支援協議会において対応の検討や評価を行うことにより、取組の水平展

開や制度化を図ります。 

さらに、サービス提供が可能な事業所が限られている、強度行動障がいや発達障が

いのある人に対する障害福祉サービスについては、利用対象者数や制度等の周知によ

り、障害福祉サービスを提供する事業所の拡充を図ります。 

加えて、障害保健福祉圏域の活動指標と実績および、地域におけるサービスの提供

体制等を考慮し、障害福祉サービス事業所の施設整備を促進します。 

これらの取組などにより、障害福祉サービスの量の確保を図るとともに、障がい者

に適切な障害福祉サービスが提供されるよう、事業所等への指導・助言により、サー

ビスの質を確保します。 
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２ 相談支援の体制整備 

（１）相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

障がい者等が、地域において自立した日常生活または社会生活を営むためには、障

害福祉サービスの提供体制の確保を図るとともに、これらのサービスの適切な利用を

支え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠です。 

障害福祉サービスの利用にあたって作成されるサービス等利用計画については、支

給決定に先立ち必ず作成される体制を確保する必要があります。 

また、個別のサービス等利用計画の作成にあたっては、利用者の状態像や希望を勘

案し、連続性および一貫性を持った障害福祉サービス等が提供されるよう総合的な調

整を行うとともに、利用者の生活状況を定期的に確認の上、必要に応じた見直しを行

う必要があるため、このような質を担保した上で、利用者数の増加等に対応し、サー

ビス等利用計画を作成する体制を確保する必要があります。 

地域移行支援については、障害者支援施設や精神科病院から地域生活に移行する障

がい者等に、必要なサービスを提供できるよう、地域生活への移行者数に係る成果目

標等を勘案し、計画的にサービスの提供体制を確保する必要があります。 

さらに、地域生活へ移行した後の定着を図るとともに、現に地域で生活している障

がい者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるよう、地域定着支援に係るサービス

の提供体制を充実する必要があります。 

発達障がい者等に対する支援については、発達障がいの症状の発現後できるだけ早

期に発達支援を行うことが重要であり、また、医療、保健、福祉、教育、労働等の関

係者の連携の下、障がい者の状況に応じた必要な支援が切れ目なく行われるよう、支

援体制の整備を図る必要があります。 

このような基本的な考え方および、地域における相談支援の中核機関である基幹相

談支援センターの設置状況等をふまえ、（自立支援）協議会等における地域の相談支

援機関の連携のもと、地域の実情に応じ、相談支援の提供体制の確保を図ります。 

 

（２）各年度における必要量（活動指標）の見込み 

① 指定計画相談支援および指定地域相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 

種類 
事業所の現状 

(平成30（2018）年

1月1日現在) 

サービス量

実績(平成29

（2017）年10

月分) 

平成30（2018）

年度 
2019年度 2020年度 

計画相談支援 事業所数 157か所 1,966人 2,340人 2,486人 2,630人 

地域移行支援 事業所数 29か所 5人 44人 54人 65人 

地域定着支援 事業所数 27か所 18人 37人 44人 51人 

 

 

 

 



 

- 97 - 

② 発達障がい者等に対する支援の見込み 

項目 

現状 

(平成28(2016)

年度) 

平成30（2018）

年度 
2019年度 2020年度 

発達障害者支援地域協議会の開催

回数 
― 2回 2回 2回 

発達障害者支援センターによる相

談件数 
11,497件 12,100件 12,400件 12,700件 

発達障害者支援センターおよび発

達障害者地域支援マネジャーの関

係機関への助言件数 
1,936件 2,500件 2,750件 3,000件 

発達障害者支援センターおよび発達

障害者地域支援マネジャーの外部機

関や地域住民への研修、啓発件数 
59件 60件 60件 60件 

 

（３）相談支援に係る見込量（活動指標）確保のための施策 

計画相談支援および地域相談支援は、障害福祉サービスの適切な利用を支えるとと

もに、障がい者の各種ニーズへの的確な対応が求められるなど、障がい者支援におい

て、基本的かつ重要な役割を担うこととなります。 

また、計画相談支援を提供する特定相談支援事業所は、市町において事業所の指定

を行うことから、市町との連携を密に、必要な相談支援体制を確保する必要がありま

す。 

このようなことから、地域の（自立支援）協議会において、関係機関との有機的な

連携を図りながら、相談支援の提供体制を含む障がい者等への支援の体制の整備を図

ることができるよう、その運営を支援します。 

特に、障がい者のニーズに応じ、障害福祉サービス等の利用に係る総合的な調整の

役割を担う計画相談支援については、その提供体制の確保にとどまらず、質の向上を

図る必要があることから、（自立支援）協議会の活性化を通じて、基幹相談支援セン

ターを中心とした相談支援体制の確立を促進します。 

さらに、障害者支援施設等からの地域生活への移行を支えるとともに、地域生活を

継続する役割を担う地域相談支援については、地域生活への移行や、地域生活支援体

制の強化を図るための取組を通じ、利用促進を図ります。 

発達障がい者等に対する支援については、地域における発達障がい者等への支援体

制に関する課題の共有、関係機関の連携強化に向けた協議等を進めるため、発達障害

者支援地域協議会を適切に開催します。 

また、自閉症等の発達障がい者等に対する個々の障がいに応じた相談支援を行う拠

点である自閉症・発達障害支援センターに発達障害者地域支援マネジャーを配置し、

専門性のさらなる向上と地域の相談支援機関に対する後方支援機能の強化を図りま

す。 
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３ 障がい児支援のための体制整備 

（１）障がい児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

障がい児については、子ども・子育て支援法第２条第２項において、「子ども・子

育て支援の内容および水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するもの

であって、良質かつ適切なものでなければならない」と規定されていることおよび、

同法に基づく教育、保育等の利用状況をふまえ、居宅介護や短期入所等の障がい児が

利用できる障害福祉サービス、児童福祉法に基づく障がい児支援等の専門的な支援を

確保することが必要です。 

また、共生社会の形成を促進する観点から、教育、保育等とも連携を図った上で、

障がい児およびその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで、途切れのない、効果

的な支援を、身近な地域で提供する体制の構築が重要です。 

近年増加している医療的ケア児については、その心身の状況に応じた適切な保健、

医療、福祉、その他の支援を受けられるよう、関係機関が連携調整を行うための体制

を整備することが必要です。 

このような基本的な考え方および、それぞれの地域における障害福祉サービスをは

じめとする地域資源の実情に応じ、障がい児支援の提供体制の確保を図ります。 

 

（２）各年度における必要量（活動指標）の見込み 

① 指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み 

種類 
事業所の現状 

(平成30（2018）年

1月1日現在) 

サービス量 

実績（平成29

（2017）年10月

分) 

平成30（2018）

年度 
2019年度 2020年度 

児童発達支援 
事業所数 85か所 6,844人日分 7,355人日分 8,193人日分 8,951人日分 

定員   1,071人 1,190人 1,284人 1,424人 1,577人 

放課後等デイ

サービス 

事業所数 155か所 26,044人日分 29,784人日分 33,256人日分 37,182人日分 

定員   1,675人 2,320人 2,617人 2,926人 3,250人 

保育所等訪問

支援 
事業所数  5か所 

78人日分 82人日分 91人日分 124人日分 

48人 54人 61人 76人 

医療型児童発

達支援 

事業所数  0か所 －人日分 25人日分 45人日分 105人日分 

定員     0人 －人 3人 5人 12人 

居宅訪問型児

童発達支援 

事業所数 －か所 －人日分 54人日分 71人日分 128人日分 

定員    －人 －人 11人 16人 30人 

福祉型障害児

入所施設 
事業所数  4か所 96人 100人 100人 100人 

医療型障害児

入所施設 
事業所数  4か所 70人 70人 70人 70人 

障害児相談支

援 
事業所数 112か所 648人 1,026人 1,133人 1,242人 

医療的ケア児に

対する関連分野

の支援を調整す

るコーディネー

ターの配置人数 

－人 －人 8人 8人 19人 
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（３）障がい児支援に係る見込量（活動指標）確保のための施策 

障がい児に対し身近な地域でそのニーズに応じた必要な支援が提供できるよう、障

害児通所支援等の障がい児支援サービスの見込量の確保を図るためには、県、市町、

関係機関が（自立支援）協議会等を通じ、地域において連携した支援体制の整備を図

る必要があります。 

市町や障害保健福祉圏域単位における障がい児支援の中核となる機能の強化を図

るため、地域の（自立支援）協議会等において、児童発達支援、障害児相談支援およ

び保育所等訪問支援などの障害児通所支援を総合的に提供する施設の設置に向け、地

域の実情に応じた検討が促進されるよう、その運営を支援します。 

また、障害児入所施設について、入所した時点から退所後の地域生活を見据えた支

援が行えるよう、児童相談所、障害児入所施設、市町等の関係機関が連携し、それぞ

れの役割に応じた途切れのない支援が提供される体制づくりを進めます。 

さらに、県立子ども心身発達医療センターにおいて、重症心身障がい児等を対象に、

児童発達支援、生活介護等の児童福祉法および障害者総合支援法に基づくサービスを

提供します。 

加えて、基幹相談支援センターや（自立支援）協議会等を中心とした関係機関のネ

ットワークを構築し、障害児相談支援の充実を図ります。 

また、子どもの周囲の「気づき」の段階から、ライフステージに応じた途切れのな

い支援や関係機関のスムーズな連携による支援が適切に提供できるよう、地域におけ

る保健、医療、保育、教育、福祉、就労支援等の関係機関の連携強化を図ります。 

このほか、医療的ケアを必要とする障がい児への支援が適切に提供されるよう、各

障害保健福祉圏域で構築されたネットワークを中心にして、福祉、医療、保健、保育、

教育等地域における関係機関の連携と取組の強化を図り、関連分野における支援の利

用を調整するコーディネーターの配置や、総合的な支援の提供体制の構築を促進しま

す。 

これらの取組などにより、障がい児への支援に係るサービスの量の確保を図るとと

もに、障がい児に適切なサービスが提供されるよう、事業所等への指導・助言により、

サービスの質を確保します。 

 

 

４ 各年度の指定障害者支援施設および指定障害児入所施設の必要入所

定員総数 
2020年度までの各年度における指定障害者支援施設および指定障害児入所施設の

必要入所定員総数について、次のとおり設定します。 

 

種類 
現状 

（平成30（2018）

年1月1日現在） 

平成30（2018） 

年度 
2019年度 2020年度 

指定障害者支援施設 1,766人 1,766人 1,766人 1,766人 

指定障害児入所施設 411人 411人 411人 411人 
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５ 地域生活支援事業の実施 

（１）県が実施する地域生活支援事業の実施に関する基本的考え方 

地域生活支援事業は、障がい児・者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふ

さわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状

況に応じた柔軟な事業形態により、実施できる事業です。また、地域生活支援事業は、

市町および県において行う事業であり、それぞれ障害者総合支援法において実施しな

ければならない具体的な事業（以下、「必須事業」という。）が規定されていますが、

これに限らず、市町および県の判断により、必要な事業を実施することが可能とされ

ています。 

県においては、必須事業を中心に、専門的、広域的な対応が必要な事業を実施しま

す。 

 

（２）実施する事業の内容および各年度における量の見込み 

① 専門性の高い相談支援事業 

ア） 発達障害者支援センター運営事業  

発達障がいのある人またはその家族などに対して、相談支援、発達支援、就労支

援および情報提供を総合的に行う拠点として、自閉症・発達障害支援センターを設

置・運営します。 

県内２か所の自閉症・発達障害支援センターにおいて、専門的な相談・支援を行

うとともに、地域の相談支援機関に対する後方支援機能の強化のための体制づくり

に取り組みます。 

 

イ） 障害者就業・生活支援センター事業  

職業生活における自立を図るため、就業およびこれに伴う日常生活、または社会

生活上の支援を必要とする障がい者に対し、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関

との連携を図りつつ、身近な地域において必要な指導、助言その他の支援を行う拠

点として、障害者就業・生活支援センターを、障害保健福祉圏域ごとに設置・運営

します。 

障害者就業・生活支援センターにおいては、障がい者の適性に応じた就労支援を

行うため、就労に向けたアセスメントを充実させるとともに、就労先の開拓や就労

定着に向けた支援の促進に取り組みます。 

 

ウ） 高次脳機能障害支援普及事業 

高次脳機能障がい支援普及事業は、高次脳機能障がい者に対する専門的な相談支

援、関係機関との支援ネットワークの充実、高次脳機能障がいの正しい理解を促進

するための普及・啓発事業、支援手法等に関する研修等を行い、支援体制の確立を

図ることを目的とする事業です。 

三重県身体障害者総合福祉センターにおいて、広域的な専門相談支援を実施する

とともに、地域の相談支援機関に対する後方支援機能の強化のための体制づくりに
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取り組みます。 

 

事業名 項目 
現状 

(平成28 

(2016)年度) 

平成30（2018）

年度 
2019年度 2020年度 

発達障害者支援センタ

ー運営事業 

実施か所

数 
2か所 2か所 2か所 2か所 

障害者就業・生活支援

センター事業 

実施か所

数 
9か所 9か所 9か所 9か所 

高次脳機能障害支援普

及事業 

実施か所

数 
1か所 1か所 1か所 1か所 

 

② 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 

ア） 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 

身体障がい者福祉の概要や手話通訳または要約筆記の役割・責務等について理解

するとともに、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術および基本技術を習得し

た手話通訳者ならびに要約筆記に必要な要約技術および基本技術を習得した要約

筆記者を養成します。 

 

イ） 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業  

盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。 

 

  事業名 項目 
現状 

(平成28 

(2016)年度) 

平成30（2018）

年度 
2019年度 2020年度 

手話通訳者・要約筆記

者養成研修事業 
受講者数 36人 40人 45人 50人 

盲ろう者向け通訳・介

助員養成研修事業 
受講者数 19人 4人 20人 20人 

 

③ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 

ア） 手話通訳者・要約筆記者派遣事業  

聴覚障がいのある人の自立と社会参加を図るため、市町域を超える広域的な派

遣、複数市町の住民が参加する障がい者団体等の会議、研修、講演または講義等に、

手話通訳者または要約筆記者を派遣します。 

また、市町域または都道府県域を超えた広域的な派遣を円滑に実施するため、市

町間では派遣調整ができない場合に、市町相互間の連絡調整事業を行います。 

 

イ） 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 

盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーションおよび移動等支援を

行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。 
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事業名 項目 
現状 

(平成28 

(2016)年度) 

平成30（2018）

年度 
2019年度 2020年度 

手話通訳者・要約筆

記者派遣事業 

実利用見

込み件数 
45件 50件 50件 50件 

盲ろう者向け通訳・

介助員派遣事業 

実利用見

込み件数 
298件 240件 240件 240件 

 

④ 広域的な支援事業 

ア） 相談支援体制整備事業 

a）スーパーバイザー  

地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、

地域における相談支援体制の整備を推進することを目的としたスーパーバイザー

を配置します。 

 

イ） 精神障害者地域生活支援広域調整等事業 

a）地域生活支援広域調整会議等事業  

障害保健福祉圏域ごとに、（自立支援）協議会精神部会や精神障がい者地域移行・

地域定着推進協議会等を設置します。 

会議において、長期入院精神障がい者の地域生活への移行状況の情報共有を行う

とともに、地域生活への移行における課題や解決策の検討等を行うことにより、精

神障がい者の支援体制を整備します。 

 

b）地域移行・地域生活支援事業  

長期入院精神障がい者の退院に向けた意欲を喚起するため、病院スタッフの地域

生活への移行に関する理解を促進するとともに、長期入院精神障がい者と、ピアサ

ポーター等との交流の機会を確保するなど、地域生活への移行に向けた支援を行い

ます。 

 

c）災害派遣精神医療チーム体制整備事業  

大規模災害発生時等の緊急時において、専門的なこころのケアに関する対応が円

滑に行われるよう、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の設置や運営について、

関係機関や関係団体と協議を行うことにより、支援体制の整備を進めます。 

 

ウ） 発達障害者支援地域協議会による体制整備事業  

医療、保健、福祉、教育、労働等の関係者で構成する発達障害者支援地域協議会

を開催し、課題の共有、連携の強化等に向けた協議を行うことにより、発達障がい

者への支援体制の整備を進めます。 
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事業名 項目 
現状 

(平成28 

(2016)年度) 

平成30（2018）

年度 
2019年度 2020年度 

相談支援体制整備事業

（スーパーバイザー） 
配置人数 6人 7人 7人 8人 

地域生活支援広域調

整会議等事業 

協議会の開

催回数 
37回 40回 40回 40回 

地域移行・地域生活支

援事業 

実ピアサポ

ーター人数 
6人 17人 19人 21人 

災害派遣精神医療チ

ーム体制整備事業 

運営委員会

の開催回数 
2回 2回 2回 2回 

発達障害者支援地域

協議会による体制整

備事業 

協議会の開

催回数 
― 2回 2回 2回 

 

⑤ サービス・相談支援者、指導者育成事業 

ア） 障害支援区分認定調査員等研修事業 

全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正に障がい者給付等の事務が行わ

れるよう、障害支援区分認定調査員・審査会委員に対する研修を実施し、調査員等

の養成や資質の向上を図ります。 

 

イ） 相談支援従事者研修事業  

地域の障がい者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医療、

福祉、就労、教育等のサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術を習得す

ることおよび、困難事例に対する支援方法について助言を受けるなど、日常の相談

支援業務の検証を行うことにより相談支援に従事する者の資質の向上を図ります。 

 

ウ） サービス管理責任者研修事業  

事業所や施設において、サービスの質を確保するため、個別支援計画の作成やサ

ービス提供プロセスの管理等を行うために配置されるサービス管理責任者および

児童発達支援管理責任者を養成します。 

 

エ） 強度行動障害支援者養成研修事業  

行動障がいがある人に対して、障害福祉サービス事業所において、適切な支援が

行えるよう、専門的な知識と技術を有する支援者を養成します。 

 

オ） 身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業  

身体障害者相談員および知的障害者相談員を対象に研修会を行い、相談員の相談

対応能力の向上と相談員間の連携を図ります。 

 

カ） 精神障害関係従事者養成研修事業  

こころの健康センター等において、精神障がい者の地域生活への移行および地域

生活の継続に向けた支援体制を確保するため、支援に従事する者を対象とした研修
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を実施します。 

 

事業名 項目 
現状 

(平成28 

(2016)年度) 

平成30（2018）

年度 
2019年度 2020年度 

障害支援区分認定調

査員等研修事業 

実施回数 2回 2回 2回 2回 

受講者数 79人 100人 100人 100人 

相談支援従事者研修

事業 

実施回数 2回 2回 2回 2回 

受講者数 281人 300人 300人 300人 

サービス管理責任者

研修事業 

実施回数 1回 1回 1回 1回 

受講者数 277人 360人 360人 360人 

強度行動障害支援者

養成研修事業 

実施回数 2回 2回 2回 2回 

受講者数 477人 400人 400人 400人 

身体障害者・知的障害

者相談員活動強化事業 
実施回数 1回 1回 1回 1回 

精神障害関係従事者

養成研修事業 

実施か所数 5か所 5か所 5か所 5か所 

受講者数 388人 400人 400人 400人 

 

⑥ その他障がい者が自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業 

ア） 社会参加支援事業 

a）障害者社会参加推進センター運営事業  

障がい者等の社会参加を推進する障害者社会参加推進センターを設置、運営し、

生活訓練、スポーツ教室等の事業を実施します。 

 

b）身体障害者補助犬育成事業  

身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）を必要とする方に対して、補助犬

の育成に要する費用を助成し、社会参加を支援します。 

 

c）奉仕員養成研修事業  

点訳または朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員および朗読奉仕員を養成

します。 

 

d）芸術文化活動振興事業  

障がい者の芸術・文化活動の活性化を図るため、さまざまな主体が連携して「三

重県障がい者芸術文化祭」を開催し、障がい者の自立と積極的な社会参加を推進し

ます。 

 

イ） 権利擁護支援 

a）障害者虐待防止対策支援事業  

障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援のため、

地域における関係行政機関、福祉、医療、司法に関連する職務に従事する者または

関係する団体、地域住民等の支援体制の強化や協力体制の整備を図ります。 
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事業名 項目 
現状 

(平成28 

(2016)年度) 

平成30（2018）

年度 
2019年度 2020年度 

障害者社会参加

推進センター運

営事業 

設置か所数 1か所 1か所 1か所 1か所 

身体障害者補助

犬育成事業 
訓練頭数 1頭 1頭 1頭 1頭 

奉仕員養成研修

事業 
受講者数 32人 40人 40人 40人 

芸術文化活動振

興事業 

実施か所数 １か所 1か所 1か所 1か所 

利用者数 1,679人 2,300人 2,400人 2,500人 

障害者虐待防止

対策支援事業 

障がい者虐待防

止専門家チーム

会議の開催回数 

4回 4回 4回 4回 

 

（３）各事業の見込量（活動指標）確保のための施策 

地域生活支援事業については、市町において、地域の特性や利用者の状況に応じた

柔軟な事業形態により、必須事業に限らず、それぞれの市町の判断により実施されて

いるところです。 

一方で、総合的に、障がい者への支援を行う上で、地域資源の状況を考慮し、必要

と考えられる事業が不足している地域もあります。 

このようなことから、県において、専門的、広域的な対応が必要な事業を実施する

とともに、市町における事業が適正かつ円滑に実施されるよう市町への支援および、

基盤整備に関する広域的な調整等を図ります。 

具体的には、必須事業未実施の市町について、それぞれの市町の特徴に配慮した上

で、実施に向けた働きかけを行います。 

また、地域の（自立支援）協議会において、県内に配置したスーパーバイザー等が

助言を行うことなどにより、基幹相談支援センター等地域の関係機関とのネットワー

クの構築や広域的な課題解決に向けた体制の整備を図ります。 

 

 

６ 人材の確保および資質の向上ならびにサービスの質の向上のために

講ずる措置 
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等および、児童福祉法に基づく障

がい児支援のためのサービスの提供にあたっては、障がい者の自立と社会参加の実現

を図るとともに、障がい者のニーズに応じたサービスを提供する必要があります。こ

のようなサービスを提供するためには、継続的に、サービスを提供する人材の確保や

資質の向上とともに、サービスの質の向上に取り組む必要があります。 

このようなことから、サービス提供に係る人材の研修および、事業者に対する第三

者の評価の実施により、サービスを提供する人材の確保および資質の向上ならびにサ

ービスの質の向上を図ります。 
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（１）サービス提供に係る人材の研修 

サービス提供に係る人材の資質の向上のため、「三重県障がい福祉従事者人材育成

ビジョン」に基づき、相談支援における理念の浸透や、障がい当事者をはじめとする

関係者による人材育成システムの構築により、人材の段階的な資質の向上を図るとと

もに、地域の支援体制の充実・強化を図る人材を育成します。 

 

（２）指定障害福祉サービス等の事業者に対する第三者の評価 

福祉サービスの質の向上を図るための「みえ福祉第三者評価」について、全国的な

推進組織である全国社会福祉協議会などと連携を図りながら事業運営を行うととも

に、福祉事業者等が中・長期的な展望で福祉サービスの質の向上に取り組むことがで

きるよう、意識の醸成を図ります。 

 また、障がい者が個別のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにすると

ともに、事業者によるサービスの質の向上が図られるよう、障害福祉サービス等情報

公表制度について、普及啓発や利活用しやすい仕組みづくりを進めます。 

 

 

７ 関係機関との連携に関する事項 
「第１節 地域生活移行・就労支援等に関する目標の設定」に掲げた成果目標を達

成するためには、障がい福祉分野の取組に限らず、医療、教育、雇用等の分野を含め

た総合的な取組が重要です。 

地域生活への移行の成果目標の達成に向けては、地域生活を支える取組として必要

となる、発達障がい・行動障がいのある障がい者や医療的ケアを必要とする障がい

児・者への支援において、それぞれの関係機関と連携した取組が必要です。 

また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の成果目標の達成に向け

ては、保健、医療関係者等と連携した取組が必要です。 

さらに、福祉施設から一般就労への移行の成果目標の達成に向けては、教育機関、

公共職業安定所をはじめとする関係機関と連携した取組が必要です。 

加えて、障がい児支援の提供体制の整備等の成果目標の達成に向けては、ライフス

テージに応じた途切れのない支援や関係機関のスムーズな連携による支援を適切に

提供できるよう、保健、医療、保育、教育、福祉、就労支援等の関係機関と連携した

取組が必要です。 

このようなことから、関係機関による効果的な連携を図るため、関係機関が参加す

る地域の（自立支援）協議会の運営を支援するとともに、それぞれの課題に応じ、課

題解決のために必要な関係機関と連携した総合的な取組を進めます。 

 

 

８ その他自立支援給付および地域生活支援事業ならびに障害児通所支

援等の円滑な実施を確保するために必要な事項 
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（１）障がい者等に対する虐待の防止 

障がい者虐待の未然防止と適切な対応を行うため、有識者等で構成される専門家チ

ームや関係機関と連携しながら、市町への支援や事業所への指導・支援を行います。 

第２章-「第１節 多様性を認め合う共生社会づくり」-「１ 権利の擁護」-「（２）

虐待防止に対する取組の強化」等において取組について記載しています。 

 

（２）意思決定支援の促進 

意思決定支援の質の向上を図るため、相談支援専門員やサービス管理責任者の研修

等の機会を通じて、意思決定支援ガイドライン等を活用した研修を実施するとともに、

関係者に対する普及に努めます。 

第２章-「第３節 安心を実感できる共生社会づくり」-「１ 地域生活を支えるサ

ービスの充実」-「（４）福祉人材の育成・確保」等において取組について記載して

います。 

 

（３）障がい者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進 

障がい者等の社会参加や障がい者等に対する理解の促進を図るため、県内で芸術文

化活動を行う障がい者が作品やパフォーマンスを発表する障がい者芸術文化祭を開

催するなど、障がい者の芸術文化活動を支援します。 

第２章-「第２節 生きがいを実感できる共生社会づくり」-「３ スポーツ・文化

活動の推進」-「（３）障がい者の文化活動への参加機会の充実」等において取組に

ついて記載しています。 

 

（４）障がいを理由とする差別の解消の推進 

障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、相談窓口における対応、三重県

障がい者差別解消支援協議会での相談事例や合理的配慮に関する好事例についての

情報共有、啓発活動等に取り組みます。 

第２章-「第１節 多様性を認め合う共生社会づくり」-「１ 権利の擁護」-「（１）

権利擁護のための体制の充実」等において取組について記載しています。 

 

（５）障害福祉サービス等および障害児通所支援等を提供する事業所における利用者

の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 

利用者の安全・安心の確保を図るため、事業所における防災対策や防犯対策の推進

に取り組みます。 

第２章-「第３節 安心を実感できる共生社会づくり」-「３ 防災・防犯対策の充

実」等において取組について記載しています。  
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第３節 障害保健福祉圏域別計画 

 

■サービス量（活動指標）の見込みを定める単位となる区域の設定 

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス、指定地域相談支援および指定計

画相談支援ならびに児童福祉法に基づく指定通所支援および指定障害児相談支援の

種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域については、障がい児・者の生活圏、

地理的条件等を勘案し、県内を９つの区域に分けた障害保健福祉圏域と同一の区域と

します。 

 

 

障害保健 

福祉圏域 
市町 

桑名員弁 桑名市、いなべ市、木曽岬

町、東員町 

四日市 四日市市、菰野町、朝日町、

川越町 

鈴鹿・亀山 鈴鹿市、亀山市 

 

津 津市 

 

松阪多気 松阪市、多気町、明和町、

大台町 

伊勢志摩 伊勢市、志摩市、鳥羽市、

玉城町、度会町、大紀町、

南伊勢町 

伊賀 伊賀市、名張市 

 

紀北 尾鷲市、紀北町 

 

紀南 熊野市、御浜町、紀宝町 
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１ 桑名員弁障害保健福祉圏域プラン 

 

（１）障害保健福祉圏域の現状 

●構成市町：桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町 

●人口： 217,196人（県全体に占める割合 12.1％） 

●面積： 395㎢（県全体に占める割合 6.8％） 

 

（２）障害保健福祉圏域における障がい者の状況 

項目 人数 

身体障害者手帳所持者（平成 29（2017）年 4 月 1日現在） 7,244 人 

療育手帳所持者（平成 29（2017）年 4月 1日現在） 1,478 人 

精神障害者保健福祉手帳所持者（平成 29（2017）年 3月 31日現在） 1,609 人 

 

（３）障害保健福祉圏域における2020年度の成果目標 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

項目 目標 

地域生活移行者数 18人 

施設入所者数減少見込 7人 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

項目 目標 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 
各市町または複数 

市町による共同設置 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

項目 目標 

地域生活支援拠点等の整備 
各市町または 

圏域での整備 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

項目 目標 

福祉施設から一般就労への移行者数 29人 

就労移行支援事業の利用者数 40人 

就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合 67％ 

就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率 88％ 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

項目 目標 

児童発達支援センターの設置 

各市町または 

圏域での設置等 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保 

主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置（平成 30（2018）年度） 
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（５）障害保健福祉圏域における課題と今後の取組 

 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

【課題】 

・障害の重度化、高齢化や保護者等の親亡き後を見据えた、社会資源の整備や確認を

行う必要があります。 

・本人、保護者、障害者支援施設関係者への意向確認や普及啓発を行う必要がありま

す。 

【今後の取組】 

・地域生活支援拠点等の整備とも関連する項目であり、圏域の資源の確認や創設を、

２市２町運営会議と各市町地域自立支援協議会で検討していきます。 

・圏域における障害者入所検討会議において、入所希望者の協議と待機者の現状更新

を行います。 

 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【課題】 

・精神障がいがあっても地域で安心して暮らしていくことができる社会資源の整備や

確認を行う必要があります。 

・各市町に保健、医療、福祉関係者等による協議の場を設置していく必要があります。 

【今後の取組】 

・圏域の地域生活移行促進部会ＮＥＸの定期開催を行い、事例検討や実態調査と圏域

内の精神科病院を対象とした普及啓発等をピアサポーターと協働で行います。 

・地域自立支援協議会の活用や介護保険分野における協議の場に参画するなど、各市

町における協議の場の設置に係る工夫や検討を行います。 

 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

【課題】 

・圏域内の市町において機能を有するサービスも展開されつつありますが、障がい種

別での対応が困難な場合等があり、圏域単位で面的な整備を引き続き検討、協議して

いく必要があります。 

【今後の取組】 

・各市町、圏域内の機能を有する資源の一覧表等の作成を検討し、「見える化」を図

る工夫を行います。 

・２市２町運営会議での協議、検討の継続と、各市町地域自立支援協議会での協議、

検討も継続していきます。 

 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

【課題】 



 

- 113 - 

・圏域内の就労移行支援事業所が少なく、また、その利用促進を図る必要があります。 

・就労系障害福祉サービス事業所に対し、一般就労への移行に向けた取組への理解を

図る必要があります。 

【今後の取組】 

・圏域の就労支援部会おらわーくにおいて、就労系障害福祉サービス事業所（就労移

行支援、就労継続支援等）の紹介を行うパンフレットを作成し、サービス利用を希望

する障がい者、保護者、関係者等への周知を図ります。また、パンフレットも活用し、

障害福祉サービス事業所の説明会を開催していきます。 

・就労支援部会おらわーくＷＧにおいて、企業担当者向けのシンポジウムの開催、企

業への支援を行います。 

・圏域の相談支援部会あしすとにおいて、相談支援専門員に対してモニタリングの重

要性について共有を図ります。 

 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

【課題】 

・医療的ケアが必要な障がい児（者）の協議の場であるeケアネットそういんにおい

て、保護者の方の参加が増加しており、悩みや困りごとを相談できる体制を構築する

必要があります。 

・増加している児童発達支援、放課後等デイサービス事業所へのサポートや情報共有

等の取組を図る必要があります。 

【今後の取組】 

・eケアネットそういんの定期開催の継続とホームページの作成を行い、定期開催の

状況や保護者の集える場の提供の検討、ならびに保護者からの相談を受けられる体制

を検討していきます。 

・各市町と委託相談支援事業所等により児童発達支援、放課後等デイサービス事業所

への訪問を行うとともに、２市２町運営会議を通じて情報の共有を図ります。 

・圏域内の児童発達支援、放課後等デイサービス事業所の職員向けのスキルアップの

ための研修会の企画、開催を検討していきます。 

 

⑥ 相談支援の提供体制 

【課題】 

・圏域に指定一般相談支援事業所が不足しており、その設置促進を図る必要がありま

す。 

・指定特定相談支援事業所および障害児相談支援事業所において、相談件数の増加に

対して相談支援専門員が不足しており、相談支援の提供体制の確保が必要です。 

【今後の取組】 

・圏域の相談支援部会および２市２町運営会議等において、指定一般・指定特定相談

支援事業所および障害児相談支援事業所の新規設置に向けた取組を図ります。 

・介護保険分野の介護支援専門員との連携も図り、相談支援体制を検討していきます。  
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２ 四日市障害保健福祉圏域プラン 

 

（１）障害保健福祉圏域の現状 

●構成市町：四日市市、菰野町、朝日町、川越町 

●人口： 376,566人（県全体に占める割合 20.9％） 

●面積： 328㎢（県全体に占める割合 5.7％） 

 

（２）障害保健福祉圏域における障がい者の状況 

項目 人数 

身体障害者手帳所持者（平成 29（2017）年 4 月 1日現在） 12,540 人 

療育手帳所持者（平成 29（2017）年 4月 1日現在） 2,826 人 

精神障害者保健福祉手帳所持者（平成 29（2017）年 3月 31日現在） 2,479 人 

 

（３）障害保健福祉圏域における2020年度の成果目標 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

項目 目標 

地域生活移行者数 24人 

施設入所者数減少見込 4人 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

項目 目標 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 
各市町または複数 

市町による共同設置 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

項目 目標 

地域生活支援拠点等の整備 
各市町または 

圏域での整備 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

項目 目標 

福祉施設から一般就労への移行者数 68人 

就労移行支援事業の利用者数 74人 

就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合 50％ 

就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率 83％ 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

項目 目標 

児童発達支援センターの設置 

各市町または 

圏域での設置等 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保 

主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置（平成 30（2018）年度） 
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（５）障害保健福祉圏域における課題と今後の取組 

 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

【課題】 

・地域生活への移行を推進するためには、地域の障害福祉サービス等の充実が必要で

す。特に重度障がい者の受入ができる事業所を増やす必要があります。 

【今後の取組】 

・圏域内の施設入所者をモデル事例として地域移行の検討を行います。 

・行政からも地域移行の課題検討・抽出を行い、ビジョンを示します。そのビジョン

をもとに、自立支援協議会の専門部会等において、圏域内に不足する障害福祉サービ

スや、代替できるサービス等の検討を行います。 

・圏域の計画相談支援部会においてサービス等利用計画から集約したニーズを通じて

抽出された課題について、自立支援協議会等で検討します。 

 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【課題】 

・保健、医療、福祉関係者による協議の場を継続して確保する必要があります。 

・精神科病院における１年以上長期入院患者数について、継続して把握する必要があ

ります。 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたり、既存の高齢者におけ

る地域包括ケアシステムの実情を把握する必要があります。また、高齢者におけるキ

ャッチメントエリアと異なり広域となるため、どのように展開するか検討が必要です。 

【今後の取組】 

・保健、医療、福祉関係者による協議の場を今後も継続して確保します。 

・こころのバリアフリー推進部会を通して、圏域内の各精神科病院は早期退院につい

て意識が高まっています。また、継続して長期入院患者の退院事例の報告、課題分析

を行い、地域移行に向けた意識の醸成に努めていきます。 

・既存の高齢者における地域包括ケアシステムの把握を行います。地域の実情を勘案

しながら、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの在り方について検討します。 

 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

【課題】 

・緊急時のコーディネーターや短期入所事業所の空室確保等について検討が必要です。 

・強度行動障がい、医療的ケアが必要な利用者の緊急時の受入先の確保についての検

討が必要です。 

・一人暮らしを想定して地域生活を体験できる場を確保する必要があります。 

【今後の取組】 

・圏域の計画相談支援部会において集約したニーズに対して、優先順位を付けて対応

を検討します。 

・ハイリスク家庭について、緊急時を想定して平時より短期入所の利用を促進してい

くとともに、緊急時における個別プラン作成を促していきます。 

・自閉症・発達障害支援センターとの連携を強化し、短期入所事業所、相談支援事業

所等に対するバックアップができる体制づくりを行います。 
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・緊急時の受入に対応するために居住系サービス事業所連絡会で作成した短期入所用

のフェースシートについて、周知し、利用の促進を図ります。 

・これらの取組を通じて、圏域における課題の明確化を図ります。 

 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

【課題】 

・一般就労への移行後の職場に定着するための支援を確保する必要があります。また、

そのためのシステムが必要です。 

・障害者就業・生活支援センターや相談支援事業所等の関係機関における連携を図る

必要があります。 

【今後の取組】 

・福祉施設から一般就労へ移行した場合、職場に定着するための支援を行うため、障

害者就業・生活支援センターが介入できるような体制づくりを行います。 

・雇用、相談支援関係の啓発チラシの作成により、各種関係機関の役割を明確にし、

連携を図ります。 

 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

【課題】 

・児童発達支援センターのサービス量の確保について検討が必要です。また、障害児

通所支援における各種サービスの質の向上に対する取組が必要です。 

・医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の充実を図る必要があります。 

【今後の取組】 

・圏域内に児童発達支援センターは１箇所であるため、児童発達支援事業所の新規開

拓について検討を行います。また、圏域の療育部会において、事業所見学会、研修会

を行い、サービスの質の向上に対する取組を行います。 

・民間組織（ｅ－ケアネットよっかいち）と連携を図り、医療的ケア児支援のための

協議の場を確保します。 

 

⑥ 相談支援の提供体制 

【課題】 

・指定特定相談支援事業所は増えているものの、委託相談支援事業所が相当数の計画

相談件数を担当しています。また、セルフプランについては、指定特定相談支援事業

所が作成するサービス等利用計画に切り替える必要があります。 

・委託相談支援事業所、指定特定相談支援事業所の役割を明確化する必要があります。 

・基幹相談支援センターの設置に向けて、圏域の地域分析が必要です。 

【今後の取組】 

・指定特定相談支援事業所の増加を図るため、継続して事業所開拓の新規訪問を行い

ます。 

・委託相談支援事業所から指定特定相談支援事業所への計画相談の移管を行います。 

・基幹相談支援センターの設置に向け、委託相談支援事業所等が担っている機能等を

分析し、圏域に必要な役割（困難事例・虐待・成年後見人制度対応）を検討します。 

・地域包括ケアシステムに対応し、地域包括支援センター、在宅介護支援センターと

の連携を図るため、各種団体と意見交換を行う場を確保します。  



 

- 118 - 

３ 鈴鹿・亀山障害保健福祉圏域プラン 

 

（１）障害保健福祉圏域の現状 

●構成市町：鈴鹿市、亀山市 

●人口： 246,703人（県全体に占める割合 13.7％） 

●面積： 386㎢（県全体に占める割合 6.7％） 

 

（２）障害保健福祉圏域における障がい者の状況 

項目 人数 

身体障害者手帳所持者（平成 29（2017）年 4 月 1日現在） 9,323 人 

療育手帳所持者（平成 29（2017）年 4月 1日現在） 1,868 人 

精神障害者保健福祉手帳所持者（平成 29（2017）年 3月 31日現在） 1,423 人 

 

（３）障害保健福祉圏域における2020年度の成果目標 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

項目 目標 

地域生活移行者数 17人 

施設入所者数減少見込 4人 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

項目 目標 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 
各市または複数市 

による共同設置 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

項目 目標 

地域生活支援拠点等の整備 
各市または 

圏域での整備 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

項目 目標 

福祉施設から一般就労への移行者数 36人 

就労移行支援事業の利用者数 52人 

就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合 71％ 

就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率 77％ 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

項目 目標 

児童発達支援センターの設置 

各市または 

圏域での設置等 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保 

主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置（平成 30（2018）年度） 
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（５）障害保健福祉圏域における課題と今後の取組 

 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

【課題】 

・障害者支援施設に入所している障がい者や保護者に対して、地域生活のイメージが

描けるよう、支援する必要があります。 

・強度行動障がい者や医療的ケアが必要な障がい者について、地域での生活を支える

障害福祉サービス等の活用により、地域移行につなげていく必要があります。 

【今後の取組】 

・圏域の専門部会にグループホームの連絡協議会を立ち上げ、ニーズと空き状況の把

握に取り組みます。また、生活介護事業所の連絡協議会の立上げを検討します。 

・常時体験利用のできるグループホームの確保に努めます。 

・圏域の相談部会において、グループホームの体験利用について働きかけます。 

・地域における生活を支援する事業等について、障害者支援施設への情報提供に取り

組みます。 

 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【課題】 

・精神障がい者の地域における生活を支援するため、社会資源を確保するとともに、

地域の理解を深めるための取組が必要です。 

・障害福祉サービス事業所や医療関係者が、精神障がい者の地域生活を支援するため

に必要なスキルの向上を図る必要があります。 

【今後の取組】 

・精神障がいの有無や程度にかかわらず、安心して暮らすことができるよう、保健、

医療、福祉関係者や関係機関が連携し、支援するための協議の場を検討します。 

・圏域の精神保健福祉ワーキングにおいて、支援のスキルアップを図る研修等に取り

組みます。 

 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

【課題】 

・地域における社会資源や障害福祉サービス等をつなぐ支援機能を充実させる必要が

あります。 

・各相談支援機関における役割等について検討する必要があります。 

【今後の取組】 

・地域生活支援拠点の居住支援機能を確保するため、グループホームの空き状況が把

握できる仕組みを検討し、体験の場の確保を図ります。 

・総合相談支援センターと基幹相談支援センターの役割等を明確にし、各社会資源や

サービス等をつなぐ基幹相談支援センターのコーディネートや相談機能の充実を図
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ります。 

 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

【課題】 

・一般就労後の精神障がい者の職場への定着を図る必要があります。 

・発達障がいや、入院、引きこもりの方に向けた就労支援の取組を検討する必要があ

ります。 

【今後の取組】 

・圏域の就労部会への一般企業の参加を進めて連携を図るとともに、障がいに関する

理解を深めるための研修を行います。 

・モニタリングの際に一般就労への意向確認が行われるよう、圏域の相談部会におい

て周知を図ります。 

 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

【課題】 

・児童発達支援についてニーズが高く利用者が増加していますが、事業所が不足して

おり、提供体制の整備を図る必要があります。 

【今後の取組】 

・児童発達支援事業所について、連絡協議会の立上げに向けて検討を行います。 

・障がい児が身近なところで必要な支援が受けられるよう、支援の提供体制の整備に

取り組みます。 

 

⑥ 相談支援の提供体制 

【課題】 

・相談者数が増加するとともに、相談内容が複雑化し困難なケースが増加しており、

各関係機関が連携して、対応できる体制づくりを進める必要があります。 

【今後の取組】 

・計画相談支援事業所、総合相談支援センターおよび基幹相談支援センターの役割等

を明確にし、社会資源やサービス等をつなぐ基幹相談支援センターの相談機能の充実

を図り、相談支援の提供体制の整備に取り組みます。 
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４ 津障害保健福祉圏域プラン 

 

（１）障害保健福祉圏域の現状 

●構成市町：津市 

●人口： 277,797人（県全体に占める割合 15.4％） 

●面積： 711㎢（県全体に占める割合 12.3％） 

 

（２）障害保健福祉圏域における障がい者の状況 

項目 人数 

身体障害者手帳所持者（平成 29（2017）年 4 月 1日現在） 11,277 人 

療育手帳所持者（平成 29（2017）年 4月 1日現在） 2,179 人 

精神障害者保健福祉手帳所持者（平成 29（2017）年 3月 31日現在） 2,064 人 

 

（３）障害保健福祉圏域における2020年度の成果目標 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

項目 目標 

地域生活移行者数 25人 

施設入所者数減少見込 6人 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

項目 目標 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 市単位の設置 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

項目 目標 

地域生活支援拠点等の整備 市単位の整備 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

項目 目標 

福祉施設から一般就労への移行者数 38人 

就労移行支援事業の利用者数 46人 

就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合 50％ 

就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率 100％ 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

項目 目標 

児童発達支援センターの設置 

市単位の設置等 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保 

主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置（平成 30（2018）年度） 
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（５）障害保健福祉圏域における課題と今後の取組 

 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

【課題】 

・福祉施設への入所が長期になると地域生活のイメージを持ちにくく、その家族も退

所することが不安になることから、退所後の生活を想定した障害福祉サービス等を体

験利用したり、地域生活を支える社会資源の整備と有効利用に向けた取組が必要とな

っています。 

【今後の取組】 

・支援者で地域移行の視点を共有し、計画相談支援等の機会を通じ、施設入所者およ

びその家族の地域生活への意向を確認します。 

・モデルケースを通じた取組により、地域移行に係る課題の抽出を進めます。 

・積極的な地域移行の取組が進むよう、マニュアル、ガイドラインの作成を促進しま

す。 

・地域生活に必要な社会資源を増やす取組を推進します。 

・地域移行支援および地域定着支援の拡充を促進します。 

・退所後の生活をイメージできるよう、体験利用できる社会資源の拡充を推進します。 

 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【課題】 

・保健、医療、福祉関係者による協議の場を継続して確保する必要があります。 

【今後の取組】 

・精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、精神

障がい（発達障がいおよび高次脳機能障がいを含む）にも対応した地域包括ケアシス

テムの構築に努めます。 

 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

【課題】 

・地域生活支援拠点等の整備に当たっては、地域での暮らしの安心感を担保し、求め

られる機能（地域生活への移行、親元からの自立に係る相談、一人暮らし、グループ

ホームへの入居等の体験の機会および場の提供、ショートステイ等による緊急時の受

入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保ならびにコーディ

ネーターの配置等による地域の体制づくり）を更に強化する必要があります。 

 また、相談支援を中心とした継続した支援を行う必要があります。 

【今後の取組】 

・地域生活支援の機能を更に強化するため、地域における訪問系サービスや日中活動

系サービスの機能を集約し、居住系サービスおよび基幹相談支援センターを加えた拠

点づくりを促進します。 
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④ 福祉施設から一般就労への移行 

【課題】 

・障がい者の一般就労について、継続して働くことができるよう職場定着支援が重要

となります。 

【今後の取組】 

・就労移行支援事業所、就労継続支援事業所の利用者と企業とのマッチングの機会の

創出を促進します。 

・就労をめざす障がい者と企業がお互いを知る機会として、職場体験の実習先の開拓

を促進します。 

・企業見学会や就労準備支援など、障がい者に具体的に就労をイメージできる機会の

創出を促進します。 

・障害福祉サービス事業所単位の支援に終わらないよう、関係機関の役割を明確化し、

強みを生かした連携体制を構築します。 

・就労移行支援事業所の役割を明確にし、目標数値の設定を求め、達成度の検証を実

施します。 

 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

【課題】 

・児童発達支援および放課後等デイサービスは、事業所数は増加していますが、利用

者が増加し、ニーズも高まっており、受入できる事業所が不足しています。 

・少子化や核家族化など家族形態の変化および共働き家庭の増加や就労形態の多様化

など、保護者を取り巻く環境は大きく変化しており、送迎や預かり時間の延長等、障

がいのある子ども一人ひとりのニーズに対応していくことが必要です。 

【今後の取組】 

・医療的ケア児に適切な支援を行うための協議会の設置について取り組みます。 

・重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるよう、児童発達支援事業所およ

び放課後等デイサービス事業所の確保に努めます。 

・児童発達支援センターを中核とした地域支援体制の構築をめざします。 

・児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所の障害児通所支援事業所は、

障がい児に対し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であることから、支援の質の

向上と支援内容の適正化が図られるよう取り組みます。 

 

⑥ 相談支援の提供体制 

【課題】 

・相談内容が多様化しているため、基幹相談支援センターの設置や計画相談支援事業

所との連携による継続した相談支援づくりが必要です。 

【今後の取組】 

・多様化する相談に対応するため、基幹相談支援センターの設置に努めるとともに、

指定特定相談支援事業所との役割を整理し、相談支援体制の再構築を図ります。  
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５ 松阪多気障害保健福祉圏域プラン 

 

（１）障害保健福祉圏域の現状 

●構成市町：松阪市、多気町、明和町、大台町 

●人口： 208,157人（県全体に占める割合 11.6％） 

●面積： 1,131㎢（県全体に占める割合 19.6％） 

 

（２）障害保健福祉圏域における障がい者の状況 

項目 人数 

身体障害者手帳所持者（平成 29（2017）年 4 月 1日現在） 8,676 人 

療育手帳所持者（平成 29（2017）年 4月 1日現在） 1,635 人 

精神障害者保健福祉手帳所持者（平成 29（2017）年 3月 31日現在） 1,312 人 

 

（３）障害保健福祉圏域における2020年度の成果目標 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

項目 目標 

地域生活移行者数 20人 

施設入所者数減少見込 8人 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

項目 目標 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 
各市町または複数 

市町による共同設置 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

項目 目標 

地域生活支援拠点等の整備 
各市町または 

圏域での整備 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

項目 目標 

福祉施設から一般就労への移行者数 16人 

就労移行支援事業の利用者数 28人 

就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合 50％ 

就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率 83％ 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

項目 目標 

児童発達支援センターの設置 

各市町または 

圏域での設置等 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保 

主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置（平成 30（2018）年度） 
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（５）障害保健福祉圏域における課題と今後の取組 

 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

【課題】 

・地域生活へ移行した後の安全の確保や関係機関の連携を図る必要があります。 

・緊急対応のための仕組みづくりや、対象者についての考え方の整理等を行う必要が

あります。 

・グループホームが不足しているため、その確保を図る必要があります。 

【今後の取組】 

・緊急時にショートステイが円滑に利用することができるよう、受入先の事業所が必

要とする情報の整理やフェースシートの作成など、障がい者が地域で生活するために

必要な支援方法について、関係者による検討を行います。 

・関係機関の連携や啓発を進めます。 

 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【課題】 

・新たに長期入院に至らない仕組みを整備していく必要があります。 

・地域の医療と福祉の連携を継続的に取り組む必要があります。 

・精神障がいの特徴や生活のしづらさなど、現状を踏まえた社会資源の利用や障害福

祉サービスが適切に受けられるよう、新たな社会資源を開発していく取組が必要です。 

【今後の取組】 

・圏域の精神障がい者地域移行支援部会の取組方針である、「ニューロングステイを

生まない新たな仕組みづくり」に引き続き取り組み、今後の国の動きにも対応した連

携方法の検討を行います。 

・入院患者の退院動向を把握し、新たに長期入院に至った原因や課題の検討を行いま

す。 

・病院職員と地域支援者との交流・意見交換会を継続して開催し、関係機関の連携に

努めます。 

・入院、入所中の方が地域生活に移行する際のハードルを下げるため、障害福祉サー

ビスなど新たな社会資源の開発に取り組みます。 

 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

【課題】 

・地域生活支援拠点に求められる機能についての整理や、不足している資源をどのよ

うに充足していくか検討していく必要があります。 

・グループホームの体験の場など、地域生活を体験できる場の確保が必要です。 

・緊急時の受入体制の検討が必要です。 

【今後の取組】 
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・地域生活支援拠点等の整備に必要な機能の確保に向けて、圏域における現状の把握

や課題の検討を進めます。 

・緊急時の対応について、必要な情報の収集や関係者間での情報の共有を進めます。 

 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

【課題】 

・圏域内において就労移行支援事業所が不足しており、事業所の確保を図る必要があ

ります。 

・就労移行支援事業所を利用する機運を高める必要があります。 

・就労意欲と働くための準備性を高めていくことや、適切なアセスメントが求められ

ています。 

【今後の取組】 

・就労移行支援事業所を活性化していくための検討を行います。 

・指定特定相談支援事業所と連携した取組を行います。 

・企業へのアプローチの進め方の検討や、就労アセスメントの統一化に係る取組につ

いて検討していきます。 

 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

【課題】 

・児童発達支援センターを設置するためには課題について整理する必要があります。 

【今後の取組】 

・障がい児支援の提供体制の整備に向けて、圏域内の市町で定期的に協議していきま

す。 

・医療、福祉、行政関係者の会議で事例の検討等を行います。 

 

⑥ 相談支援の提供体制 

【課題】 

・相談支援の充実を図るため、市町で行われている事例検討の取組などを進めていく

必要があります。 

・指定一般相談支援事業所の数が十分ではないため、その確保を図る必要があります。 

【今後の取組】 

・相談支援の充実を図るため、相談支援に係る研修会等の取組を進めます。 

・緊急時の対応について、アセスメントシートの統一に関する検討を行います。 
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６ 伊勢志摩障害保健福祉圏域プラン 

 

（１）障害保健福祉圏域の現状 

●構成市町：伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町 

●人口： 237,221人（県全体に占める割合 13.2％） 

●面積： 1,146㎢（県全体に占める割合 19.8％） 

 

（２）障害保健福祉圏域における障がい者の状況 

項目 人数 

身体障害者手帳所持者（平成 29（2017）年 4 月 1日現在） 11,570 人 

療育手帳所持者（平成 29（2017）年 4月 1日現在） 1,826 人 

精神障害者保健福祉手帳所持者（平成 29（2017）年 3月 31日現在） 1,386 人 

 

（３）障害保健福祉圏域における2020年度の成果目標 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

項目 目標 

地域生活移行者数 22人 

施設入所者数減少見込 10人 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

項目 目標 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 
各市町または複数 

市町による共同設置 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

項目 目標 

地域生活支援拠点等の整備 
各市町または 

圏域での整備 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

項目 目標 

福祉施設から一般就労への移行者数 37人 

就労移行支援事業の利用者数 68人 

就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合 56％ 

就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率 90％ 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

項目 目標 

児童発達支援センターの設置 

各市町または 

圏域での設置等 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保 

主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置（平成 30（2018）年度） 
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（５）障害保健福祉圏域における課題と今後の取組 

 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

【課題】 

・施設においては、入所者が地域で生活するイメージを持ちにくく、地域においては、

入所施設のような24時間体制等の安心した生活が維持できるような社会資源がない

といった課題があります。 

【今後の取組】 

・地域生活へ移行可能な施設入所者を把握するとともに、施設に対して地域の社会資

源に関する情報提供を行います。 

 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【課題】 

・精神障がい者の地域移行を進めるに当たっては、病院や事業者の努力だけでは限界

があり、地域精神保健医療福祉の一体的な取組に加え、あらゆる人が共生できる社会

の実現に向けた取組の推進が必要となっています。 

・24時間対応の社会資源が少なく、事業所や支援員によっては、精神障がい者への支

援方法が難しく、対応に差異がでる場合があります。 

【今後の取組】 

・市町ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置を促進するとともに、圏

域においても、精神障がい者の地域移行・地域定着を推進する保健、医療、福祉関係

者による協議の場の設置を検討していきます。 

・圏域において、支援員向けの精神障がい者に対する専門知識や支援に向けた研修会

を開催し、スキルアップをめざします。 

 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

【課題】 

・圏域内における社会資源の情報共有や課題・問題点を整理し、早急に面的整備等に

向けた調整を行う必要があります。 

【今後の取組】 

・地域で不足している資源を補うため、圏域全体で介護保険事業所に対して積極的な

基準該当の指定についての働きかけを行います。 

 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

【課題】 

・利用者の就労支援に向けた動機づけを行うための専門的な支援の方法について、キ

ャリア支援のノウハウや資源が少なく、支援ネットワークも弱いことが課題となって

います。 
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【今後の取組】 

・事業所に対して就労支援を高めていくための取組を行います。 

・利用者の就労支援ができるよう、就労支援プロセスの段階に関わる支援者が、それ

ぞれの役割に応じた、就労準備性の向上のための取組や、就職のための支援、職場定

着の支援、雇用継続のための支援力や実践力を向上させる取組を行います。 

・事業者、企業、地域等に障がいに対する理解を深めてもらえるような取組を行いま

す。 

・本人の働きたい思いを高めていくための支援に取り組むとともに、企業等との間を

取り持つための支援の取組を行います。 

 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

【課題】 

・圏域内に児童発達支援センターがなく、また、圏域は広範囲かつ多くの市町で構成

されているため、地域において効率的にセンターを設置する必要があります。 

・医療的ケアを必要とする障がい児とその家族が、住み慣れた地域で安心して生活す

るため、訪問看護や通所サービスなどの関係機関が連携し、地域の支援体制を整備す

る必要があります。 

【今後の取組】 

・圏域内においては、児童発達支援事業所がない市町もあるため、開設に向けた情報

共有や法人等への働きかけを行い、児童発達支援センターの設置に向けた連携を図り

ます。 

・既設の４圏域合同の医療的ケア地域支援連携会議と連携して、圏域内における医療

的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設置します。 

 

⑥ 相談支援の提供体制 

【課題】 

・専門性の高い相談支援や具体的なサービス資源の提供および計画の推進体制の整備

が求められており、特に郡部では、町単独で基幹相談支援センターの設置や人材の育

成、確保が難しいことが課題になっています。 

【今後の取組】 

・サービス提供従事者、相談支援従事者等の支援者全般の実践力の向上のため、研修

（倫理・知識・技術）の実施や、各地域のＯＪＴの場へのスーパーバイザーや地域リ

ーダー等の講師の情報提供・紹介を行う仕組みをつくります。 

・上記の取組を進めるため、行政担当、相談支援従事者のほか、サービス提供従事者

を交えた運営会議を組織します。 
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７ 伊賀障害保健福祉圏域プラン 

 

（１）障害保健福祉圏域の現状 

●構成市町：伊賀市、名張市 

●人口： 166,347人（県全体に占める割合 9.2％） 

●面積： 688㎢（県全体に占める割合 11.9％） 

 

（２）障害保健福祉圏域における障がい者の状況 

項目 人数 

身体障害者手帳所持者（平成 29（2017）年 4 月 1日現在） 8,107 人 

療育手帳所持者（平成 29（2017）年 4月 1日現在） 1,497 人 

精神障害者保健福祉手帳所持者（平成 29（2017）年 3月 31日現在） 1,300 人 

 

（３）障害保健福祉圏域における2020年度の成果目標 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

項目 目標 

地域生活移行者数 14人 

施設入所者数減少見込 4人 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

項目 目標 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 
各市または複数市 

による共同設置 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

項目 目標 

地域生活支援拠点等の整備 
各市または 

圏域での整備 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

項目 目標 

福祉施設から一般就労への移行者数 28人 

就労移行支援事業の利用者数 39人 

就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合 67％ 

就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率 86％ 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

項目 目標 

児童発達支援センターの設置 

各市または 

圏域での設置等 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保 

主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置（平成 30（2018）年度） 
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（５）障害保健福祉圏域における課題と今後の取組 

 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

【課題】 

・重度の障がい者が利用できる居住の場や支援体制の確保が求められています。 

・施設入所者およびその家族、支援者に向けた取組を進める必要があります。 

・地域生活に移行した後の定着を図るための仕組みが求められています。 

【今後の取組】 

・地域生活に関する情報提供や地域の社会資源見学会の開催などの取組を通じて、施

設入所者および家族の地域生活への移行についての理解促進に取り組みます。 

・入所施設に対して地域生活への移行に係る働きかけを行います。 

・地域生活への移行に必要な資源等を確保するための協力体制づくりに取り組みます。 

・地域生活への移行と定着について、関係機関が情報交換等を通じて共通認識を持っ

て取組を進めます。 

 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【課題】 

・障がい者が望む地域生活に向けたイメージづくりに取り組む必要があります。 

・入院患者について高齢化に対応する資源が不足している現状があります。 

・地域の住民の障がい者に対する偏見を取り除く必要があります。 

【今後の取組】 

・地域の社会資源の見学会等を開催し、入院患者や家族へのアプローチを図ります。 

・地域の住民に対し精神障がいについての理解を深めてもらうための啓発を行います。 

・地域における生活を支援するため、病院等関係機関との連携体制の構築を進めます。 

・高齢化に対応するため、共生型サービス等の動向を見据え、関係機関との連携を進

めます。 

 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

【課題】 

・24時間対応できる体制を整える必要があります。 

・医療面での対応体制を検討する必要があります。 

・緊急時の受入について入所施設等の空き状況やコーディネートする機能が必要です。 

【今後の取組】 

・地域における事例の検討や課題の洗い出しを通じて、拠点整備に係る方向性（面的

整備または多機能拠点整備）の検討を進めます。 

・地域生活支援拠点におけるそれぞれの機能と役割について整理を行います。 

 

④ 福祉施設から一般就労への移行 
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【課題】 

・就労系障害福祉サービス事業所における利用者で可能性があるにもかかわらず、一

般就労につながっていない状況があります。 

・一般就労した後の障がい者からの相談に対応できる体制を確保する必要があります。 

【今後の取組】 

・一般就労につなげられるよう、就労系障害福祉サービス事業所等との連携を図り、

課題の検討を進めます。 

・企業訪問や研修会を開催すること等により、企業に対する障がい者雇用の啓発を行

います。 

・雇用関係機関と連携した就職面接会を実施すること等を通じて、一般就労への移行

につなげます。 

・就労定着事業の推進に関係機関とともに取り組みます。 

 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

【課題】 

・障がい児を支援するサービス事業所は増加しているものの、中学生以上を対象とす

る事業所や、短期入所事業所を確保する必要があります。 

・重症心身障がい児への医療的ケア等の支援体制が必要です。 

【今後の取組】 

・障がい児への途切れのない支援の在り方や体制について検討を進めます。 

・あらゆる障がい児に必要な資源等を確保するための協力体制づくりに取り組みます。 

・医療的ケア児の把握に努め、また、支援を考える５市連携会議において支援体制の

強化に努めます。 

 

⑥ 相談支援の提供体制 

【課題】 

・計画相談について導入は進んでいますが、相談支援の質の担保を図る必要がありま

す。 

・相談支援専門員の不足により専門員への負担が過重になっています。 

【今後の取組】 

・相談支援の質の担保を図るため、研修会の開催や相談支援事業所間の情報交換、事

例検討等を行います。 

・相談支援の提供体制の整備を図るため、それぞれの相談支援事業所の役割等につい

て検討を行います。 
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８ 紀北障害保健福祉圏域プラン 

 

（１）障害保健福祉圏域の現状 

●構成市町：尾鷲市、紀北町 

●人口： 32,803人（県全体に占める割合 1.8％） 

●面積： 449㎢（県全体に占める割合 7.8％） 

 

（２）障害保健福祉圏域における障がい者の状況 

項目 人数 

身体障害者手帳所持者（平成 29（2017）年 4 月 1日現在） 2,049 人 

療育手帳所持者（平成 29（2017）年 4月 1日現在） 313 人 

精神障害者保健福祉手帳所持者（平成 29（2017）年 3月 31日現在） 207 人 

 

（３）障害保健福祉圏域における2020年度の成果目標 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

項目 目標 

地域生活移行者数 5人 

施設入所者数減少見込 3人 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

項目 目標 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 
各市町または複数 

市町による共同設置 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

項目 目標 

地域生活支援拠点等の整備 
各市町または 

圏域での整備 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

項目 目標 

福祉施設から一般就労への移行者数 4人 

就労移行支援事業の利用者数 7人 

就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合 100％ 

就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率 100％ 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

項目 目標 

児童発達支援センターの設置 

各市町または 

圏域での設置等 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保 

主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置（平成 30（2018）年度） 
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（５）障害保健福祉圏域における課題と今後の取組 

 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

【課題】 

・地域生活への移行に向けて、住環境が整備され必要な支援を受けることができるグ

ループホーム等を確保する必要があります。 

・地域生活への移行に向けては適切なアセスメントの実施が求められます。 

・入所施設に対し地域生活への移行に関する説明や理解を深める取組を図る必要があ

ります。 

・緊急時への対応や24時間のサポート体制の整備について検討する必要があります。 

【今後の取組】 

・意思決定支援に関する研修会の実施や、意思決定支援に基づいた評価表の作成に取

り組みます。 

・地域におけるグループホームの設立に向けた活動に取り組みます。 

・新設されたグループホームと各関係機関の連携する仕組みをつくります。 

・在宅援護事業から、指定一般相談支援事業所を通じ、入所施設の退所に至るまでの

流れについて、ケースを用いた事例研究の実施を検討します。 

 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【課題】 

・地域生活への移行後に、不安定な状態になったときの支援体制づくりを検討する必

要があります。 

・権利擁護に関する支援体制の整備を図る必要があります。 

・精神障がいに関する地域の理解を深める必要があります。 

【今後の取組】 

・意思決定支援に関する研修会の実施や、意思決定支援に基づいた評価表の作成に取

り組みます。 

・権利擁護や成年後見制度等に係る取組についての検討を行います。 

・精神保健福祉についての地域への啓発に係る取組を行います。 

 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

【課題】 

・グループホーム等の居住機能が確保されつつありますが、地域生活支援拠点をどの

ように整備するか検討を進める必要があります。 

・24時間サポートできる体制の整備を検討する必要があります。 

【今後の取組】 

・地域生活支援拠点において各関係機関が担う役割について、整理、検討を行います。 
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④ 福祉施設から一般就労への移行 

【課題】 

・就労継続支援Ｂ型事業所等において、一般就労を希望する利用者が減少している状

況があります。 

・一般企業の受入先が少ないため、確保を図る必要があります。 

・一般就労後の職場定着について支援する必要があります。 

【今後の取組】 

・Ｂ型事業所の利用者向けに、Ａ型事業所見学会や企業見学会の実施を検討します。 

・福祉施設から一般就労への移行に向けて、利用者のステップアップを検討するケー

ス会議の開催に取り組みます。 

・就労後の職場定着の支援体制や、就労先の開拓に向けた新しいスタイルの就労につ

いて検討を行います。 

・生活困窮者自立支援事業との連携について検討を行います。 

 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

【課題】 

・圏域に放課後等デイサービス事業所が１か所しかないため、ニーズへの対応を検討

する必要があります。 

・障がい児の相談支援に関して、相談窓口の役割分担や専門的な相談場所の確保を図

る必要があります。また、中学校や高校を卒業後に初めて相談を受けるケースなどが

増加しており、早期の対応を検討する必要があります。 

【今後の取組】 

・圏域内の事業所に対して、放課後等デイサービス事業所の開設について働きかけを

行います。 

・圏域における障がい児の相談支援体制について検討を行います。 

・児童発達支援センターの設置に向けた具体的な検討を行います。 

 

⑥ 相談支援の提供体制 

【課題】 

・引きこもりの方や虐待防止への対応、権利擁護を図るための体制整備を図る必要が

あります。 

・ヘルパーや相談支援専門員など、専門的な人材を確保する必要があります。 

・サービス等利用計画と個別支援計画についての連動を確保する必要があります。 

【今後の取組】 

・特定相談支援事業所連絡会（仮称）を立ち上げ、相談支援事業所におけるスキルア

ップをめざします。 

・ヘルパーや相談支援専門員などの専門的な人材の確保を図ります。 

・サービス等利用計画と個別支援計画を連動させるモデルケースづくりに取り組みま

す。 

・権利擁護や成年後見制度に関する体制を検討します。  
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９ 紀南障害保健福祉圏域プラン 

 

（１）障害保健福祉圏域の現状 

●構成市町：熊野市、御浜町、紀宝町 

●人口： 36,096人（県全体に占める割合 2.0％） 

●面積： 541㎢（県全体に占める割合 9.4％） 

 

（２）障害保健福祉圏域における障がい者の状況 

項目 人数 

身体障害者手帳所持者（平成 29（2017）年 4 月 1日現在） 2,149 人 

療育手帳所持者（平成 29（2017）年 4月 1日現在） 369 人 

精神障害者保健福祉手帳所持者（平成 29（2017）年 3月 31日現在） 213 人 

 

（３）障害保健福祉圏域における2020年度の成果目標 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

項目 目標 

地域生活移行者数 5人 

施設入所者数減少見込 5人 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

項目 目標 

保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 
各市町または複数 

市町による共同設置 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

項目 目標 

地域生活支援拠点等の整備 
各市町または 

圏域での整備 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

項目 目標 

福祉施設から一般就労への移行者数 4人 

就労移行支援事業の利用者数 2人 

就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合 100％ 

就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率 100％ 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

項目 目標 

児童発達支援センターの設置 

各市町または 

圏域での設置等 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保 

主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置（平成 30（2018）年度） 
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（５）障害保健福祉圏域における課題と今後の取組 

 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

【課題】 

・施設入所者の高齢化が進み、認知・身体機能の低下から、介護保険施設への移行や

再入院が多い状況があります。 

・家族や地域における障がいに対する理解を深めるための取組が必要です。 

・グループホームなどの社会資源を確保するとともに、障害福祉サービス（行動援護、

同行援護、重度訪問介護）の提供体制の充実を図る必要があります。 

【今後の取組】 

・対象者の状況把握や地域移行を希望する利用者の確認を行います。 

・グループホームの体験利用の機会の確保に取り組みます。 

・地域における支援体制の強化を図ります。 

・指定事業所の拡充など、障害福祉サービスの提供基盤の充実を図ります。 

・市町広報等による障がい者差別解消、地域共生社会等に係る周知、啓発を行います。 

 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【課題】 

・関係機関において対象者の状況把握に取り組む必要があります。 

・地域における精神障がいに関する理解を深めるための啓発を行う必要があります。 

【今後の取組】 

・地域における基幹病院等の関係機関との連携の強化を図ります。 

・圏域の自立支援協議会等において、関係者による協議を通じて検討を行います。 

・民生委員や家族向けの研修会や交流会を実施し、地域における障がいについての理

解を深めます。また、地域の催し、自治会活動等への参加など、障がい者の社会参画

の方法について検討を行います。 

 

③ 地域生活支援拠点等の整備 

【課題】 

・圏域の実態に合った相談支援体制を確立する必要があります。 

・地域生活支援拠点に必要な機能と、地域のニーズ、実情のすり合わせ、具体的なイ

メージの共有を図る必要があります。 

・障害福祉サービスの提供体制の充実を図る必要があります。 

【今後の取組】 

・地域生活支援拠点の整備について、在り方の検討、イメージの共有を行います。 

・必要な機能ごとに、地域の人材、資源により対応が可能な形を検討します。 

・モデル事業の紹介等、行政、障害福祉サービス事業者への研修会開催を検討します。 

 

④ 福祉施設から一般就労への移行 

【課題】 

・就労実績は増えているものの離職も増えており、離職後のケア等の対応が必要です。 
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・障がい者雇用の受け皿や、特性に合った仕事、ニーズに沿った事業所が少なく、交

通の便が悪いことなどから就労先の選択が限られる状況があります。 

・事業所に通所しているだけでは就労意識を高められていない状況にあります。 

・就労体験の場を確保する必要があります。 

・就労継続支援事業所の拡充、就労移行支援事業所の設置を図る必要があります。 

【今後の取組】 

・障害者就業・生活支援センターを中心として、関係機関が連携した就労支援や事業

所の開拓に取り組みます。また、就労移行支援事業所の設置に向けた検討を行います。 

・農福連携等も含め、新たな雇用の場の開拓を図ります。 

・職場実習を受け入れる企業、事業所等の確保に取り組みます。また、障がい特性等

の理解の促進を図るため、就労継続支援事業所の見学会等を実施します。 

 

⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 

【課題】 

・障がい児とその家族を取り巻く地域の課題の把握に取り組む必要があります。 

・事業所が遠い、移動手段がないなど、希望どおりに通所できない状況があります。

また、長期休暇中における障害福祉サービスの提供体制の確保が必要です。 

・ニーズに対応した事業所（放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児相談支援）

の数を確保する必要があります。 

・専門職（臨床心理士、理学療法士、作業療法士）の相談機関の確保が必要です。 

・障がい児専門の指定相談支援事業所が少ないことから、セルフプランで対応するケ

ースが多く、相談支援の充実が必要です。 

【今後の取組】 

・地域の課題に優先順位をつけて取り組みます。 

・放課後等デイサービス事業所の確保をめざします。また、保育所等訪問支援事業を

行い、利用促進に努めます。 

・障がい児に係る相談支援の充実を図ります。 

・学校との連携強化を図るとともに、途切れのない支援体制の検討を行います。 

・中学校卒業後の子どもたちへの学習支援、生活支援体制の検討を行います。 

 

⑥ 相談支援の提供体制 

【課題】 

・３障がいに対応した相談員が常駐できる体制を確保する必要があります。 

・専門性の高い相談についてフォローできる機関を確保する必要があります。 

・相談支援センターの周知に取り組む必要があります。 

・祝日、土日、24時間対応の相談支援体制について検討する必要があります。 

【今後の取組】 

・圏域における相談支援体制の充実強化や体制づくりの検討を行います。 

・関係機関との連携の強化を図るとともに、相談支援センターの充実強化を図ります。 
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第４章 計画の推進 

 

 

第１節 計画の推進体制 

 

「障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合

いながら共生する社会の実現」という基本理念を実現するため、さまざまな主体との

「協創」により計画を推進します。 

 

１ 県における推進体制 

本計画に基づく障がい者支援施策を着実に推進するため、三重県障がい者支援施策

総合推進会議において、福祉、医療、労働、教育などそれぞれの分野が協議・連携し、

施策を総合的に推進します。 

 

２ 県民力による「協創」 

本計画を推進するため、県、市町、団体、県民等が、それぞれの役割を果たし、協

創により、共生社会を実現する必要があります。 

 

(１) 県の役割 

県は、市町で行うことが困難な広域的・専門的な事業の実施や、市町への助言・

指導などを行います。また、積極的に情報提供を行うなど、共生社会に向けた意識

啓発を行います。さらに、県域を超える広域的な課題について、国や地方自治体と

の緊密な連携を図ります。 

 

(２) 市町の役割 

市町は、県民に最も身近な立場から、ニーズを的確に把握し、地域生活を支える

基礎的でニーズにあったきめ細かいサービスを提供することが求められています。

そのため、福祉、医療、労働、教育、住宅などそれぞれの分野の連携による障がい

者施策の計画づくりやその推進などが求められています。 

 

(３) 団体の役割 

社会福祉法人等の福祉や医療に関する各種団体のほか、企業等が積極的に参加し、

地域を支えることが期待されています。また、さまざまなサービス提供を実施する
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団体については、多様で質の高いサービス提供が求められています。さらに、当事

者団体等については、利用者のニーズにあったサービス提供のための連携が期待さ

れます。 

 

(４) 県民の役割 

共生社会の実現の主役は、そこに住み地域をよく知っている県民一人ひとりです。

福祉サービスの利用者であり担い手でもある県民一人ひとりの声やニーズ、行動が

その地域の共生社会を実現します。県民一人ひとりが自ら力を発揮する機会を見い

だし、主体的に共生社会づくりに参画することが期待されます。 

 

 

第２節 計画の進行管理（ＰＤＣＡサイクル） 

 

本計画を着実に実施していくため、各施策の進捗状況を把握するなど、適切な進行

管理を行います。 

 

１ 計画（Plan） 

本計画により、県の障がい者施策の基本的方向を定めます。 

策定にあたっては、「障害者基本法」に基づく三重県障害者施策推進協議会や、「障

害者総合支援法」に基づく三重県障害者自立支援協議会で意見を聴くとともに、県議

会の常任委員会での審議やパブリックコメントの実施により、いただいた意見を計画

に反映します。 

 

２ 実行（Do） 

本計画に基づき、具体的な施策を展開します。 

施策の展開にあたっては、三重県障がい者支援施策総合推進会議において、福祉、

医療、労働、教育などそれぞれの分野が協議・連携し、総合的に推進します。 

 

３ 評価（Check） 

本計画に掲げた施策の実施状況について、毎年度、年次報告としてとりまとめます。 

とりまとめた年次報告について、三重県障害者施策推進協議会および三重県障害者

自立支援協議会において、報告し、施策の達成状況について、調査等を行います。 

障害保健福祉圏域の取組については、地域の（自立支援）協議会において、実施状

況を把握し、分析・評価を行います。また、地域の取組では解決できない課題につい

て、三重県障害者自立支援協議会に報告し、協議を行います。 

これらの協議会において、現状を多面的に分析し、課題を抽出します。 
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４ 改善（Act） 

評価によって、明らかになった施策等の課題について、次年度の施策展開に反映し

ます。また、必要に応じ、三重県障がい者支援施策総合推進会議において協議・検討

を行います。 

障害保健福祉圏域の取組については、地域の（自立支援）協議会の運営を支援する

ことにより、改善を図ります。 

 

 

第３節 計画の見直し 

 

本計画は 2020 年度を目標年度として策定するものですが、計画の進捗状況や法制

度の改正等さまざまな状況の変化により、見直しの必要が生じた場合は、計画期間中

においても、適宜、必要な見直しを行います。 
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参考資料 

 

１ 用語解説 

 

【あ行】 

 

◆アウトリーチ 

入院という形に頼らず地域で生活することを前提として、在宅精神障がい者等の生活を、保健・

医療・福祉の多職種チームによる訪問を中心とした活動により支援していくこと。 

 

◆アクセシビリティ 

 広義では、利用者が製品や建物、サービスなどを支障なく利用できる度合いのこと。年齢や障

がいの有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できることを指すこと

が多い。 

 

◆アセスメント 

 利用者の置かれている環境および日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活

および課題等を理解するために、援助に先だって行われる一連の手続。 

 

◆意思疎通支援 

 手話、要約筆記、触手話、指点字等により、障がい者の意思疎通を支援すること。 

 

◆ウェブアクセシビリティ 

 ホームページ（ウェブサイト）を利用するすべての人が、年齢や身体的制約、利用環境等に関

係なく、提供されている情報に問題なくアクセスし、利用できること。 

 

◆Ｌアラート 

情報発信者（自治体等）が発信した避難勧告・指示等の災害情報を情報伝達者（各種メディア

等）に効率的に提供する仕組み。情報伝達者は提供された災害情報をテレビ、ラジオ、携帯電話、

ポータルサイト等のさまざまな媒体を通じて住民に周知する。 

 

◆エンパワメント 

 広義では、個人や集団が本来持っている潜在能力を引き出し、湧き出させること。障がいの分

野においては、障がいを持った方、あるいはその家族がより内発的な力を持ち、自らの生活を自

らコントロールできること、または、自立する力を得ること。 

 

 

【か行】 
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◆キャリア教育サポーター 

県立特別支援学校に配置している企業に勤務経験のある外部人材。一般企業への就職を希望す

る高等部生徒の進路希望を実現するため、職業適性アセスメントに基づき、生徒本人の適性を十

分に把握した上で、適した職種・業務と必要な支援の方法を企業に提案する形の職場開拓を行う。 

 

◆キャリア教育マネージャー 

各キャリア教育サポーターを統括する立場の者で、事業所就労支援に係る情報整理及び分析を

行う。 

 

◆共同受注窓口 

 就労継続支援Ｂ型などの就労系障害福祉サービス事業所で働く障がい者の工賃向上を図るため、

共同して受注、品質管理等を行う仕組み。 

 

◆工賃向上支援コンサルタント 

就労継続支援事業所を利用する障がい者が地域で自立した生活ができるよう工賃の向上を図る

ことを目的に、事業所の経営内容や作業内容を把握して、企業的な経営手法への意識改革を行い、

工賃向上に向けたアドバイスその他必要な支援を行うコンサルタントのこと。 

 

◆合理的配慮 

 障がい者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、その実施に

伴う負担が過重になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために行われる必要かつ合理的な

配慮。 

 

◆個別計画 

 避難行動要支援者の避難先や避難方法などについて、要支援者本人や家族等とも調整の上、避

難支援者や支援に関する必要事項等を整理した要支援者一人ひとりについて作成される計画。 

 

 

【さ行】 

 

◆サービス管理責任者 

 所定の障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者。 

個々の利用者についての心身の状況の把握（アセスメント）、個別支援計画の作成、定期的な評

価（モニタリング等）を行い、一連のサービス提供におけるプロセス全般に関する責任を担うと

ともに、個々の利用者の障がい特性や生活実態に関する専門的な知識や、個別支援計画の作成・

評価などの技術を持ち、サービス提供の質の向上という役割を担う。 

 

◆サービス等利用計画 

 障害福祉サービス等を利用する時に、障がい者等の心身の状況、置かれている環境、障害福祉
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サービス等の利用に関する意向等を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類

及び内容等を定めた計画。 

 

◆ＣＬＭ（Check List in Mie：発達チェックリスト） 

保育所、幼稚園に通う発達障がい児等の行動等を観察し、「個別の指導計画」を作成するために、

県立子ども心身発達医療センター（旧小児心療センターあすなろ学園）が開発したアセスメント

ツール。 

 

◆社会的事業所 

 障がいのある人もない人も共に働く、企業等への一般就労や就労系障害福祉サービス事業所に

おける福祉的就労とは異なる、一定の社会的支援のもとに経済活動を行う事業体。 

 

◆就労系障害福祉サービス 

 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を提供する障害福祉サービス。就労移

行支援、就労継続支援（A型、B型）など。 

 

◆障害支援区分 

 障がい者等の障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度

合を総合的に示すもの。 

 

◆障がい者雇用アドバイザー 

障がい者の職業的自立を促進するため、企業に対し、障がい者の雇用にかかるアドバイスを行

う者。 

 

◆障がい者職業訓練コーディネーター 

障がい者の職業的自立を促進するため、障がい者の態様に応じた多様な職業訓練のコーディネ

ートを行う者。 

 

◆障がい者職業訓練コーチ 

障がい者の職業的自立を促進するため、障がい者の態様に応じた多様な職業訓練の委託先及び

受講者の支援を行う者。 

 

◆障害保健福祉圏域 

 広域的な相談支援体制等の整備や関係者間のネットワークの構築等により、市町だけでは対応

が困難な課題に広域的に対応するため、福祉事務所、保健所の管轄区域等を勘案しつつ、複数市

町を含む広域圏域として設定している。（県内９障害保健福祉圏域） 

 

◆情報保障 

身体的なハンディキャップにより音声や文字・映像で情報を取得することが困難な障がい者に

対し、社会生活を行う上で必要な情報を障がい者の求める方法で提供すること。人の「知る権利」
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を保障するものであり、聴覚障がい者 に対するコミュニケーション支援に対して用いられること

が多い。 

 

◆（自立支援）協議会 

 障がい者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、障がい者、障がい福祉従事者等によ

り構成される協議会のこと。協議会では、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域にお

ける障がい者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を

図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う。 

 

◆ステップアップカフェ 

 障がい者が一般就労に向けてステップアップできる実践的な訓練の場となるとともに、障がい

者が生き生きと働く姿を発信し、企業や県民の障がい者が働くことに対する理解を深めていくこ

とをめざし、県が関係機関と連携し設置したレストランカフェ。運営は県が公募により選定した

民間事業者が担う。 

【「Cotti菜」： 所在地 ： 県総合文化センター内「フレンテみえ」 1階 津市一身田上津部田１

２３４ 】 

 

◆精神障害にも対応した地域包括ケアシステム 

精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるために、各

地域の医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合いが包括的に確保された

システム。 

 

◆成年後見制度 

知的障がい、精神障がい、認知症等により、判断能力が不十分な成年者を保護するための制度。

具体的には、判断能力が不十分な人について契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任した

り、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合、それを取り消すことができるようにする

など、これらの人を不利益から守る制度。 

 

 

【た行】 

 

◆ＤＡＩＳＹ図書（デイジー図書） 

  ＤＡＩＳＹとは、Digital Accessible Information SYstem の略で、ＤＡＩＳＹ規格を用いた

デジタル録音による図書製作システムのこと。ＤＡＩＳＹ図書は、見出しから検索して聞きたい

部分をすぐ選べる高度な検索機能をもち、長時間の録音が可能。ＣＤに記録し、再生専用機を使

って利用するのが一般的である。 

 

◆ＤＰＡＴ 

Disaster Psychiatric Assistance Teamの略で災害派遣精神医療チームのこと。 

自然災害等の集団災害が発生した場合に、被災地域の精神保健医療ニーズの把握、他の保健医
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療体制との連携、各種関係機関等とのマネージメント、専門性の高い精神科医療の提供と精神保

健活動の支援を行う専門的な研修・訓練を受けた専門チーム。 

 

◆特別支援学校版キャリア教育プログラム 

各県立特別支援学校が、計画的・組織的にキャリア教育を進めるため、障がい種別や地域性に

応じて、幼稚部、小学部から高等部まで、各発達段階に応じて育みたい能力や態度を考慮して作

成した計画。 

 

 

【な行】 

 

◆農業ジョブトレーナー 

障がい者が農業（農作業）に従事する際に、障がい者と農業者をつなぎ、より働きやすいよう

に障がい特性を踏まえ支援する人材。 

 

◆ノンステップバス 

床面を低くして乗降ステップをなくし、だれもが乗り降りしやすいバスのこと。車内段差を小

さくした設計により、乗り降りの時や走行中にも安全性の高い車両。また、補助スロープやニー

リング装置（床面を更に下げる装置）により、車いすでの乗り降りもスムーズに行うことができ

る。 

 

 

【は行】 

 

◆バリアフリー 

障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去すること。もとも

と住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去を指すことが多いが、より広く障がいのあ

る人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも

用いられる。 

 

◆バリアフリー観光 

高齢者や障がい者、小さな子ども連れ家族など移動に困難を伴う人たちにも安心して旅行を楽

しんでいただける観光。三重県では、バリアの基準は、障がいの種類、程度、介護の状況によっ

ても異なるという認識のもと、観光情報とともにバリアを乗り越えるための情報提供と相談機能

の強化に取り組んでいる。 

 

◆パーソナルカルテ 

本人および保護者が必要な情報（生育歴等）を記入して作成するファイル。日常的な管理も本

人・保護者が行い、学校や関係機関等から提供を受けた情報（個別の教育支援計画、個別の指導

計画、母子手帳、お薬手帳等）を追加して綴じ込んでいくファイル形式のもの。 
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◆避難行動要支援者 

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、

その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者。 

 

◆ピアサポーター 

悩んでいる人と同じ体験を持ち支援する仲間をいう。思春期特有の悩みを相談できる同世代の

仲間や、精神障がいに関する体験や思いを同じ精神障がいを持つ人達に伝え、共有することで支

援する、精神に障がいのある当事者等がある。 

 

◆ＰＤＣＡサイクル 

 事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つ。 Plan（計画）

→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段階を繰り返すことによって、業務を継続

的に改善する。 

 

◆福祉避難所 

大規模災害時に、避難所生活が困難な障がい者や高齢者など、何らかの特別な配慮を必要とす

る方が避難する施設。 

 

◆福祉的就労 

 一般就労が困難な障がいのある人が、各種施設や小規模作業所等で職業訓練等を受けながら作

業を行うこと。 

 

◆ヘルプマーク 

援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方（義足、内部障がい、難病、妊娠

初期の方など）が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくな

ることを目的としたマーク。 

主にカバン等にぶら下げて気づきのサインとして利用する「ヘルプマーク（ストラップ）」と主

に財布等に入れて必要な時に対処法等を周囲に伝える「ヘルプカード」がある。 

 

◆ボッチャ 

重度の脳性麻痺者等の競技スポーツで、パラリンピックの正式競技。 

対戦する一方が赤いボールを、もう一方が青いボールをそれぞれ６球ずつ持ち、どれだけ自分

のボールを目標となる白いボールに近づけるかを競う。 

 

 

【ま行】 

 

◆三重おもいやり駐車場利用証制度 

障がい者、高齢者、妊産婦、けが人等で、歩行が困難な人の外出を支援するため、公共施設や
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商業施設等さまざまな施設に「おもいやり駐車場」を設置するとともに、必要な人に「おもいや

り駐車場」の利用証を交付する制度。 

この制度の導入により、だれが「おもいやり駐車場」を利用できるかを明らかにし、この駐車

場を必要とする人が利用しやすくなることをめざしている。 

 

◆三重県障害者施策推進協議会 

県の障害者施策の総合的、計画的推進および行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議

するため、障害者基本法に基づき設置されている協議会。 

 

◆三重県障害者自立支援協議会 

 県内の障がい者等への支援体制に関する課題の共有および、相談支援体制の整備状況や課題、

ニーズ等の把握などを協議するため、障害者総合支援法に基づき設置されている協議会。 

 

 

【や行】 

 

◆ＵＤアドバイザー 

ユニバーサルデザインのまちづくりが住民の暮らしと結びついて県内各地域で展開されるよう、

ユニバーサルデザインの基本的な考え方や「ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に基

づく整備基準、介添えのノウハウ等について研修を受けた人で、地域における啓発活動等におい

てリーダー的な役割を担っていただく方々。 

 

◆ユニバーサルデザイン 

 障がいの有無や年齢、性別等にかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるよ

うに施設、製品、制度等をデザインすること。 

 

 


